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税務訴訟資料 第２６１号－１５５（順号１１７４５） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 青色申告承認取消処分取消等請求事件 

国側当事者・国（京橋税務署長） 

平成２３年８月３１日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         株式会社Ａ 

同代表者代表取締役  甲 

同訴訟代理人弁護士  山下 幸夫 

同補佐人税理士    阿部 隆幸 

被告         国 

同代表者法務大臣   江田 五月 

処分行政庁      京橋税務署長 

           中野 晶博 

被告指定代理人    大西 勝 

           千田 幸司 

           茅野 純也 

           古嶋 敬三 

           石黒 里花 

           荒井 豊 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は、原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 京橋税務署長が原告に対して平成１７年２月２２日付けでした平成１２年１１月１日から平

成１３年１０月３１日までの事業年度以後の法人税の青色申告承認取消処分を取り消す。 

２ 京橋税務署長が原告に対して平成１７年３月２８日付けでした次の各処分をいずれも取り消

す。 

(1) 原告の平成１２年１１月１日から平成１３年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正

処分のうち所得の金額５０５万０５０６円及び納付すべき税額１０９万２５００円を超える

部分並びに重加算税賦課決定処分（ただし、いずれも平成２０年２月７日付け裁決により一部

取り消された後のもの） 

(2) 原告の平成１３年１１月１日から平成１４年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正

処分のうち所得の金額５４７万５３６２円及び納付すべき税額１１９万８９００円を超える

部分並びに重加算税賦課決定処分（ただし、重加算税賦課決定処分について平成２０年２月７

日付け裁決により一部取り消された後のもの） 
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(3) 原告の平成１４年１１月１日から平成１５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処

分のうち所得の金額７４０万０８４９円及び納付すべき税額１９４万９２００円を超える部

分並びに重加算税賦課決定処分（ただし、いずれも平成２０年２月７日付け裁決により一部取

り消された後のもの） 

３ 京橋税務署長が原告に対して平成１７年６月２９日付けでした平成１５年４月１日から平成

１６年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得の金額３９４５万３３８１円

及び納付すべき税額１１１９万０４００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（た

だし、いずれも平成２０年２月７日付け裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、原告が、京橋税務署長から、①平成１２年１１月１日から平成１３年１０月３１日まで

の事業年度（以下「平成１３年１０月期」という。）において総勘定元帳の当期製品製造原価中の

賃借料（会場費）の科目に２件の取引の事実がない賃借料（会場費）を計上していたことが法人税

法１２７条１項３号（平成２２年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）に該当するとして、

平成１３年１０月期以後の法人税の青色申告の承認を取り消す処分を受け、②平成１３年１０月期、

平成１３年１１月１日から平成１４年１０月３１日までの事業年度（以下「平成１４年１０月期」

という。）、平成１４年１１月１日から平成１５年３月３１日までの事業年度（以下「平成１５年３

月期」という。）及び平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの事業年度（以下「平成

１６年３月期」といい、平成１３年１０月期、平成１４年１０月期及び平成１５年３月期と併せて

「本件各事業年度」という。）の法人税について、売上金額の除外及び架空の当期製品製造原価の

計上があるとして、更正処分及び過少申告加算税又は重加算税の賦課決定を受けたことから、それ

らの取消しを求めた事案である。 

１ 関係法令の定め 

(1) 国税通則法 

 国税通則法２４条は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告

書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった

とき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査によ

り、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨を定めている。 

(2) 法人税法 

ア 青色申告 

 法人税法１２１条１項（平成２２年法律第６号による改正前のもの）は、内国法人は、納

税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る

修正申告書を青色の申告書により提出することができる旨を定めている。 

１号 中間申告書 

２号 確定申告書 

３号 清算事業年度予納申告書 

イ 青色申告法人の帳簿書類 

 法人税法１２６条１項（平成１９年法律第６号による改正前のもの）は、青色申告の承認

を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにそ

の取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨を定めている。 

ウ 青色申告の承認の取消し 
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 法人税法１２７条１項は、青色申告の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに

該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさ

かのぼって、その承認を取り消すことができ、この場合において、その取消しがあったとき

は、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書（納付す

べき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。）は、青色申告書以外の申告書とみ

なす旨を定めている。 

１号及び２号 （略） 

３号 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し

又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足り

る相当の理由があること 当該事業年度 

４号及び５号 （略） 

エ ウの取消しについての理由の付記 

 法人税法１２７条３項（平成１９年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）は、同

条１項の規定による青色申告の承認の取消しの処分（ウ参照）をする場合には、同項の内国

法人に対し、書面によりその旨を通知し、この場合において、その書面には、その取消しの

処分の基因となった事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない旨な

どを定めている。 

オ 法人税に関する調査に当たる職員の質問検査権 

(ア) 法人税法１５３条１項（平成１６年法律第１５０号による改正前のもの。以下同じ。）

は、国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、

法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他

の物件を検査することができる旨を定めている。 

(イ) 法人税法１５４条１項は、国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは

所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、

金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しく

は物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書

類を検査することができる旨を定めている。 

２ 前提事実（争いのない事実、各項末尾に掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる

事実並びに当裁判所に顕著な事実） 

(1) 確定申告等 

ア 原告は、本件各事業年度の法人税の各確定申告書（青色の申告書。以下「本件各確定申告

書」という。）に、それぞれ所得の金額及び納付すべき税額について別紙１の別表２－１～

２－４までの各「確定申告」欄記載のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに京橋税

務署長に提出した。（甲１～３、５） 

イ 原告は、平成１５年６月１８日、平成１５年３月期の法人税の修正申告書（青色の申告書）

に、所得の金額及び納付すべき税額について別紙１の別表２－３の「修正申告」欄記載のと

おり記載して、京橋税務署長に提出した。（甲４） 

(2) 犯則調査 

 東京国税局査察部（以下「査察部」という。）は、平成１５年９月２４日、原告に対する国

税犯則取締法に基づく犯則事件の調査（以下「本件査察調査」という。）に着手した。（甲１１
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～１３、弁論の全趣旨） 

(3) 青色申告の承認の取消処分 

 京橋税務署長は、平成１７年２月２２日付けで、原告に対し、以下の事実が法人税法１２７

条１項３号に該当するとして、平成１３年１０月期以後の法人税に係る青色申告の承認を取り

消す処分（以下「本件青色取消処分」という。）をし、本件青色取消処分の通知書（以下「本

件青色取消処分通知書」という。）を送付した。（甲６） 

（本件青色取消処分の基因となった事実） 

 平成１３年１０月期において、原告の備付けの総勘定元帳の当期製品製造原価中の賃借料

（会場費）科目中に、平成１３年８月３１日にＩ有限公司に対して１３９７万８９７６円及び

同年１０月３１日にＢ公司に対して２９５万４４００円の総額１６９３万３３７６円の取引

の事実がない賃借料（会場費）を計上していたこと。 

(4) 更正処分等 

ア 京橋税務署長は、平成１７年３月２８日付けで、以下のとおり、原告の平成１３年１０月

期、平成１４年１０月期及び平成１５年３月期の法人税について、各更正処分及び各重加算

税賦課決定（以下「本件各重加算税賦課決定」という。）をした。 

(ア) 平成１３年１０月期の法人税について、別紙１の別表２－１の「更正処分等」欄記載

のとおり、更正処分（以下「平成１３年１０月期更正処分」という。）及び重加算税賦課

決定（以下「平成１３年１０月期重加算税賦課決定」という。）（甲７） 

(イ) 平成１４年１０月期の法人税について、別紙１の別表２－２の「更正処分等」欄記載

のとおり、更正処分（以下「平成１４年１０月期更正処分」という。）及び重加算税賦課

決定（以下「平成１４年１０月期重加算税賦課決定」という。）（甲８） 

(ウ) 平成１５年３月期の法人税について、別紙１の別表２－３の「更正処分等」欄記載の

とおり、更正処分（以下「平成１５年３月期更正処分」という。）及び重加算税賦課決定

（以下「平成１５年３月期重加算税賦課決定」という。）（甲９） 

イ 京橋税務署長は、平成１７年６月２９日付けで、原告の平成１６年３月期の法人税につい

て、別紙１の別表２－４の「更正処分等」欄記載のとおり、更正処分（以下「平成１６年３

月期更正処分」といい、前記アの各更正処分と併せて「本件各更正処分」という。）及び過

少申告加算税賦課決定（以下「平成１６年３月期過少申告加算税賦課決定」といい、本件各

重加算税賦課決定と併せて「本件各賦課決定」といい、本件各更正処分と本件各賦課決定と

を併せて「本件各更正処分等」といい、本件各更正処分等と本件青色取消処分とを併せて「本

件各処分」という。）（甲１０） 

(5) 異議申立て 

ア 原告は、平成１７年４月２１日、京橋税務署長に対し、本件青色取消処分について異議申

立てをし、同署長は、同年９月２８日付けで、これを棄却する決定をした。（甲１１） 

イ 原告は、平成１７年５月２７日、京橋税務署長に対し、本件各更正処分等について異議申

立てをし、同署長は、平成１７年１２月１６日付けで、これらをいずれも棄却する決定をし

た。（甲１２） 

(6) 審査請求（甲１３） 

ア 原告は、平成１７年１０月２８日、国税不服審判所長に対し、本件青色取消処分について

審査請求をした。 
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イ 原告は、平成１８年１月１８日、国税不服審判所長に対し、本件各更正処分等について審

査請求をした。 

ウ 国税不服審判所長は、前記ア及びイの各審査請求を併合して審理した上、平成２０年２月

７日付けで、①前記アの本件青色取消処分に対する審査請求を棄却し、②前記イの審査請求

のうち平成１３年１０月期更正処分及び平成１３年１０月期重加算税賦課決定並びに平成

１５年３月期更正処分及び平成１５年３月期重加算税賦課決定に係る部分について、それぞ

れ別紙１の別表２－１及び別表２－３の各「裁決」欄記載のとおり、それらの一部を取り消

し、③前記イの審査請求のうち平成１４年１０月期更正処分に係る部分を棄却し、平成１４

年１０月期重加算税賦課決定に係る部分について、別紙１の別表２－２の「裁決」欄記載の

とおり、その一部を取り消し、④前記イの審査請求のうち平成１６年３月期更正処分及び平

成１６年３月期過少申告加算税賦課決定に係る部分について、別紙１の別表２－４の「裁決」

欄記載のとおり、それらの一部を取り消す旨の裁決（以下「本件裁決」という。）をした。 

(7) 本件訴えの提起 

原告は、平成２０年８月４日、本件訴えを提起した。（顕著な事実） 

３ 本件各更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張 

 本件各更正処分等（ただし、平成１４年１０月期更正処分を除き、いずれも、本件裁決により

一部が取り消された後のもの。以下同じ。）の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記５に

おいて述べるほか、別紙２に記載のとおりである（なお、別紙２で定める略称等は、以下におい

ても用いることとする。）。 

４ 争点 

(1) 京橋税務署長等による調査の手続の適法性（争点１） 

(2) 原告の本件各事業年度の法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき売上金額の除

外及び架空の当期製品製造原価の損金の額への算入の有無（争点２） 

ア 平成１３年１０月期における売上金額の除外の有無（争点２－１） 

 平成１２年１０月２４日から開催された「Ｃ展覧会」に係るＤに対する売上げについて除

外した金額があるか否か。 

イ 架空の当期製品製造原価の損金の額への算入の有無（争点２－２） 

 別紙３の別表２－１～２－３記載の当期製品製造原価が架空のものであるか否か。 

(3) 本件青色取消処分の適法性（争点３） 

ア 法人税法１２７条１項３号の取消事由の有無 

イ 理由付記の不備の違法の有無 

５ 争点についての当事者の主張の要旨 

(1) 争点１（京橋税務署長等による調査の手続の適法性）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 更正処分について定める国税通則法２４条は、課税標準等が「その調査したところと異な

るとき」にこれをすることができると規定しており、その認定過程において調査をすること

は、法が要求する要件である。このことは、「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又

は仮装して記載し」た事実があると認定してする青色申告の承認の取消し（法人税法１２７

条１項３号）においても同様である。 

 そして、国税通則法２４条にいう調査については、一般には、同法１５３条及び１５４条
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に基づく質問検査権の行使をいうと解され、納税者の申告により確定された納付すべき税額

が課税要件の充足により成立する抽象的納税義務の内容たる納付すべき税額と一致してい

るかどうか等を判定するためのものであり、国税犯則取締法に基づく調査とは目的を異にし、

後者のいわゆる犯則調査は含まれない。 

 課税処分又は青色申告の承認の取消しの処分をするのに当たって犯則調査により収集さ

れた資料を利用することは許されるにせよ、上記のような調査の目的の違いを踏まえれば、

国税査察官が、納税者に対し、犯則が存在することの嫌疑がないのに、専ら課税資料を収集

する目的で国税犯則取締法上の強制調査をし、同調査によって得た資料のみに基づいて課税

処分が行われたような場合には、当該課税処分は違法となる余地がある。本件においては、

原告に犯則が存在することの嫌疑があったとは考えられず、専ら課税資料を収集する目的で

本件査察調査が実施されたものであり、本件査察調査とは別に質問検査権の行使はされてお

らず、上記の資料のみに基づいて本件各処分がされたといえるから、本件各処分は、手続上

違法である。 

イ 仮に本件査察調査がされるに当たって犯則が存在することの嫌疑はあったとしても、京橋

税務署長は、自ら質問検査権を行使して調査をすることをせず、本件査察調査により収集し

た資料を鵜呑みにして、本件各処分をしたものであり、国税通則法２４条所定の調査をせず

に本件各処分がされたものと同視し得るものであるから、本件各処分は、手続上違法である。 

 すなわち、同条所定の調査が行われた否かは、課税庁の一方的な判断ではなく、課税要件

事実についての証拠資料の収集や評価が行われたと認定するに足りる客観的基準が存在し

なければならないのであって、国税犯則取締法に基づく本件査察調査をもって、直ちに国税

通則法２４条所定の調査が行われたということはできず、それを違法とすべきことは、租税

法律主義の明確性や手続保障の原則の要請でもある。 

 査察部の調査は、犯則調査であって、 終的に告発を目的とするものであるから、告発対

象者の犯意と犯罪の証拠を固めることに重点が置かれるものであるが、犯則調査であっても、

法人の所得を調査することが前提となるにもかかわらず、本件査察調査においては、後に(2)

（原告の主張の要旨）において述べるように、原告の業務に係る売上げや原価の項目、売上

げや原価に係る業務及びその必要性等の所得の調査についての基本的な事項に関する質問

がほとんど行われておらず、特に重要である本件青色取消処分に係る出展料の売上げの当事

者や原価の項目に関する質問すらほとんど行われていないのであり、このことは、本件査察

調査の質問てん末書からも明らかである。また、本件査察調査においては、原告の代表者が

外国人であるにもかかわらず、通訳を介さずに質問がされ、質疑が十分ではなかった。これ

らのことからすれば、そもそも本件査察調査自体が、調査を行っていないと同視し得るもの

である。 

 上記の事項の調査を実施せずに課税要件事実の認定を行うことはできず、京橋税務署長が

職務上の注意を尽くして上記の質問てん末書等の資料を検討すれば、法人税法１５３条及び

１５４条に規定する質問調査権の行使の必要性を認めないはずはないにもかかわらず、同署

長は、これを行使せず、また、資料を意図的に誤読するなどしている。このように、同署長

は、必要な調査をせずに、憶測と思い込みによって作成された資料を鵜呑みにして、漫然と

本件各処分を行ったものであり、調査をしていないものと同視することができるから、本件

各処分は、処分庁の裁量権の範囲を超える著しく不当なものに当たり、手続上違法であると
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いうべきである。 

ウ 法人税法１５３条及び１５４条に規定する質問調査権は、本来課税処分を行うために認め

られたものである上、客観的な必要性があるときに認められるものであるところ、東京国税

局長は、本件訴えにおいて、新たな主張をするために調査を実施したものであり（乙３７～

６２、８８～９６）、これは、本件各処分のための補充的な調査とは異なるものであって、

本件各処分がされた際の調査が不十分であったことを裏付けるものであり、しかも、次に述

べるように必要性のないものであるから、同調査の実施は権利の濫用に当たり、違法である

というべきであり、少なくとも同調査により収集された証拠は排斥されるべきである。 

 すなわち、東京国税局長は、原告が原告代表者等の個人のものであって知人等からの預り

金を入金したと主張する預金口座がクレジットカードの利用代金の決済等の個人的な消費

に充てられており、そのことは預り金が存在しないことの証拠であるとして、本件訴えの係

属後に、法人税法１５４条に基づき、クレジットカード会社等に対して照会しているところ、

上記の預金口座については、預り金のための専用口座ではないから、これらからクレジット

カードの利用代金が決済されていたとしても、何ら不自然ではないこと、預り金はそもそも

消費寄託であること、原告が主張する預り金（億単位）の金額はクレジットカードの利用代

金（ 大３７万円）と比較して余りにも大きな懸隔があることなどからすれば、上記の預金

口座からクレジットカードの利用代金が決済されていることは、預り金が存在しないことの

証拠とはならないことは明らかであり、上記の照会によって得られる回答は、本件訴えにお

いて何も意味をなさないものであることも明らかであって、上記の調査の実施は、質問検査

権の濫用として違法である。 

（被告の主張の要旨） 

ア 京橋税務署長による調査手続が適法であること 

 本件において、京橋税務署長は、査察部が実施した本件査察調査によって収集した資料や

原告が提出した本件各確定申告書等を精査したところ、本件各確定申告書に記載された課税

標準等及び税額の計算が調査したところと異なっていたため、本件各処分を行ったのである

から、本件各処分が適法であることは明らかである。 

イ 原告の主張に対する反論 

 国税通則法２４条所定の更正の前提となる「調査」とは、課税標準等又は税額等を認定す

るに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠の収集等更正処分に至るまでの思考、

判断を含む極めて包括的な概念であり、その調査の方法等も課税庁の合理的な裁量に委ねら

れているものであるから、課税庁が質問検査権の行使の必要性を特段認めず、その行使をし

なかったとしても、それをもって直ちに課税処分等が違法となるものではない。京橋税務署

長は、本件査察調査によって収集された資料等を精査し、これに原告の本件各確定申告書等

の内部資料による検討を加えるなどの「調査」を行った上で、同条等の規定に基づく本件各

処分を行ったものであり、原告が指摘する事項や資料等に関して京橋税務署長による質問検

査権の行使が行われていないとしても、それは、京橋税務署長が本件査察調査によって収集

された資料等の精査等により質問検査権行使の必要性を特段認めなかっただけであるから、

本件各処分に至る京橋税務署長の調査手続に何ら違法はない。 

 また、犯則調査の結果に基づく告発の有無は、犯則嫌疑事実の有無を左右するものではな

く、本件査察調査が犯則事実の嫌疑がないにもかかわらず課税資料を収集するだけの目的で
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行われたとする原告の主張は、単なる憶測にすぎない。 

 さらに、法人税法所定の質問検査権を行使することができる調査の範囲については、課税

処分の前提としての調査のみならず、課税処分に対する行政上の不服申立てや取消訴訟の追

行に必要な調査も含まれるから、東京国税局所属の国税訟務官等が訴訟提起後に行う調査も

質問検査権を行使することができる法人税に関する調査の範囲に含まれるというべきであ

り、本件訴えの提起後に、東京国税局長が法人税法１５４条に基づく質問検査権として金融

機関に対して照会したことは、適法である。 

 したがって、本件各処分に至る京橋税務署長等の調査の手続が違法であるとする原告の主

張は、失当である。 

(2) 争点２（原告の本件各事業年度の法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき売上

金額の除外及び架空の当期製品製造原価の損金の額への算入の有無）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 争点２－１（平成１３年１０月期における売上金額の除外の有無）について 

(ア) ２０００年（平成１２年）１０月２４日から開催された「Ｃ展覧会」に関し、原告は、

Ｄに対し、２９万９９５６．５元を請求し（乙１の４枚目）、これを原告の取引先である

Ｅ公司名義の銀行口座で受領する一方、上記の請求に係る支払通知書（請求書）と異なる

支払通知書（請求書）（乙２）を作成し、売上金額６万元（８７万２４００円）を現金で

受領したかのように装い（乙３）、これと実際の売上金額２９万９９５６．５元（４２２

万６３８７円）との差額２３万９９５６．５元（３３５万３９８７円）を除外したもので

ある。 

(イ) ①原告は、「Ｃ展覧会」に関し、２０００年（平成１２年）１１月８日、Ｆ公司から、

１７万３６１０米ドル（総参加面積に係る同公司に対する分配金）及び１７万３９００元

（同公司が立て替えた広告費用３万３５００元と原告が同公司に代わってＤから受領し

た参加費１４万０４００元との合計額）を請求され（乙７１）、②原告は、平成１３年３

月１５日付けで、３９８万９７００円（３万３０００米ドル）を外注費として計上し、そ

の摘要欄に「Ｇ展出展費」と記載しているものの（乙３３）、上記の計上日と同日付けの

同公司の領収印のある領収書（乙７２）が存在し、当該領収書には、項目として「通信展

費」、領収金額として「３万３０００米ドル」との各記載があることなどからすれば、上

記の外注費として計上された金額は、「Ｇ展出展費」ではなく、上記①の１７万３６１０

米ドルの一部であるということができ、③原告は、同月２３日付けで、「Ｃ展覧会」につ

き同公司から３２６０元を追加して請求され（乙７３）、④同年４月１３日付けの同公司

の領収印がある領収書（乙７４）の右上には、手書きで、１４万０６１０米ドル（上記①

の１７万３６１０米ドルから上記②の３万３０００米ドルを控除したもの）と上記の参加

費１４万０４００元を含む１７万７１６０元（上記①の１７万３９００元と上記③の３２

６０元との合計額）とが記載され、原告は、同日付けで、それらの金額の合計である２０

２３万０５５６円を「賃借料」として計上している（乙３３）。このように、原告が上記

の展示会に関して支払うべき費用である１７万３６１０米ドル及び１７万７１６０元に

ついては、原告が既に外注費として損金の額に算入し、そこには、原告が同公司に代わっ

てＤから受領した参加費１４万０４００元が含まれているから、原告がＤに請求した売上

金額に対応する原価相当額については、原告の所得の計算上、損金の額に算入されている。 



9 

 また、原告は、原告が収受した金額（６万元）以外の金額はＥ公司から主催者及び会場

に払い込まれた旨主張するが、その支払事実を裏付けるものとして原告が提出する領収書

（甲２８）の金額は１２万１０１４元となっており、前記(ア)の差額部分の金額２３万９

９５６．５元とは明らかに異なるものであるから、原告の主張には理由がない。 

 さらに、原告が主張するように、原告が本来受領すべき金額は６万元であり、その他の

金額は会場費として支払ったというのであれば、Ｄに交付した請求書を保管し、これに基

づいて２９万９９５６．５元を原告の売上げに、主催者及び会場への支払を原告の原価に

それぞれ計上してしかるべきであり、虚偽の６万元の請求書（乙２）を作成する必要性も

必然性も全くない。そして、Ｄに提出されていない上記の請求書には、費用の項目が記載

されており、６万元が「純額で計上」すべき売上げとは到底認められないことなどからす

れば、売上金額の除外との認定が誤りであるとする原告の主張に理由がない。 

イ 争点２－２（架空の当期製品製造原価の損金の額への算入の有無）について 

 被告が、原告の平成１３年１０月期ないし平成１５年３月期において架空の当期製品製造

原価の計上であると認定したものについては、別紙３の別表２－１～２－３のとおりであり、

その主な認定の根拠については、同別紙の別表４－１～４－３のとおりである。 

(ア) 架空原価の計上とこれに係る資金の流れ等について 

ａ 原告は、①仮払金（又は前払費用）経理による支出をした後、当該仮払金（又は前払

費用）を架空原価（損金の額）に振り替え、仮払金の経理処理日（別紙４の別表１の「Ａ

原告の仕訳」欄の日付）とおおむね同時期に、原告代表者、乙取締役及び原告代表者の

配偶者であるⒻの各名義の預金口座（以下「本件各個人口座」という。）に多額の資金

を入金する方法、②架空原価（損金の額）を計上して未払費用とした後に、当該未払費

用の決済処理を行い、その決済処理日（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の日付）

とおおむね同時期に、本件各個人口座に多額の資金を入金する方法、③架空原価（損金

の額）を計上して未払費用とした後に、当該未払費用を既に計上していた仮払金と相殺

し、その仮払金の決済処理日（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の日付）とおおむ

ね同時期に、本件各個人口座に多額の仮払金の支払に係る資金を入金する方法、④現金

等の支払と架空原価（損金の額）の計上を同時に行い、その決済処理日（別紙４の別表

１の「Ａ原告の仕訳」欄の日付）とおおむね同時期に、本件各個人口座に多額の資金を

入金する方法により、原告の資金を本件各個人口座に移動させている。 

 そして、本件各事業年度における原告代表者の役員報酬額は、１か月換算で６３万円

ないし６６万円（年間報酬で８００万円弱）であり、Ⓕは全く役員報酬を受領しておら

ず、また、乙取締役の役員報酬額は、１か月換算で４２万円ないし４６万円程度（年間

報酬で５５０万円程度）にすぎないのであるから、本件各個人口座に入金されている多

額の現金が上記各人の個人的な資金を入金したものとは到底考えられない。 

 また、本件各個人口座の出金状況によれば、仮払いされた資金が本件各個人口座に入

金されるものの、仮払金からの原価への振替処理日前後において、本件各個人口座から

当該振替処理に見合う外注費等に出金した形跡は見当たらない。 

 以上によれば、原告は、別紙３の別表２－１の番号１、３～５、７～９及び青取１の

各取引については上記①の方法により、別紙３の別表２－１の番号６、１０及び青取２、

別表２－２の番号１３～１７並びに別表２－３の番号１８、１９及び２２の各取引につ
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いては上記②の方法により、別紙３の別表２－３の番号２０及び２１の各取引について

は上記③の方法により、別紙３の別表２－１の番号２並びに別表２－２の番号１１及び

１２の各取引については上記④の方法により、架空の当期製品製造原価を計上していた

といえる。 

 なお、原告は、中国の金融事情のため日本円で預金したいという知人からの要望で原

告代表者が中国において預かった預り金を中国国内における支払に充当していた旨主

張するが、原告が提出する預り証（甲１６の１～１０）によれば上記預り金の額は合計

３億５７５０万円もの多額に上っているところ、これだけ多額の預り金が存在するとは

考えられないから、上記預り金を中国国内における支払に充当した後、これに相当する

額を原告の資金から本件各個人口座に移動したとは認め難く、架空原価を計上した上で、

原告の資金を本件各個人口座に入金したものと強く推認される。 

ｂ 本件査察調査時に、未払費用及び仮払金に係る仕訳リスト（乙４。以下「未払費用等

確認メモ」という。）、「残高試算表（月次・期間）平成１３年度 決算仕訳」（乙５。以

下「平成１４年１０月期損益メモ」という。）、「残高試算表（月次・期間） 平成１４

年度 決算仕訳」（乙６。以下「平成１５年３月期損益メモ」という。）及び「Ⓖ委員会」

と書き出しのある資料（乙７。以下「請求書等要求メモ」という。）が発見されており、

これらの書類によれば、乙取締役が、平成１３年１０月期ないし平成１５年３月期の各

決算期日後、税引前当期利益を算出したものの、これらが多額であったため、当該税引

前当期利益を一定額まで引き下げることを企図し、請求書等要求メモ以外の各メモ（乙

４～６）を作成して原告代表者に報告し、架空原価の計上後相当期間経過した日におい

て、乙取締役が、かかる架空原価について支払事実があるかのように装うため、請求書

等要求メモ（乙７）により、原告代表者に対し請求書及び領収書の準備を求めたものと

いうことができる。 

ｃ 原告は、Ｅ公司（丙）との間で多数の取引を行っていたところ、そうした中で、架空

原価（外注費等）を計上して送金した資金の返還を受けることを忘れないようにするた

めの備忘録として返金メモ（本件査察調査の初日である平成１５年９月２４日に原告本

社事務所において発見されたメモ（乙６８））が作成されたものと推認され、原告が架

空の当期製品製造原価を計上し、その支払の体裁を整えるために、Ｅ公司（丙）の協力

の下、当該架空原価に相当する資金を同社に送金し、その後、同社からその資金を返還

させているものであり、Ｅ公司（丙）は、原告の不正加担者であるということができる。 

(イ) 会場代について 

ａ 別紙３の別表２－１の番号青取１の取引について 

 原告は、平成１３年８月３１日付けで、Ｇ展覧会及び会議（以下「Ｇ展」という。）

に係る会場代の取引に関し、１３９７万８９７６円の「賃借料」を計上している（その

相手勘定は前払費用及び仮払金）ところ、原告は、前払費用等として原告の資金を本件

各個人口座に入金しておきながら、後日、これを上記「賃借料」に振り替え、原告の資

金をそのまま本件各個人口座に留保した。 

(a) 認定の根拠 

① 原告は、Ｇ展に関し、Ｆ公司との間で、主催機関が同公司及びⒺである旨、展示

会の協賛者が中華人民共和国情報産業部及びアメリカ商務省である旨、日本企業の
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取りまとめ機関がＨ（以下「Ｈ」という。）及び原告である旨の協議書（甲１４）

を作成した。 

② Ｆ公司から原告にファクシミリにより送信された文書（乙８の１及び２）には、

原告が同公司に対して財務決算協議に基づいて９万３３３１米ドルを支払う必要

がある旨の記載がされ、また、当該文書の手書きの部分には、Ｇ展について、原告

が同公司に対して支払うべき金額は合計１５万３５７２米ドルであり、２００１年

（平成１３年）６月２５日にＥ公司を通じて５０万元を支払済みであるため、差額

の９万３３３１米ドル（１５万３５７２米ドルから上記の５０万元に相当する６万

０２４１米ドルを控除した金額）が、今回原告が支払うべき金額となる旨の記載が

され、さらに、当該文書には、財務決算明細として、総額１５万３５７２米ドルの

内訳が記載されている（乙８の２）。 

③ 原告は、上記②の２００１年（平成１３年）６月２５日にＥ公司を通じて支払っ

たとされる５０万元について、同年７月３１日付けで、円換算額の７５２万円を、

摘要欄に「Ｇ展出展費Ｒ５００，０００ Ｉ公司」と記載した上、次のとおり経理

処理し（以下、次の仕訳を「仕訳１」という。）、損金の額に算入した（乙９）。 

借方 金額 貸方 金額 

外注費 

（Ｇ展出展費R500,000） 

7,520,000 普通預金 

（外貨預金） 

50,040,000

外注費 

（※12件合計） 

48,519,017 仮払金 

 

5,999,017

④ 原告は、上記②の原告が支払うべき残額９万３３３１米ドルについて、他の展示

会の費用５４００米ドルとの合計９万８７３１米ドルを送金するようＦ公司から

依頼を受けた（乙１０）。 

⑤ 原告は、上記④で述べた合計９万８７３１米ドルについて、平成１４年１月２３

日付けで、円換算額の１３２１万０２０８円を、摘要欄に「Ｇ展＄９８，７３１会

場、電力、電波、花篭等」と記載した上、次のとおり経理処理し（以下、次の仕訳

を「仕訳２」という。）、損金の額に算入した（乙１１）。 

借方 金額 貸方 金額 

外注費 

 

13,210,208 

 

普通預金 

（外貨預金） 

13,210,208

⑥ 原告は、平成１３年８月３１日付けで、Ｆ公司に対するＧ展の会場代１３９７万

８９７６円を、摘要欄に「Ｇ展会場代（８／２８）Ｉ」と記載した上、次のとおり

経理処理し（以下、次の仕訳を「仕訳３」という。）、損金の額に算入した（乙１２）。 

借方 金額 貸方 金額 

賃借料 13,978,976 前払費用 8,000,000

 仮払金 5,978,976

⑦ 原告の本店事務所に保管されていた２００１年（平成１３年）８月２８日付けの

Ｉ有限公司の印が押された領収書（乙１３）には、その右上に「（８／３１）」、右

下に「＄１１５，７２０×１２０．８０＝￥１３，９７８，９７６」と記入され、

「Ｇ展会場代」と記された付せんが貼られていた。また、原告の本店事務所にはＩ

有限公司の印が押された同年９月１日付けの領収証（乙１４）も保管されており、
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サービス内容項目欄には「Ｊ展展費」、領収金額の欄には「１１５，７２０ＵＳド

ル」と記入されていた。さらに、原告は、Ｊ展費用に関し、平成１１年９月１７日

付けで、１２万ドルを前渡金として経理処理し（乙１５）、同年１１月３０日に前

渡金を振替処理して同展の会場の賃借料として損金の額に算入した（乙１６）。 

⑧ 以上のとおり、原告は、Ｇ展費用について、平成１３年１０月期中の平成１３年

７月３１日に７５２万円（仕訳１）及び平成１４年１０月期中の平成１４年１月２

３日に１３２１万０２０８円（仕訳２）の合計２１４９万８９７６円を損金の額に

算入しているにもかかわらず、既に平成１１年１１月３０日に損金の額に算入した

Ｊ展の会場の賃借料の領収書を再発行等により入手して、これを利用し、平成１３

年１０月期におけるＧ展の会場代として、平成１３年８月３１日にＩ有限公司に対

する賃借料の名目で１３９７万８９７６円（仕訳３）を架空計上したものである。

したがって、当該原価（賃借料）の１３９７万８９７６円は、架空の当期製品製造

原価と認められるから、損金の額に算入されない。 

(b) 資金の流れ 

① 原告は、前記(a)⑥の仕訳３の前払費用に関し、平成１３年２月１６日に４００

万円（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号９３）、同月１９日に２００万

円（同欄の番号９７）、同月２０日に２００万円（同欄の番号９９及び１００）の

合計８００万円をそれぞれ支出したとして、既に当該金額を前払費用に計上してい

る一方、本件各個人口座には、同月１６日に４００万円の入金事績（同表の「Ｂ本

件各個人口座」欄の番号９３～９６）が、同月２０日には１０００万円の入金事績

（同欄の番号９８～１０５）があるところ、上記の同月１６日に入金された４００

万円については、原告の経理処理上同日付けで前払費用として支出された上記の４

００万円が日付及び金額ともに対応しており、上記の同月２０日に入金された計１

０００万円については、原告の経理処理上同月１９日及び２０日付けで前払費用と

して支出された上記の金額の計４００万円、同じく原告の経理処理上同月２０日付

けで仮払金として支出された４００万円（同表の「Ａ原告の仕訳」欄の番号９８）

ほかが対応しており、これらのことからすれば、原告が前払費用とした上記の合計

８００万円の資金については、いずれも本件各個人口座に入金したものといえる。 

② 原告は、前記(a)⑥の仕訳３のとおり、前払費用８００万円及び仮払金５９７万

８９７６円の合計１３９７万８９７６円を平成１３年８月３１日にＧ展の会場代

として賃借料に振り替える経理処理をしているところ、同日ころに、本件各個人口

座から当該賃借料に相当する資金が出金された形跡は全くないのであるから、原告

は、架空の賃借料を計上することにより、当該賃借料をあたかも前払費用及び仮払

金から精算したかのように装い、実際には、当該資金を本件各個人口座に留保して

いたものである。 

(c) 原告の主張について 

 原告は、Ｇ展における出展料の売上げに対応する原価として主催者への分配金と会

場代が存在するとした上で、同展の会場代の単価が１㎡当たり９０米ドルであると主

張する。 

 しかしながら、分配金については、前記(a)①の協議書（甲１４）において１㎡当
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たり１３０米ドルと明示され、Ｆ公司からファクシミリにより送信された文書（乙８

の１及び２）においてその分配金について請求されるなど、客観的な証拠が存在する

のに対し、会場代の単価については、原告の主張を裏付ける客観的な証拠は存在しな

いことなどからすれば、上記の原告が主張する会場代は認められないというべきであ

る。 

ｂ 別紙３の別表２－１の番号青取２の取引について 

 原告は、平成１３年１０月３１日付けで、Ｋ展（以下「Ｋ展」という。）に係る会場

代の取引に関し、２９５万４４００円の「賃借料」を計上している（その相手勘定は未

払費用）ところ、以下のとおり、上記の賃借料については、架空の当期製品製造原価で

ある。 

(a) 認定の根拠 

① 原告は、平成１３年１０月３１日付けで、摘要欄に「会場代 Ｂ公司 ＵＳＤ２

４，０００」と記載した上、次のとおり経理処理し、賃借料として２９５万４４０

０円を損金の額に算入した（乙１７）。 

借方 金額 貸方 金額 

賃借料 2,954,400 未払費用 2,954,400

② 原告は、Ｋ展の取引に係る請求書及び領収書を保管しておらず、発生又は支払の

事実を明らかにする証拠を保有していない上、送金の事実を確認することもできな

い。また、前記(ア)ｂのとおり、未払費用等確認メモ（乙４）は、乙取締役が架空

の当期製品製造原価を未払費用に計上し、それを原告代表者に対して報告するとと

もに、自らの手控えとして保存した資料というべきであるところ、原告が未払費用

として計上した上記①の賃借料については、当該メモにおいて○で囲まれ、会場名

すら記載されていない。さらに、請求書等要求メモ（乙７）には、上記①の賃借料

について、件名に「会場代」と記入されているものの、その会場名については記載

されていないところ、当該メモは少なくとも平成１５年８月８日以降に作成された

ものである。 

③ 以上のとおり、原告は、平成１３年１０月期末の当該製品製造原価として会場代

の未払費用を計上していながら、１年以上経過した時点で請求書及び領収書を有し

ていないだけでなく、どこの会場であるかすらも把握していないこと等の事情を総

合すると、上記①の賃借料については、架空の当期製品製造原価と認められ、損金

の額に算入されない。 

(b) 資金の流れ 

 前記(a)①の賃借料とした未払費用については、平成１４年５月２１日に他の費用

と併せた合計額（別紙３の別表２－１の番号６、１０及び青取２並びに別表２－２の

番号１１及び１２ほか）を預金から出金して決済し（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕

訳」欄の番号３７８～３８０）、同日、原告が、２０万米ドル（２５３８万円）の資

金を、Ｅ公司の代表者であり、原告の不正加担者である丙（丙）名義の銀行口座に送

金することにより（甲９４、乙２４の１及び２）、その決済を行ったかのように装っ

たものである。 

(c) 原告の主張について 
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 原告は、平成１３年１０月３１日に賃借料として計上した２９５万４４００円（２

万４０００米ドル）は、Ｋ展の会場賃借料１万６２００米ドル及び現地費用７８００

米ドルの合計額であり、これが架空原価であるとすれば売上げに対応する原価が存在

しないことになり、また、上記賃借料の支払事実については領収書（甲１７）により

明らかであるから、被告が当期製品製造原価として認定したのは事実誤認であると主

張する。 

 しかしながら、上記の領収書については、宛て先を「Ｅ」とするものであり、上記

の原告の主張する取引に関する支払事実を証するものではない上、上記の領収書上、

原告がＥ公司に支払を委託したことをうかがわせる記載は一切なく、Ｅ公司が上記の

領収書に係る費用を原告に請求した事実も認められない以上、上記の領収書の存在を

もって上記賃借料の支払の事実を認めるに足りない。また、Ｋ展に関する協議書（甲

２０）には、主催者に支払うべき金額は明示されているのに対して、原告が主張する

会場代については全く記載がないのであり、仮にそのような会場代が発生していたと

すれば、上記協議書のような何らかの書類が作成されてしかるべきであり、その支払

責任を負うはずの原告であれば容易に入手し得るはずであるところ、原告がそのよう

な書類を持ち合わせていないこと自体が不自然である。さらに、原告よりも中国の展

示会に関する分配金及び会場代についてよく知る立場にあるＨに所属していた丁は

Ｆ公司に支払う金額は分配金と会場代の合計額でありその内訳は明確でなかったと

述べており（甲８６）、Ｋ展に係る賃借料は、請求書等要求メモ（乙７）に記載され

た費用であって、上記の領収書は帳簿上の処理に合わせて用意されたものにすぎない

ことからすれば、かかる領収書が存在するとしても、上記の賃借料の支払の事実は到

底認められない。原告は、それ以上に、上記の賃借料の存在や、その主張する売上げ

との対応関係を客観的に裏付けるような証拠を提示していないのであるから、原告の

上記主張のみをもって上記の賃借料の正当性を裏付けることはできず、上記の賃借料

を架空原価とする認定が事実誤認であるとする原告の主張は失当である。 

ｃ 別紙３の別表２－２の番号１３の取引について 

(a) 原告は、平成１４年１０月３１日付けで、「Ｌ」（以下「Ｌ展」という。）に係る会

場代の取引に関し、６７７万６０００円の「賃借料」を計上している（その相手勘定

は未払費用）ところ（乙２９）、上記の賃借料とした未払費用については、平成１５

年１月３１日に現金により決済し（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号５２

８及び５２９）、その大半を本件各個人口座に入金し（同表の「Ｂ本件各個人口座」

欄の番号５２７～５３１）、当該資金を本件各個人口座に留保したのであり、上記の

賃借料については、架空の当期製品製造原価である。 

(b) 原告は、前記(a)の賃借料については、Ｌ展の会場代としてＢ公司（以下「Ｂ」と

いう。）から追加請求され、同展の募集者であるＨの代行者として原告が中国側当事

者との交渉を担当した経緯から、その責任上、追加会場代を負担したものである上、

Ｌ展の取引においては、支払金額が二転三転した経緯があると主張し、その主張に沿

う内容が記載されたＢ作成の原告宛て文書（甲４２）及びＬ展に関する協議書２通（甲

４３、４４）を挙げている。 

 しかしながら、上記の取引に関して、原告がその計上額に相当する金額をＢに賃借
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料として支払った事実を裏付ける客観的な資料はなく、同金額がＢに送金された形跡

も認められない以上、原告が上記賃借料を支払ったとはいえない。 

 また、原告とＦ公司との間の協議書（甲４３）に原告が主張するような経緯があっ

たことをうかがわせるような記載はなく、同じＬ展に関する各協議書（甲４３、４４）

がどのような関係にあるかは一切不明であり、追加会場代の発生理由に関する上記の

原告の主張は、客観的な裏付けを欠くものである。 

 さらに、原告の主張によれば、Ｌ展の日本側の募集当事者はＨであり、原告は実務

代行者であって、Ｈから受領する業務支援費が原告の売上げとなるにすぎないのであ

るから、Ｌ展においてそのような追加費用が発生したとすれば、支払うべき責任を負

うのはＨのはずであるにもかかわらず、これに所属していた丁は、その追加費用の支

払を拒絶した旨を述べ、当時、その追加費用に関する書類を見たことがないとも述べ

ているのであるから（甲８６）、その追加費用を原告が支払うべき理由を見いだすこ

とはできず、原告が上記のＢ作成の原告宛て文書（甲４２）と類似するＢ名義の白紙

の用紙（乙８１）を所持していたことも併せ考慮すると、上記の文書（甲４２）の信

ぴょう性もない。 

ｄ 別紙３の別表２－３の番号２２の取引について 

(a) 原告は、平成１５年３月３１日付けで、「Ｍ博覧会」（以下「Ｍ展」という。）に係

る会場代の取引に関し、１１５１万４０００円の「外注費」を計上している（その相

手勘定は未払費用）ところ（乙３２）、当該未払費用については、同年１２月２６日

に他の費用とともにその合計額（別紙３の別表２－３の番号１８、１９及び２２の各

欄の合計額）を預金から出金して決済して（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の

番号６５２～６５４）、これをＮ銀行の原告代表者名義の預金口座へ送金し（同表の

「Ｂ本件各個人口座」欄の番号６５２）、当該資金を留保したのであり、上記の賃借

料については、架空の当期製品製造原価である。 

(b) 原告は、前記(a)の外注費については、Ｍ展の会場代としてＢに支払ったものであ

り、これを架空原価の計上としたのは事実誤認があると主張し、その証拠として、２

００５年（平成１７年）に実施されたＭ展に係る「出展のご案内」（甲６２）及びＢ

との契約書（甲６３）のほか、当該会場代に係るものとして領収証明（甲６４）を挙

げる。 

 しかしながら、上記の「出展のご案内」については、２００５年（平成１７年）の

Ｍ展に係るものであり、上記外注費が２００３年（平成１５年）３月３１日時点にお

いて未払費用である旨の原告の主張との関連を認めることはできないし、上記の契約

書については、レンタル期間が同年１０月４日から同月７日、支払日が同年６月３０

日となっており、上記外注費が同年３月３１日時点において未払費用である旨の原告

の主張との関連を認めることができない。また、上記の領収証明については、同年１

２月２６日付けで、Ｂが展覧会場使用料として９万５０００米ドルを原告から受領し

たことを内容とするものであるところ、９万５０００米ドル（１１５１万４０００円）

もの多額の会場使用料の領収証明であるにもかかわらず、具体的な展示会の名称や領

収日付が記載されていないのは、極めて不自然であるのみならず、原告が、同証明と

同じ様式で、かつ、Ｂのスタンプが既に押されている白紙の用紙（乙８１）を多数保
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管していたことも併せ考えると、これのみにより当該支払事実を直ちに認めることは

できない。 

 そして、上記の外注費については、請求書等要求メモ（乙７）に記載されているほ

か、平成１５年３月期損益メモ（乙６）にも記載されているところ、それらのメモは

架空原価を計上するための仮装工作を指示するものと考えられるから、上記の外注費

は架空の当期製品製造原価であるといえる。 

(ウ) Ｏ有限公司の市場調査費（別紙３の別表２－１の番号２、３及び６、別表２－２の番

号１５並びに別表２－３の番号１９の取引）について 

ａ 架空の当期製品製造原価であること 

 原告は、Ｏ有限公司に対する外注費（市場調査費）として、平成１３年８月２日付け

で２７１万６２００円（その相手勘定は普通預金）、同年１０月３０日付けで１４７万

２０００円（その相手勘定は仮払金）、同月３１日付けで３６９万３０００円（その相

手勘定は未払費用）、平成１４年１０月３１日付けで８００万８０００円（その相手勘

定は未払費用）及び平成１５年３月３１日付けで１１１５万０４００円（その相手勘定

は未払費用）をそれぞれ計上しているところ（乙１９～２１、２９、３２）、上記の外

注費の額に相当する各金員を、本件各個人口座に入金し（別紙３の別表２－１の番号２

及び３並びに別表２－２の番号１５）、又はＮ銀行の原告代表者名義の預金口座に入金

し（同別紙の別表２－３の番号１９）、それぞれ当該資金を留保したほか、当該取引と

は関連しないＥ公司の代表者であり原告の不正加担者である丙名義の銀行口座に送金

し（同別紙の別表２－１の番号６）、外注費の決済を行ったように装ったものであるか

ら、それらの外注費は、架空の当期製品製造原価というべきである。 

ｂ 原告の主張について 

 原告は、Ｏ有限公司に対する前記ａの各外注費の支払に関する各取引は、いずれも、

原告と他社との間で締結されたコンサルティング契約に基づいてその業務を同公司に

委託したことによる業務委託費（外注費）であるとし、原告の売上げに対応する原価で

あって、その請求書等も存在するから、これらを架空原価とした被告の認定は事実誤認

であると主張する。 

 しかしながら、当該各取引に関しては、そもそも原告がその相手方と主張するＯ有限

公司からの請求書も、同公司が発行した領収書も存在しないばかりか、原告が同公司に

当該各取引に係る金額を送金した事実も認められないのであるから、原告が当該各取引

に係る金額を実際に同公司に支払ったとする事実は認められない。 

 この点について、原告は、当該各取引に係る請求書又は領収書は存在すると主張し、

その証拠として、当該各取引から相当期間経過した後に同公司が発行したとする「証明

書」なるもの（甲３２）及び「収据」（甲５９）を挙げるものの、それらの証明書等は、

取引の実態に即して作成された書類とは認められず、取引の明細などが一切不明であっ

て、その信用性を認めることは到底できないのみならず、原告代表者が、Ｏ有限公司の

代表として、１９９９年（平成１１年）ないし２００２年（平成１４年）の請負契約書

（乙７９の１～３）に署名している事実に照らすと、Ｏ有限公司と原告代表者の間には

密接な関係がうかがわれ、このような関係を前提にして作成された上記の「証明書」及

び「収据」の存在のみをもって原告の支払事実を直ちに認めることはできない。 
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 そして、乙取締役による未払費用等確認メモ（乙４）、平成１４年１０月期損益メモ

（乙５）及び平成１５年３月期損益メモ（乙６）の記載内容等からすれば、上記の各外

注費は、架空に計上されたものであることは明らかである。 

(エ) Ｐ有限公司に対する運賃（別紙３の別表２－１の番号７～１０、別表２－２の番号１

４及び別表２－３の番号１８の取引）について 

ａ 架空の当期製品製造原価であること 

 原告は、Ｐ有限公司に対する運賃（貨物輸送費等）として、平成１３年１０月３１日

付けで１６５万円、１１９万０５６２円及び５０万円（３件合計金額３３４万０５６２

円）（いずれもその相手勘定は仮払金）、同日付けで７８万７８４０円（その相手勘定は

未払費用）、平成１４年１０月３１日付けで２０９万４４００円（その相手勘定は未払

費用）並びに平成１５年３月３１日付けで５９２万４２５６円（その相手勘定は未払費

用）をそれぞれ計上しているところ（乙２０、２１、２９、３０）、原告は、架空の運

賃を計上することにより、当該運賃をあたかも仮払金から精算したかのように装い、実

際には、当該資金を本件各個人口座に留保し、又はその決済資金を原告の不正加担者で

ある丙名義の銀行口座に送金することによって、これらを支払ったかのように装うなど

したものであるから、それらの運賃については、架空の当期製品製造原価というべきで

ある。 

ｂ 原告の主張について 

(a) 原告は、前記ａの運賃はいずれも売上げに対応する原価であり、Ｐ有限公司によ

る運送の実態もあり、別紙３の別表２－１の番号７～１０の各取引に係るＰ有限公司

に対する運賃については、いずれも、Ｑ株式会社等に係る売上げの原価を構成すると

主張し、原告がＱ株式会社等に発行した請求書の控え（甲３７の１～５）、Ｒ株式会

社が原告に発行した請求書等（甲３９～４１（いずれも枝番を含む。））を挙げる。 

 しかしながら、上記の請求書等はＰ有限公司の輸送実態を明らかにするものとはい

えず、他に原告とＰ有限公司との間の上記の各取引内容の実態を明らかにする客観的

な証拠がない以上、Ｐ有限公司が行ったとする運送業務が上記の原告の各売上げに対

応する原価であるか否かの検証はできない。 

 上記の番号１０の運送費については、原告は、上記の運送費の決済日である平成１

４年５月２１日に、２０万米ドル（２５３８万円）をＥ公司の代表者である丙名義の

銀行口座に送金した事実はあるものの（甲９４、乙２４の１及び２）、原告が同運送

費の支払先と主張するＰ有限公司に対して、当該「運賃」を支払った事実は認められ

ないのみならず、上記の運送費についても、未払費用等確認メモ（乙４）及び請求書

等要求メモ（乙７）にその記載があることからしても、架空の当期製品製造原価であ

るということができる。 

(b) 原告は、別紙３の別表２－２の番号１４の取引に係る貨物輸送費について、「Ｌ

展」等に係るｄ株式会社などに対する売上げの原価を構成するものと主張し、Ｒ株式

会社及びＳ株式会社が原告に発行した請求書等（甲４８の１～６）を挙げる。 

 しかしながら、上記の請求書等の日付は、いずれも上記の取引に係る原告の経理処

理日（平成１４年１０月３１日）とは約１年もの開きがある上、そもそも、原告は、

Ｐ有限公司からの請求書を提出していないのであるから、同取引に係る貨物輸送費が
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上記売上げに対応する原価を構成するものか否かの検証もすることができない。 

 Ｐ有限公司が原告に対して輸送費用を請求する内容の２００３年（平成１５年）３

月２６日付け請求書（乙６６）については、その金額が１７００米ドルであり、上記

の取引の金額１万７０００米ドルとは明らかに異なり、その明細も不明であるから、

同請求書が同取引に係る請求書とみることはできない。加えて、上記の取引について

も、平成１４年１０月期損益メモ（乙５）及び請求書等要求メモ（乙７）における記

載があることからしても、上記請求書は、取引の実態に即して作成ないし交付された

ものとは到底いえず、架空のものというべきである。 

 一方、上記の貨物輸送費に係る決済は、当該「運賃」の支払先がＰ有限公司とされ

ているにもかかわらず、当該決済資金がＮ銀行の原告代表者名義の預金口座へ送金さ

れているのであるから、原告は、架空の貨物輸送費を計上することにより、それを預

金から出金して決済したかのように装い、実際には、当該資金を上記預金口座に留保

したものであることは明らかである。そして、上記の送金には、同公司に対する費用

（貨物輸送費）のほか、全く別の取引先であるＯ有限公司及びＢに対する原価として

経理処理されたものも含まれ、これらの金額の合計額が原告代表者名義の預金口座へ

送金されているところ、このこと自体、極めて不自然というほかなく、これらの計上

額のすべてが架空原価の計上であることは明らかである。 

(c) 原告は、別紙３の別表２－３の番号１８の取引に係る貨物輸送費について、原告

のｄ株式会社等に対する売上げの原価を構成するものであり、Ｐ有限公司における輸

送実態があると主張し、これを裏付けるものとして、同売上げに係る請求書控え（甲

５３の１～９）及びＴ株式会社が原告に請求した輸出諸費用等に係る請求書（甲５４

の２・３）を挙げる。 

 しかしながら、Ｔ株式会社の上記の請求書には、同公司の輸送実態に関する具体的

な記載を認めることができない以上、上記貨物輸送費が、原告の主張する上記の売上

げの原価を構成するものであると認めることはできない。 

(オ) 通訳代及び翻訳代について 

ａ 別紙３の別表２－１の番号１、４及び５の取引について 

(a) 架空の当期製品製造原価であること 

 原告は、Ｕ事業（以下「Ｕ」という。）に係る外注費（通訳代及び翻訳代）として、

平成１３年７月２４日付けで６９万８５００円（その相手勘定は仮払金）、同年１０

月３１日付けで１９１万３６００円（その相手勘定は仮払金）及び同日付けで５９６

万１６００円（その相手勘定は仮払金）をそれぞれ計上しているところ（乙１８、２

１）、原告は、架空の外注費を計上することにより、当該外注費をあたかも仮払金の

精算であるかのように装い、実際には、当該資金を本件各個人口座に留保したもので

あるから、それらの外注費については、架空の当期製品製造原価であるというべきで

ある。 

(b) 原告の主張について 

 原告は、Ｕに係る外注費については、財団法人Ｖ（以下「Ｖ」という。）などを請

求先とする売上げに対応する原価であり、領収証明も存在するとして、これらを架空

原価とした被告の認定に事実誤認があると主張し、その根拠として、Ⓖ委員会が２０
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０１年（平成１３年）１１月１２日付けで原告に宛てて作成したとする書面（甲３６）

を挙げる。 

 しかしながら、上記のⒼ委員会作成の書面については、上記の各外注費の額に相当

する金員を同委員会が原告から受領したことを証明（特別証明）するものにすぎず、

その受領日が具体的に記載されていないのみならず、翻訳代又は通訳代としては多額

のものであるにもかかわらず、原告における経理処理上の振替日から半月ないしは数

か月を経た後に作成された書類であることを踏まえると、極めて不自然なものである。 

 原告は、上記の各外注費に係る業務は、Ｕに関する売上げに対応する原価であると

主張し、原告が作成・発行した各請求書の控え（甲３４の１～１７）を挙げるが、上

記の各請求書控えの項目欄の記載によれば、原告が通訳ないし翻訳につき、Ⓖ委員会

などの第三者に業務委託した形跡を認めることはできず、かえって、上記各請求書控

えには、①中国から出国する際の空港税（乙７６参照）の請求事績、②「航空チケッ

ト（東京－北京）」、「フライト（片道）エコノミー」、「渡航費」など航空運賃に係る

請求事績、③「通訳費（甲）」、「通訳費（Ⓗ）」などの通訳費に係る請求事績（甲３４

の１３）の各記載があるところ、むしろこれらは、原告代表者又は原告従業員などが

現地（中国）に赴いて通訳又は翻訳をしていたことを強くうかがわせる事情というべ

きである。また、上記の各請求書の交付先の一つであるＨの戊は、中国政府の要人と

会う場合は原告代表者が同行し、アテンド代には通訳代などを含めていると述べ（乙

７７）、ＶのＵ担当のＷは、Ｕの通訳を原告代表者あるいは原告従業員に依頼したと

明確に述べているところ（乙７８）、当該各供述については、その内容の具体性に加

え、原告が作成・発行した上記の請求書の控えの記載内容にも基本的に符合するもの

であり、かつ、各供述者の地位・立場を考慮すれば、その信用性は極めて高い。加え

て、原告の従業員であるⓂの供述（乙６５）によっても、原告が翻訳を外部委託する

ことはほとんどなく、通訳代の計上額が相場からみて異常に高額であることも明らか

であって、これらの事情に照らせば、少なくとも、原告の提出する上記の請求書の控

えに係る売上げに関し、第三者に対する業務委託費としての通訳代、翻訳代がその原

価を構成するものとは考え難く、その支払事実を裏付ける客観的な資料も存在しない

のみならず、乙取締役による未払費用等確認メモ（乙４）において当該通訳代及び翻

訳代が○で囲んでチェックされていること等の事情も踏まえると、Ｕに係る通訳代又

は翻訳代に係る原告の経理処理は、いずれも架空の当期製品製造原価を計上したとい

うことができる。 

ｂ 別紙３の別表２－２の番号１６及び１７の取引について 

(a) 架空の当期製品製造原価であること 

 原告は、Ｙ及びＺに対する外注費（通訳費及び翻訳費）として、平成１４年１０月

３１日付けで４１３万９５２０円及び２９５万６８００円（その相手勘定はいずれも

未払費用）をそれぞれ計上しているところ（乙２９）、それらの外注費として計上し

た未払費用について、それぞれ現金により決済している（別紙４の別表１の「Ａ原告

の仕訳」欄の番号４７３、４９６、４９７、５０９及び５１０）が、当該外注費の支

払先に対して現金で決済されたはずの資金が本件各個人口座に入金されたというこ

とができ（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号４７４、４７５及び４９４～５１４）、
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原告は、架空の外注費を計上することにより、あたかも現金により決済したかのよう

に装い、実際には、当該資金を本件各個人口座に留保したものであるから、それらの

外注費については、架空の当期製品製造原価であるというべきである。 

(b) 原告の主張について 

 原告は、前記(a)の各外注費は、Ｖ等に係る原告の売上げに関する業務をＹ及びＺ

に委託したものであり、同売上げの原価を構成するものであるから、上記被告の主張

には事実誤認があると主張する。 

 しかしながら、原告が上記の各外注費をＹ及びＺに対して支払ったことを客観的に

裏付ける証拠はなく、Ｙ及びＺに対して当該金額に相当する金員を送金した形跡もな

い上、その支払根拠となるべき請求書すら存在しないのであるから、原告が上記各外

注費をＹ及びＺに支払ったとは到底いえない。 

 また、原告は、上記の各外注費は、Ｕに関する出張関係費として、原告がＶ等に対

して請求した売上げの原価を構成するものであると主張し、その根拠として、当該請

求に係る請求書の控え（甲５２の１～４４）を挙げる。 

 しかしながら、上記の請求書の控えの一部には、原告が相手先に通訳費や翻訳費を

請求する内容の記載があるものの、原告に対するＹ及びＺの請求内容を明らかにする

書類の提出がない以上、原告が摘示する上記の請求書の控えに係る売上げと上記各外

注費が個別に対応するものであるか否かの検証はできないのであるから、上記の請求

書の控えは、原告の主張の根拠とはなり得ない。 

 そして、上記の請求書の控えに係る売上先であるＨの戊及びＶのＷは、Ｕに係る通

訳を原告代表者や原告従業員に依頼したと述べ（乙７７、７８）、また、原告の従業

員であるⓂは、中国で翻訳業務を依頼することはほとんどないと供述し（乙６５）、

これらの事情に、平成１４年１０月期損益メモ（乙５）の手書き部分に、上記の各外

注費に対応する取引の記載（「翻訳代（個人）」及び「通訳（個人）」）があること、上

記の各外注費の額は通訳費及び翻訳費としては極めて多額であるにもかかわらず、請

求書も領収書も存在しないことを勘案すれば、上記各外注費が架空の原価であること

は明らかである。 

ｃ 別紙３の別表２－３の番号２１の取引について 

(a) 架空の当期製品製造原価であること 

 原告は、Ｙほかに対する外注費（通訳費）として、平成１５年３月３１日付けで１

２２万６５４４円（その相手勘定は未払費用）を計上しているところ（乙３２）、原

告は、上記の未払費用として計上した金額について、平成１５年１０月６日に仮払金

と精算（相殺処理）しているが（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号６３７）、

架空の外注費を計上することにより、それを仮払金で精算したかのように装い、実際

には、当該資金を本件各個人口座に留保したものであって、上記の外注費については、

架空の当期製品製造原価であるというべきである。 

(b) 原告の主張について 

 原告は、請求書の控え（甲６０の１～２２）を挙げて、前記(a)の外注費について

は原告の売上原価を構成するものであるとするほか、上記の外注費に係る領収証明

（甲６１）も存在するとして、上記の外注費を架空原価とする被告の主張には事実誤
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認があると主張する。 

 しかしながら、原告が摘示する上記の請求書の控えの一部には、原告が相手先に通

訳費を請求する内容の記載はあるものの、その通訳費が上記の外注費に係る取引と関

連するものであることをうかがわせる記載は一切認められない上、そもそも原告は、

上記取引に係る請求明細を提出していないのであるから、上記の請求書の控えに係る

原告の売上げと上記外注費が個別に対応するものであるか否かの検証すらできない。

また、原告が摘示する領収証明に記載されている内容は、Ｙが、２００３年（平成１

５年）１０月６日付けで、１万０１２０米ドルを原告から翻訳費として受領したこと

を証明する趣旨のものであり、原告は、上記の外注費を「通訳費」として計上してい

るのであるから、これを「翻訳費」とする上記の領収証明の記載は、原告の経理処理

とは明らかに異なるものである上、上記の領収証明記載の日付が証明年月日を意味す

るのか領収年月日を意味するのかは不明であるものの、そこに記載された日付は上記

外注費の経理処理をした日（平成１５年３月３１日）から６か月も後のものであるな

ど、いずれにしても通訳費としては少額とはいえない取引（１２２万６５４４円）に

係る「領収証明」としては極めて不自然なものである。かえって、上記の外注費１２

２万６５４４円（１万０１２０米ドル）に関し、平成１５年３月期損益メモ（乙６）

には、「通訳費ｙ USD36,000→4,363,200」と記入されていることに加えて、平成１

５年３月期末の振替伝票（乙３１）においては、当初「通訳費 ｙ」とされていたも

のに「他○名」との追加訂正がされ、その金額についても「USD36,000」とされてい

たものが「USD10,120」と訂正されているところ、このように、既に発生した未払費

用として計上していながら、後になって相手方及び金額が修正されていること自体不

自然極まりなく、これらの事情は、上記外注費が実際に支払うべきものではないこと

の端的な証左というべきであるから、いずれにしても、原告が摘示する上記各証拠の

存在をもって、直ちに原告による上記外注費の支払事実があるとは到底いえない。 

ｄ 別紙３の別表２－３の番号２０の取引について 

(a) 架空の当期製品製造原価であること 

 原告は、ａ公司に対する外注費（翻訳代）として、平成１５年３月３１日付けで２

５４万５２００円（その相手勘定は未払費用）を計上しているところ（乙３２）、原

告は、上記の未払費用として計上した金額について、平成１５年１０月６日に仮払金

と精算（相殺処理）しているが（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号６３６）、

架空の外注費を計上することにより、それを仮払金で精算したかのように装い、実際

には、当該資金を本件各個人口座に留保したものであって、上記の外注費については、

架空の当期製品製造原価であるというべきである。 

(b) 原告の主張について 

 原告は、請求書の控え（甲５６の１～２６）を挙げて、前記(a)の外注費について

は原告の売上原価を構成するものであるとするほか、上記の外注費に係る領収証明

（甲５８）も存在するとして、上記の外注費を架空原価とする被告の主張には事実誤

認があると主張する。 

 しかしながら、原告が摘示する上記の請求書の控えには、原告がａ公司に委託した

とする翻訳代が含まれていることをうかがわせるような記載は一切認められない上、
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そもそも原告は、ａ公司からの請求明細を提出していないのであるから、上記の各請

求書控えに係る原告の売上げと上記外注費が個別に対応するものであるかどうか否

かの検証すらできない。 

 また、原告が摘示する領収証明には、「ｂ会社から調査費として米ドル弐萬壱千元

（ＵＳＤ２１，０００）受け取りました。」と記載されており、上記の外注費に係る

経理処理において原告が摘要欄に記載した「翻訳代」（乙３２）とは明らかに異なる

内容となっていることに加え、原告がａ公司の押印のある白紙の「収据」（乙８０）

を保管していた事実も勘案すれば、上記の領収証明の存在をもって、直ちに上記外注

費の支払事実があるとはいえない。 

 かえって、上記の外注費については、平成１５年３月期損益メモ（乙６）に記載さ

れていることに加え、平成１５年３月期末の振替伝票（乙３１）において、当該翻訳

代が記載されているのみならず、原告において自明なはずの支払うべき金額及び相手

先が複数回訂正されているなどの不自然な点が認められるのであり、これらの事情は、

上記の外注費が実際に支払うべきものではないことの端的な証左というべきである

から、いずれにしても、原告が摘示する上記証拠の存在をもって、直ちに原告による

上記外注費の支払事実を認めることなど到底できない。 

(カ) Ｅ公司のｄブース関係費（別紙３の別表２－２の番号１１及び１２の取引）について 

ａ 架空の当期製品製造原価であること 

 原告は、Ｅ公司に対する外注費（ｄブース関係費）として、平成１４年５月２１日付

けで７５３万７８６０円（５万９４００米ドル）及び８１７万１７０７円（６万４４３

６米ドル）（その相手勘定はいずれも普通預金）を含む計上をしているところ（乙２５）、

原告は、同日付け、同月２２日付け、同年９月２４日付け及び同年１０月３１日付けで、

上記の外注費に関連する計上をしているが（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番

号３７８、３８１、４２７及び４５５）、当該外注費については、平成１３年１０月期

の損金の額に算入した外注費を再度平成１４年１０月期にも損金に計上しているもの

であり、当該外注費に係る資金を原告の不正加担者である丙名義の銀行口座に送金する

ことによって、外注費を支払ったかのように装ったものであるから、上記の外注費につ

いては、架空の当期製品製造原価であるというべきである。 

ｂ 原告の主張について 

 原告は、平成１４年１０月期の損金の額に算入された上記の各外注費は架空原価であ

る旨の被告の主張に対し、これらの外注費は、いずれも、ｅ展及びｆ展に係るｄ株式会

社に対する売上げに対応する原価であり、被告の上記主張には事実誤認があると主張す

る。 

 しかしながら、原告は、ｅ展に係る上記外注費７５３万７８６０円（５万９４００米

ドル）及びｆ展に係る上記外注費８１７万１７０７円（６万４４３６米ドル）について、

いずれも平成１３年１０月期の損金の額に算入していたにもかかわらず（乙９、２０）、

本件査察調査の際に確認された「Ⓙへの支払」と題する文書（乙２３。以下「Ⓙ支払メ

モ」という。）の記載内容や原告の経理処理（乙２５、２８、２９）等から明らかなと

おり、平成１４年１０月期においても重ねて損金の額に算入しているところ、平成１４

年１０月期においてｅ展及びｆ展に係るＥ公司に対する外注費が発生した事実関係を
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裏付ける証拠は一切提出していないから、これが架空原価の計上であることは明らかで

ある。 

（原告の主張の要旨） 

ア 争点２－１（平成１３年１０月期における売上金額の除外の有無）について 

(ア) ２０００年（平成１２年）１０月２４日から同月２８日まで開催された「Ｃ展覧会」

に関しては、６万元（その支払通知書（請求書）が乙２である。）が益金の額に算入すべ

き金額である。被告が売上金額の除外であると主張する上記の６万元との差額を含むＤか

らＥ公司の預金口座に振り込まれた２９万９９５６．５元については、Ｄが展示会主催者

及び会場に直接支払うべき出展料を、原告がＥ公司の預金口座において代理受領したもの

で、原告は、Ｅ公司に対して原告が収受する６万元を除く金額の支払を委託し、展示会主

催者及び会場に対して支払がされ、展示会主催者であるＦ公司（Ｉ有限公司と同一の組織。

以下、ア及びイにおいて「Ｆ」という。）作成のＥ公司宛て領収書（甲２８）が存在する。

上記の展示会においては、原告には出展料に関して売上げ及び原価は存在せず、原告の主

な収益は、上記の展示会の日本側の実施組織であるＨからの実務代行報酬と出展企業のブ

ース製作等の現地での売上げであり、原告は、本来の取引の趣旨により純額で経理したも

のである。 

 上記の展示会については、中国側の実施組織がＦ、日本側の実施組織がＨであり、原告

は、Ｈから業務委託を受けた立場である（上記の展示会について後に原告がＦから交付を

受けた協議書が甲２７である。）。上記の展示会の出展企業は、①Ｈ加盟企業、②Ｈを経由

せずに出展したⒸ株式会社ほか１社、③中国企業であるＤの３グループに分類することが

できる。上記①の出展企業は、Ｈに対し、出展料（１㎡当たり４９５米ドル×出展面積）

を支払っているところ、その出展料のうち１㎡当たり１３５米ドルがＦに対する報酬（分

配金）として（甲２７の１８項）、１㎡当たり１１０米ドルが展示会場であるＢに対する

会場代として、Ｈから原告を経由して支払われており、原告は、Ｈから支払われるこれら

の合計１㎡当たり２４５米ドルを外貨換算等の事務の煩瑣を避けるために総額をもって

売上げとし損益勘定で処理しているが（関係する請求書が甲２６の１～３である。）、その

本来の性格は原告の預り金であり、実際の原告の売上げはＨからの報酬であって、このこ

とは、Ｈに事務局支援業務費を請求していることから明らかである（甲２２）。上記②の

出展企業は、原告に対し、出展料（１㎡当たり４９５米ドル×出展面積）を支払っている

ところ、原告は、その総額を売上げとして計上しているが、それから上記のＦに対する報

酬（分配金）及びＢに対する会場代を支払っているほか、Ｈに対して１㎡当たり１５０米

ドルの会場代を支払っている（甲２３～２５）。上記③のＤについては、本来、直接中国

側に出展の申込みをし、出展料を米ドルで支払うべきものであったが、Ｄが上記の出展料

の全額を元で支払うことを希望したため、原告が、Ｄの便宜のため、これとの間に２００

０年（平成１２年）１０月１０日付け協議書（乙１の２枚目）及び同月１９日付け協議書

追加（乙１の３枚目）を作成し、Ｅ公司に対する同年１１月１７日付けの受取委託通知書

（乙１の５枚目）を作成した上で、総額２９万９９５６．５元の同日付けのＤ宛て支払通

知書（請求書）（乙１の４枚目）を作成するなどしたものである。 

(イ) 前記③のＤについては、出展面積１㎡当たりの出展料の単価は合弁企業であることに

よる割引価額が適用されて３２１．７５米ドル（４９５ドル×６５％）であり、その出展
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面積は１０８㎡であるところ、原告が純額で計上した６万元は、上記を乗じた３万４７４

９米ドルからＦに対する分配金及びＢに対する会場代として支払うべき２万６４６０米

ドル（（１３５米ドル／㎡＋１１０米ドル／㎡）×１０８㎡）を控除した残額８２８９米

ドルを元に換算した７万０４５６．５元（８．５０元／米ドル）から残業代４時間分の１

万０４００元（２６００元／時間×４時間）をサービスとして控除した残額６万００５６．

５０元の１万元未満の端数を切り捨てたものである。 

 仮に、Ｄが支払った２９万９９５６．５元を原告の売上金額とするのであれば、原価と

してＦ及びＢに対する支払金額である２万６４６０ドル（（１３５米ドル／㎡＋１１０米

ドル／㎡）×１０８㎡）を計上することになるはずであるが、原告が計上した原価には上

記の金額は含まれておらず、これを原価として計上していないのであるから、Ｄに係る売

上金額の除外はあり得ない。 

 被告は、原告がＧ展の原価として計上した３万３０００米ドルについて「Ｃ展覧会」の

Ｄに係る原価であると主張する。しかしながら、被告は、２００１年（平成１３年）３月

２３日にＦが原告宛てに送信した請求文書（乙７３）に上記の３万３０００米ドルが含ま

れていることを前提としているが、同額については同月１５日に支払済みであるから（乙

７２）、上記の請求文書に同額が含まれているはずはなく、被告は、事実を誤認している。

また、同年４月１３日付けのＦ作成の原告宛て領収書（乙７４）の摘要項目が「通信展」

となっているとしても、「Ｃ展覧会」及びＧ展はいずれも通信技術や設備に関するイベン

トであり、上記の「通信展」との記載から「Ｃ展覧会」に係る領収書であるとする被告の

主張には、理由がない。 

イ 争点２－２（架空の当期製品製造原価の損金の額への算入の有無）について 

(ア) 原価の計上とこれに係る資金の流れ等について 

 被告は、原告が本件各事業年度において架空の原価を計上している事実は、原告の架空

原価の計上方法とこれに係る資金の流れからも裏付けられると主張するが、そのような被

告の主張は、原価の支払先が中国企業であることの特殊性を一切考慮しないものである。 

ａ 原告は、日本企業を主な得意先として、中国において実施される各種展示会の出展受

託、日本企業が中国で行う展示会、中国での企業活動のコンサルティングを主な業務と

しており、原告における一見不自然に見える経理処理は、取引先が中国企業であり、中

国が計画経済の社会主義国であること、三角債という中国特有の制度の存在及び外貨預

金規制が原因であり、決算期において多額の未払費用を計上しているのは、売上げと原

価を対応させるためであり、架空の原価を計上したものではない。 

 中国の政府系企業については、計画達成が至上課題であるため、政府系企業との取引

においては、計画に満たなければ役務の提供が終わっていなくても支払を求められるこ

とがあり、逆に、役務の提供が終わっていても支払を翌計算期間にするよう指示される

こともあり、支払の方法についても、外貨の送金を求められるときや現地での米ドル紙

幣での支払を求められるときもあるなど、先方の指示どおりの支払が求められるのであ

り、原告は、そのような要望に応じる準備をしており、これが原告の強みとなっている

のであって、その要望に対応してきたために不自然な経理処理となった。また、中国に

おいては、物品やサービスを購入しても、転売先から入金がないことを理由として債務

の履行をしないことを本来意味する三角債という制度が発生し（甲６８、６９参照）、
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これにより資金があっても履行を遅らせ、運転資金とするという一種の信用制度として

機能しており、このような事情から、中国の民間企業との取引においても、原告は、相

手の資金需要に応じた支払をするために便利な存在であり、これが原告の強みとなって

いる。さらに、中国においては、外貨預金は１日１万米ドルしか引き出すことができな

いという外貨の引出規制が存在し（甲７０、７１参照）、このような規制の存在は、原

告による決済や送金が不自然となった原因である。 

ｂ 原告が会計上決済処理をし、その金額が原告代表者の個人預金となっていたことは事

実であるが、これは、中国の金融事情のため日本円で預金したいという知人からの要望

で原告代表者が中国において預かった多額の現金（甲１６の１～１０。なお、原告代表

者が鞄の盗難に遭ったため、関係文書が全ては残っておらず、既に返還した預り金に係

る文書は残っていない。）について、これを中国での原告の支払に充当し、それに相当

する金額を原告の預金口座から決済として引き出して原告代表者の個人口座に入金し

ていたものであり、当該個人口座の預金が原告の法人所得の脱漏により形成されたもの

ではない。 

ｃ 「未払費用等確認メモ」（乙４）については、会計ソフトである「ｇ」の総勘定元帳

の一部を決算準備のためにプリントアウトしたもので、決算業務中の乙取締役が中国で

業務に当たっていた原告代表者に対して単に総勘定元帳の記載内容の正確性の確認を

求めたものであり、何ら不自然ではなく、利益調整のために作成されたものとはいえな

い。 

 「請求書等要求メモ」（乙７）については、１枚目は現在原告の手元になく、２枚目

及び３枚目との綴じ跡等の形跡が見当たらないこと（甲６７）からすると、そもそもそ

の１枚目と２枚目以降とは別の書類として作成されていたものである。その１枚目の

「件名の所も何の費用か記入が必要です。」との記載については、これを記載した乙取

締役がその時点で件名すら把握していなかったことを意味するものではなく、中国では、

請求書を発行せず、詳細な摘要を記載しない領収書が発行されることも多いことから、

その点について原告代表者に注意を促したものにすぎない。また、同じく１枚目の「請

求書と領収書をもらって下さい。」との記載については、架空経費の請求書と領収書と

をもらってくださいという意味に解することはできず、原告代表者の手元に領収書等が

ない場合があり、同人がいつ日本に帰国するかが分からない状況の下で、次回の帰国時

に原告の現地事務所等にあるものを含めて領収書等を持ち帰ってくることを要請した

社内連絡にすぎない。 

 また、原告は、売上げの計上は発生主義、原価の計上は現金主義でそれぞれ経理処理

を行い、決算時に売上げに対応する原価を計上していたところ、これは、売上入金が日

本であり、主な支払が中国で行われること、中国の法令上、外国法人の資金の移動に制

約があること、原告の人員に余裕がないことから、やむを得ないことであり、売上げに

対応する原価を計上するため、未払費用の計上、仮払金や前払費用からの振替を決算仕

訳として入力していた。そして、平成１４年１０月期損益メモ（乙５）及び平成１５年

３月期損益メモ（乙６）については、会計ソフト「ｇ」の試算表をプリントアウトした

ものにメモを記載したものであるところ、一切決算仕訳が入力されていないことなどか

らすれば、それらをもって処理日付時点における原告の利益を算出した資料ということ
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はできず、当該日付における状態を示す白紙精算表にとどまる。被告は、平成１４年１

０月期損益メモ（乙５）に「この金額を４００万円ぐらいに」との記載や「（仮定）下

記の様な未払費用」として８件の合計７３７３万０２７２円の費用の記載がされている

点を指摘するが、その「当期税引前損益」については、当月借方及び当月貸方がゼロで

あり、決算処理前のものであることは明らかであるから、上記の記載をもって利益調整

のための記載とみることはできないというべきである。また、被告は、平成１５年３月

期損益メモ（乙６）に「税引前当期利益」を１億１８５５万５９８７円とする旨が記載

されているところ、その下部に「△１１３，０００，０００」と記載された上、装飾関

係費を始めとする内容の未払費用９件の合計１億１１５２万８２４０円が書き込まれ

ていることを指摘しているが、その「当期税引前損益」については、当月借方及び当月

貸方がゼロであり、決算処理前のものであることは明らかであるから、上記の記載をも

って利益調整のための記載とみることはできないというべきである。 

 被告は、原告の出展料の売上げには「会場代」という原価が存在するという事実すら

認識しておらず、このような重大な誤りは、通常の法人税法に規定する調査を行えば避

けられたにもかかわらず、京橋税務署長は、本件査察調査の結果を鵜呑みにし、自ら行

うべき調査を行わず、調査の過程で上記の各資料について原告代表者や乙取締役に提示

すらせず、もとより質問もしていないのであって、それらの作成時期や作成意図につい

て、架空の原価の計上があったとの一方的な解釈に基づき、上記の各資料をもって、未

払費用に計上したもの、仮払金や前払費用から振り替えたものは、すべて架空であると

の憶測から、本件各処分をしたものである。 

 本件査察調査の際の乙取締役の供述に係る質問てん末書（乙６４）については、長時

間の深夜に及ぶ質問により作成されたもので、その任意性及び信用性には重大な疑問が

あり、また、被告の提出した乙取締役の供述に係る他の質問てん末書（乙８２、８３）

を通じ、本件青色取消処分の取消事由に関係する出展料売上げに係る原価の構成等につ

いて必要な質問はされていない。 

ｄ 被告は、乙６８の文書を原告代表者が作成したものとし、同証拠について、架空原価

を計上してＥ公司（丙）に送金した資金の返還を受けることを忘れないようにするため

の「返金メモ」であると解釈し、これをもって、Ｅ公司ないし丙が原告の不正加担者で

あると主張する。 

 被告は、乙６８中に存在しない「預け金」との文言を挿入して訳文を作り、その主語

を原告代表者であると想像して、これを「返金メモ」としているところ、そもそも同証

拠は原告代表者が作成したものではない上、明白な誤訳があり（正しい訳文は甲７２の

とおりである。）、その思い込みに基づいて「返金メモ」としたことが、事実誤認につな

がっている。 

(イ) 会場代について 

ａ 別紙３の別表２－１の番号青取１の取引について 

(a) Ｇ展（２００１年（平成１３年）４月２５～２８日開催）においては、出展企業

は、募集者である原告に対し、出展料の総額を支払い、原告は、これを売上げとして

計上しており、その売上総額は、１億１０７５万７４５４円である（甲６５、６６の

１～４３）。これを区分すると、①出展料４６２４万５５２５円、②現地経費５６９
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万７４１４円、③ブース関係費４９９８万０７８１円、④その他８８３万３７３４円

である。上記①及び②（４０万５９１３米ドル）に対応する原価として、原告は、主

催者であるＦに対し、分配金（１㎡当たり１３０米ドル（甲１４の１５項）×１００

７㎡＝１３万０９１０米ドル）とｈセンターに対する会場代（１㎡当たり９０米ドル

×１００７㎡＝９万０６３０米ドル）を、付属費用（現地費用）３万５９２５米ドル

とは別に支払っている（なお、会場代及び会場に支払うべき現地費用については、原

告が交渉するよりもコストを抑えることができる等の何らかの理由からＦにおいて

立替払をしていたため、原告の直接の支払先はＦとなっていた。）。このような場合、

上記の分配金と会場代とが原告の出展料の売上げの原価となることは当然である。Ｆ

が会場代の立替払をしたため原告の支払先がたまたま同一となっていたが、主催者と

会場とは別個の組織であり、分配金だけで会場代の支払が不要であるということはあ

り得ず、上記の展示会についての原告とＦとの間の協議書（甲１４）の１５項及び１

６項に定められているように、両者は別個の原価であり、会場代は原告の負担するも

のとされていたにもかかわらず、京橋税務署長は、上記の会場代と分配金及び現地費

用とを同一のものとして混同している。 

 被告が主張する仕訳１（平成１３年７月３１日付け）及び仕訳２（平成１４年１月

２３日付け）は、いずれも会場代についてのものではなく、Ｆに対する分配金と現地

費用についてのものであり、会場代は含まれておらず、被告が架空の原価であると主

張する仕訳３の平成１３年８月３１日付けの賃借料１３９７万８９７６円（１１万５

７２０米ドル（出展企業分９万０６３０米ドル（＝１㎡当たり９０米ドル×１００７

㎡）、会議室・事務局・倉庫分２万５０９０米ドル）こそが会場代であり、その根拠

が同月２８日付けの領収書（乙１３）である。 

 なお、Ｆが同月２１日に原告に対してファクシミリでした９万３３３１米ドルの請

求（乙８の１）の内容に係る「ｂとの財務決算清算」（乙８の２）中の「場地租金」（３

万５９２５米ドル）については、会場代ではなく、会場代の付加費用であり、本来の

会場代は、１㎡当たりの単価×出店面積で計算されており、日数や使用率等の係数が

用いられることはない。そして、本来の会場代については、Ｆが上記の請求（乙８の

１）におけるのと同額を２００２年（平成１４年）１月１０日付けのファクシミリ（乙

１０。ただし、Ｋ展に係る５４００米ドルを加算。）で原告に対して請求をした時点

では、既に支払済みであったものである。これらのことは、乙８の１及び乙１０に、

それらに記載された金額を「さらに」ないしは「まだ」支払う必要がある旨を示す文

言が記載されていることや、それらが収入の「分成」（分配）に関するものとされて

いることから、明らかである。なお、乙８の１に１１万５７２０米ドルについて記載

がない理由は、作成者ではない原告としては不明であるが、これを原告が負担するこ

とが自明であったからであろうと推察される。 

(b) ①原告代表者は、中国において、日本の銀行に預金することを希望する知人から

現金を預かり、②原告の普通預金口座から前払費用又は仮払金の名目で引き出した金

額を原告代表者の個人預金口座に入金し、③上記①の中国において預かった現金の一

部をもって、Ｇ展の会場代（１１万５７２０米ドル）を支払ったものであり、実際に

仕訳３の賃借料は支出されているのであって、原告の会計処理が取引どおりでないと
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しても、損金の額に計上した金額や支出した金額は同一であるから、法人税法上の所

得の計算には何ら影響を与えるものではない。 

(c) 乙１３の領収書及び乙１４の領収書は、いずれも、作成者がＦで、金額が１１万

５７２０米ドルであり、２００１年（平成１３年）８月２８日付けの乙１３（「収据」）

が仮の領収書、同年９月１日付けの乙１４（「発票」）が正式な領収書であるというこ

とができ、同一の金銭の収受を表すものであると推認される。乙１４の領収書には「Ｊ

展展費」と記載されているが、Ｇ展の会場代を架空計上するため、これと全く関係の

ないことが表記上明らかなＪ展の会場代の領収書を不正に利用するはずがないから、

「Ｊ展展費」の記載は作成者の誤記というべきである。なお、Ｊ展の会場代の領収書

（甲９０。支払先はＦとは別の組織であるＢである。）は別に存在して原告は当時原

価として計上しており、乙１４の領収書記載の金額については、原告は、いずれの事

業年度においても損金として計上していない。 

(d) 以上によれば、原告がＧ展の会場代１３９７万８９７６円（１１万５７２０米ド

ル）を原価として計上したのは正当であり、架空の原価を計上したものではない。 

 仮に被告の主張するところに従えば、現地発生費用売上げに係る原価がないことと

なる等の不自然・不合理な結果が生ずる。 

ｂ 別紙３の別表２－１の番号青取２の取引について 

(a) Ｋ展（２００１年（平成１３年）８月２８日～同年９月１日開催）においては、

出展企業は、募集者である原告に対し、出展料の総額を支払い、原告は、中国側主催

者であるＦに対し、分配金（１㎡当たり１００米ドル。甲２０の１４項）を支払い（５

４００米ドル＝１００米ドル／㎡×５４㎡。乙１０）、Ｂに対し、会場代（パッケー

ジブース分につき１㎡当たり１２０米ドル、事務局スペース分につき１㎡当たり２７

０米ドル）を支払うこととなっており、それらの分配金及び会場代が原告の売上げ（関

係する請求書が甲２１の１～８である。）に対応する原価である。Ｋ展においても、

分配金と会場代とは全く別個の原価であり、支払先も内容も異なるのであるから、こ

の会場代が架空であるというのは、会場代が不要であったか、分配金の中からＦが支

払ったかのいずれかであるが、会場代が不要であることは通常あり得ず、出展料の分

配割合からみて、Ｆが分配金の中から会場代を負担するということはあり得ない。な

お、上記の展示会についてＦと原告との間で作成した協議書（甲２０）には、分配金

についての記載はある一方で、会場代の負担についての記載がないが、これは、当事

者間においては自明のことであったためであり、原告が会場代を負担しなかったこと

を意味するものではない。 

(b) ①Ｅ公司は、原告の依頼により、２００１年（平成１３年）９月１４日、Ｂに対

し、Ｋ展の会場代等として２万４０００米ドル（会場賃借料１万６２００米ドル（パ

ッケージブース分（出展者小間料）６４８０ドル＝１２０米ドル／㎡×５４㎡、事務

局分（事務局分小間料）９７２０米ドル＝２７０米ドル／㎡×３６㎡）、レンタル現

地費用７８００米ドル（これを原価とする売上げに係る請求書が甲２１の１～８であ

る。））を支払い、これにより原告にＥ公司に対する未払債務が発生し、②原告は、Ｅ

公司に対し、平成１４年５月２１日、上記の金額と他の支払分とを合計した２０万米

ドルを送金した（甲９４、乙２４の２）。このように、上記の金員については、原告
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が業務提携先であるＥ公司に対して立替払を委託し、後日送金して清算したというだ

けであり、何ら特殊な取引ではない。原告が上記の会場代（賃借料）を原価として計

上した日付と実際の支払日が異なるのは、売上げと対応させるべく決算日に未払費用

として決算計上したためである。 

(c) 被告は、原告がＫ展の会場代（２万４０００米ドル）の原価として計上した根拠

として提出した２００１年（平成１３年）９月１４日付けのＢ作成のＥ公司宛て領収

書（甲１７）について、宛て先が異なる等の理由で上記の会場代の支払を証するもの

とはいえないなどと主張する。しかしながら、上記の会場代については、原告がＥ公

司に対して支払を委託したために相手先が異なっているだけであり、摘要欄にも「ｉ

展日本展区費用」とあり、Ｋ展の会場代以外に係る領収書であるとの解釈は困難であ

る。 

(d) 以上によれば、原告がＫ展の会場代２９５万４０００円（２万４０００米ドル）

を原価として計上したのは正当であり、架空の原価を計上したものではない。 

ｃ 別紙３の別表２－２の番号１３の取引について 

 原告が平成１４年１０月３１日付けで計上した賃借料６６７万６０００円は、Ｌ展

（２００１年（平成１３年）１０月２３日～２７日開催）の会場代の追加分であり、そ

の請求書としてＢ作成の原告宛て文書（甲４２）が存在し、会場名や金額が明記されて

いるほか、Ｌ展に係る協議書（甲４３、４４）も存在しているのであって、上記の会場

代の追加分に係る賃借料を架空の原価であると認定した京橋税務署長の判断は事実誤

認も甚だしい。 

 Ｌ展については、中国側の主催者がＦ及びＢの両者であり、両者の間で分配額をめぐ

って対立があり、それぞれへの支払金額が二転三転したという経緯があり、２００１年

（平成１３年）１０月１９日付けの協議書（甲４３）では、Ｆに対する分配金が１㎡当

たり２０３米ドルであったが、 終的には、Ｆについては１㎡当たり１１０米ドル、Ｂ

については１㎡当たり１０５米ドルとなった。その結果、Ｂに対して１６万６４５５米

ドルを支払うこととなり、日本側募集当事者であるＨの実務代行者である原告（なお、

原告は、為替換算の煩雑さもあってＨからの預り金を売上げとして計上していたが、そ

の本来の売上げは代行及び業務支援費である。甲４５の１及び２参照）がＢに対して当

初の協議書（甲４４）により支払っていた１０万３１３５米ドルとの差額である６万３

３２０米ドルが支払不足となったが、原告とＢとの間の交渉により不足額が５万５００

０米ドルとされ、開催期間中における変更であり、Ｈから中国側との価格交渉を含めて

委託を受けて交渉を担当した経緯から、結果的にＸが負担することとなったこの金額を

請求したのが、Ｂ作成の原告宛ての文書（甲４２）である。京橋税務署長は、Ｆ及びＢ

との協議書等の検討や原告ないしはＨへの質問等を怠り、追加の会場代を架空と認定し

たにすぎない。 

ｄ 別紙３の別表２－３の番号２２の取引について 

 原告が平成１４年１０月３１日付けで計上した外注費１１５１万４０００円は、中止

となったＭ展の会場代で、原告がＢに対して支払ったものであり、上記の外注費を架空

の原価であると認定した京橋税務署長の判断は事実誤認である。 

 Ｍ展の企画があったことは原告が作成したＭ展に係る「出展のご案内」（甲６２）に
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より明らかであり、Ｂとの契約書（甲６３）及び領収証明（甲６４）も存在しており、

同契約書１７条２項には、不可抗力によりＭ展を開催することができない場合には、原

告がＢに対して支払った会場代は返金しないと明記されている。 

(ウ) Ｏ有限公司の市場調査費（別紙３の別表２－１の番号２、３及び６、別表２－２の番

号１５並びに別表２－３の番号１９の取引）について 

 被告が架空の原価であると主張するＯ有限公司に対する外注費（市場調査費）について、

原告は、取引先との間で、コンサルティング契約を締結し、レポート作成等の業務を行っ

ているところ（甲２９の１～４１、５０の１～５７、５６の１～２６）、この業務をＯ有

限公司に委託しているのであって、上記の外注費は、いずれも上記の契約による売上げに

係る原価である。原告は、従業員が４名（ 大時で６名）であり（甲３０の１及び２）、

中国に出張することが可能な従業員は原告代表者を含めて１名ないし２名にすぎず、この

ような陣容で、外部に委託することなく、多方面にわたる情報の収集等を要する上記の業

務をすることができるはずはない。原告の支払を証明するＯ有限公司作成の文書（甲３２）

又はその領収書（甲５９）も存在する。京橋税務署長は、Ｏ有限公司に対する外注費の全

額を架空であると認定しているが、これは売上げと原価との対応を無視した経験則に反す

る不合理な事実誤認であることは明らかである。なお、原告代表者がＯ有限公司の代表と

して署名した請負契約書（乙７９の１～３）については、当初は原告が依頼を受けたが費

用面で折り合いがつかなかったためにＯ有限公司に紹介した調査について、契約締結に当

たっての信用調査等における便宜上、以前から取引のあった原告代表者が署名したもので

あって、何ら不自然なものではない。 

(エ) Ｐ有限公司に対する運賃（別紙３の別表２－１の番号７～１０、別表２－２の番号１

４及び別表２－３の番号１８の取引）について 

 被告が架空の原価であると主張するＰ有限公司に対する運賃について、原告は、日本企

業の各種展示会の出展等に付随する出展企業の展示物等の往復の輸送、通関、保管等の業

務を受託し、これらの業務を日本及び中国の運輸会社に委託し、中国における主な委託先

がＰ有限公司であり、これを原価とする売上げに係る原告作成の請求書等も存在する（甲

３７の１～５（その詳細につき甲３９の１～４、４０の１～５、４１の１～７）、４７の

１～３（その詳細につき甲４８の１～６、４９の１～５）、５３の１～９（その詳細につ

き甲５４の１～３、５５の１～３））。中国の法制上、外国法人が中国国内の輸送や通関業

務を行うことができないのであるから（甲３８参照）、上記の輸送に係る原価が存在しな

いとすれば、上記の請求書に含まれる輸送、通関業務を行った輸入業者が存在しないとい

う不自然かつ不合理な事態となり、経験則に反することは明らかである。上記に関係する

Ｔ株式会社の原告宛ての請求書の中には、荷送人又は荷受人としてＰ有限公司（ピンイン

による表記は「Ｐ」）を記載したものがあり（甲５４の２及び３、７９）、原告の従業員が

「日本側通関費用（中方はＰ）」とメモ書きしたもの（甲５４の３、７９）もある。 

 なお、上記の原価の一部に係る平成１５年３月期末の振替伝票（乙３１）の摘要欄に手

書きで「３８．８８０」と書き加えられるなどしているのは、平成１５年５月３１日の法

人税の申告期限の前であって決算の確定前の同月１６日に会計処理の入力のチェックと

して誤りを補正したものであり、上記の記載をもって上記の原価が架空のものであるとい

うことはできない。 
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 Ｐ有限公司による中国国内における輸送の実態があることは、請求書や輸送会社からの

請求書等から明らかであり、京橋税務署長は、それらを自ら調査することなく、上記の運

賃を架空であると認定したものであり、事実誤認であることは明らかである。 

(オ) 通訳代及び翻訳代について 

ａ 別紙３の別表２－１の番号１、４及び５の取引について 

 被告が架空の原価であると主張するＵ（甲３５参照）の外注費（通訳代及び翻訳代）

について、原告は、経済産業省所管の事業であるＵに関する業務をＶを通じて受注し、

その金額を売上げに計上しており、原告作成の請求書も存在する（甲３４の１～１７）。

この業務の内容は、会議のアテンド、通訳の手配、文書の翻訳等で、原告の規模に照ら

してこれを外部委託することは必須であり、架空とされた通訳代及び翻訳代は、上記の

売上げの原価であって、Ⓖ委員会作成の領収証明（甲３６）も存在している。上記の外

注費を架空の原価であると認定した京橋税務署長の判断には事実誤認があることは明

らかである。 

ｂ 別紙３の別表２－２の番号１６及び１７の取引について 

 被告が架空の原価であると主張するＹ及びＺの外注費（通訳費及び翻訳費）について、

原告は、Ｕ等に係る通訳費等をＶ等に対して請求して、これを売上げに計上しており、

原告作成の請求書も存在する（甲５２の１～４４）。原告は、上記の請求に係る業務を

Ｙ及びＺに委託したのであり、これを架空というには、その業務を外部委託せずに原告

が行ったことが立証されなければならないはずであるが、そのような事実は存在しない。

京橋税務署長は、自ら調査せずに、単に未払費用に計上したものは架空の原価であると

の憶測に基づいて上記の外注費を架空の原価であると認定したものであり、事実誤認で

ある。 

ｃ 別紙３の別表２－３の番号２１の取引について 

 被告が架空の原価であると主張するＹほかの外注費（通訳費）について、原告は、Ｕ

等に係る通訳費等をＶ等に対して請求して、これを売上げに計上しており、原告作成の

請求書も存在する（甲６０の１～２２）。上記の外注費は同売上げの原価の一部であり、

通訳グループの代表であり支払をまとめて受けたＹの押印のある領収証明（甲６１）も

存在している。京橋税務署長は、単に未払費用に計上したものを架空の原価であると認

定したにすぎず、売上げと原価の対応を全く無視したものであり、事実誤認である。 

ｄ 別紙３の別表２－３の番号２０の取引について 

 被告が架空であると主張するａ公司に対する外注費（翻訳代）について、原告は、取

引先との間で、コンサルティング契約を締結し、レポート作成等の業務を行っていると

ころ（関係する請求書が甲５６の１～２６である。）、この業務をａ公司に委託している

のであって、上記の外注費は、上記の契約による売上げに係る原価であり、その領収証

明（甲５８）も存在している。上記の翻訳代を架空の原価であると認定した京橋税務署

長の判断には事実誤認がある。 

(カ) Ｅ公司のｄブース関係費（別紙３の別表２－２の番号１１及び１２の取引）について 

 被告が架空であると主張するＥ公司に対する外注費（ｄブース関係費）について、原告

は、ｅ展２００１及びｆ展のブース制作費を売上げとし（関係する請求書が甲３７の１～

５である。）、Ｅ公司にブース製作を委託したものであり、上記の外注費は、実際に存在す
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る売上げに対応する原価である。上記のブース制作費については、Ｅ公司から原告に対し

て２回に分けて請求書が発行されており、原告が平成１３年１０月期に計上したものは、

その半額であるため、残額を平成１４年１０月期に計上したものである。京橋税務署長は、

単に２回支払ったことを理由に一方を架空であると認定しただけであり、その判断には事

実誤認がある。 

(3) 争点３（本件青色取消処分の適法性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 法人税法１２７条１項３号の取消事由があること 

 本件青色取消処分の基因となった事実は、前記(2)（被告の主張の要旨）イ(イ)ａ及びｂ

のとおりであり、法人税法１２７条１項３号に該当することは明らかである。 

イ 理由付記の不備の違法がないこと 

 原告は、①本件において本件青色取消処分を先行したことは更正処分の理由付記を避ける

ための便法であり、②本件青色取消処分通知書（甲６）には、原告が帳簿に記載した以上の

信ぴょう性ある資料を摘示することは当然であり、その記載の内容では付記すべき理由が不

足しているなどとして、本件青色取消処分が違法であると主張する。 

 しかしながら、取消事由の付記の程度に関する原告の上記の主張は、青色申告書に係る課

税標準等を更正する場合の通知書の理由付記の問題（法人税法１３０条２項）と青色申告の

承認の取消しに係る通知書の取消事由付記の問題（同法１２７条３項）とを明らかに混同す

るものであり、理由がない。すなわち、理由付記に信ぴょう力のある資料を摘示することが

要求されるのは青色申告書に係る課税標準等を更正する場合の通知書であり（ 高裁昭和●

●年（○○）第●●号同５１年３月８日第二小法廷判決・民集３０巻２号６４頁参照）、同

法１２７条３項は、同項において青色申告承認取消しに係る通知書に取消事由の付記を求め

る趣旨を判示した 高裁昭和●●年（○○）第●●号同４９年６月１１日第三小法廷判決・

裁判集民事１１２号１０１頁が認めるとおり、同通知書の理由付記について信ぴょう力のあ

る資料の摘示を要求するものではない。同判決は、「この場合に要求される附記の内容及び

程度は、特段の理由のないかぎり、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該

処分がされたかを処分の相手方においてその記載自体から了知しうるものでなければなら」

ないと判示するところ、本件青色取消処分通知書の取消事由の付記内容は、同 高裁判決に

照らし、同項所定の記載程度に何ら不足するものではない。 

 また、青色申告承認の取消処分と更正処分とが同日付けでされ、これらの通知書が同時に

到達した場合にも、青色申告承認の取消処分が更正処分に先行し、更正処分については理由

付記を要しないと解されている。 

ウ 本件青色取消処分が適法であること 

 以上のとおり、本件青色取消処分の基因となった事実が法人税法１２７条１項３号に該当

することは明らかである上、本件青色取消処分は、処分の基因となった事実が同号に該当す

る旨が記載された本件青色取消処分通知書によって行われているのであるから、適法である。 

（原告の主張の要旨） 

ア 法人税法１２７条１項３号の取消事由がないこと 

 本件青色取消処分は、Ｇ展及びＫ展の賃借料（会場費）について、「取引の事実がない賃

借料（会場費）」を計上していたことを理由とするものであるが、前記(1)（原告の主張の要
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旨）のとおり、不十分な調査に基づくものであり、かつ、前記(2)（原告の主張の要旨）イ(イ)

ａ及びｂのとおり、上記の認定は事実誤認であることが明らかであるから、違法である。 

イ 理由付記の不備の違法があること 

 帳簿書類の記載を否認して青色申告の更正をする場合において更正通知書に付記すべき

理由としては、更正に係る勘定科目とその金額を示すほか、そのような更正をした根拠を上

記の帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示す

ることを要する。本件においては、更正処分のための調査は青色申告の承認の取消しをする

時点で既に終了していたものであり、更正処分を先行させることが可能であったはずである

にもかかわらず、調査の不十分さによる理由付記の困難を避けるための便法として、上記の

取消しの処分が先行されたもので、このことは、別途利益の存在のみを理由とする修正申告

のしょうようが明細も示さずに同処分に先立ってされていたこと等からも明らかである。こ

のような扱いは、理由付記制度を濫用するものであり、青色申告の承認の取消しは、将来に

わたる不利益処分であることからすると、処分庁の判断の慎重を期す上で、更正処分と同等

以上に厳格に運用されるべきである。 

 本件青色取消処分の基因となった事実となった２件の賃借料（会場費）については、いず

れも領収書が存在し、原告はこれらを根拠として総勘定元帳に記載しているのであるから、

本件青色取消処分通知書における「取引の事実がない賃借料を計上した」という記載だけで

は、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示したということはできない。 

 通常、売上げに係る原価を架空と認定するためには、売上げに必要な原価を特定した上で、

原告が計上した原価が不要ないし過大であることを主張しなければならず、また、上記のと

おり、領収書が存在し相手先も明確である場合には、領収書が架空のものであることを相手

先から確認する必要があり、これら２点が満たされてこそ、「帳簿書類の記載以上に信ぴょ

う力のある資料を摘示」したことになるのである。信ぴょう力のある資料とは、Ｇ展では、

領収書（乙１３）が架空であり相手先において受領していないことを示すことであり、Ｋ展

においては、領収書（甲１７）がその会場代でないこと及びこの会場代をＦが負担したか、

賃借料が無償であったことを示すこと以外にはあり得ない。 

 以上のとおり、本件青色取消処分通知書には法人税法が要求する程度に理由付記がされて

いるとはいえないのであるから、本件青色取消処分は、違法である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（京橋税務署長による調査の手続の適法性）について 

(1) 国税通則法２４条は、税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申

告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかっ

たとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査に

より、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨を定め、法人税法１５３条以下は、

国税庁の当該職員等が、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又は

その帳簿書類その他の物件を検査するなどのいわゆる質問検査権を行使することができる旨

を定めているところ、国税通則法上、上記の調査をすべき場合やその具体的な態様等について

は定められておらず、法人税法１５３条１項等にも、「必要があるとき」と定められているに

とどまる上、調査の範囲、程度、手段等は個別具体的な事案により異なるものであることから

すれば、質問検査権を行使するか否かを含めて調査をいかにするかについては、課税庁の裁量
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に委ねられていると解するのが相当である。そして、収税官吏が犯則嫌疑者に対して国税犯則

取締法に基づく調査をした場合に、税務署長が上記の調査により収集された資料を上記の者に

対する課税処分及び青色申告の承認の取消処分をするために利用することは許されると解す

べきである（ 高裁昭和●●年（○○）第●●号同６３年３月３１日第一小法廷判決・裁判集

民事１５３号６４３頁参照）。 

(2) 原告は、本件査察調査が、原告に対する犯則の嫌疑がなく、専ら課税資料を収集する目的

で行われ、本件各処分は、本件査察調査により収集された資料のみ基づいてされているのであ

るから、違法であると主張する。しかしながら、本件査察調査が原告に対する犯則の嫌疑がな

くされたこと又は専ら課税資料を収集する目的でされたことを直接裏付ける証拠は見当たら

ず、後記２に述べるところに照らすと、本件査察調査につき上記のような事実の存在を推認す

ることもできないことからすれば、上記の原告の主張は、採用することができない。 

 また、原告は、京橋税務署長は、自ら質問検査権を行使して調査をすることをせず、本件査

察調査により収集した資料を鵜呑みにして、本件各処分をしたものであり、国税通則法２４条

所定の調査をせずに本件各処分がされたものと同視し得るものであるから、本件各処分は、手

続上違法であると主張する。しかしながら、前記(1)に述べたとおり、調査をいかにするかに

ついては課税庁の裁量に委ねられているのであって、原告等に対する質問検査権の行使がされ

ずに本件各処分がされたとの一事をもって、直ちに違法と評価することができるものではなく、

本件各処分は、本件査察調査により収集された資料や本件各確定申告書等を検討した上でされ

たものと推認され、後記２に述べるところにも照らし、本件各処分がおよそ調査を経ずにされ

たと評価することはできないから、上記の原告の主張は、採用することができない。 

 さらに、原告は、東京国税局長が本件訴えの係属後に法人税法１５４条に基づきクレジット

カード会社等に対して照会するなどしたことについて、そのような調査は、新たな主張をする

ために、必要性がなくされたもので、質問検査権の濫用であるなどと主張する。しかしながら、

国税通則法においては、更正処分等がされた後にも課税庁や国税庁又は国税局の職員において

調査をすることが想定されていると解され（同法２６条、２７条等参照）、法人税法１５３条

以下の質問検査権は、法人税に関する調査について「必要があるとき」に行使することができ

るとされているのであって、更正処分等の取消しを求める訴えの提起後に質問検査権の行使が

されたからといって、直ちに違法と評価することができるものではなく、本件の争点に照らし、

原告に課される法人税の納付義務の内容を確定する一環として、本件各個人口座における出入

金の状況を明らかにすることは、原告の法人税に関する調査として必要がないとはいえないこ

とからすれば、上記の原告の主張は、採用することができない。 

２ 争点２（原告の本件各事業年度の法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき売上金額

の除外及び架空の当期製品製造原価の損金の額への算入の有無）について 

(1) 争点２－１（平成１３年１０月期における売上金額の除外の有無）について 

ア 証拠（個別に掲記するもののほか、証人乙、原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば、以

下の事実が認められる。 

(ア) 原告とＤとは、原告につき２０００年（平成１２年）１０月９日付けで、Ｄにつき同

月１０日付けで、同月２４日から同月２８日までの間に開催される「Ｃ展覧会」について、

以下のような内容の協議書（乙１の２枚目）を作成した。 

ａ Ｄは、原告を通じて、上記の展覧会に参加を申し込み、展覧会の会場費及び展覧会に
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必要な各種申請と手続に関する処理と手配費用を支払う。 

ｂ Ｄの上記の展覧会の参加場所は、ｊセンター１号館、面積１０８㎡であり、その参加

期間中、市内電話１台を取り付け、２台分の車両通行証、開幕式用花籠２台を手配する

必要がある。 

ｃ Ｄは、原告に対し、同月３１日までに、以下の金員を支払う。 

(a) 展覧会出展場所費用 ２９万５３６６．５元（４９５米ドル／㎡×１０８㎡×６

５％×８．５元／米ドル） 

(b) 車両通行証費用 計５１０元（２枚×３０米ドル×８．５元／米ドル） 

(c) 市内電話取付費用 計１７００元（１台×２００米ドル×８．５元／米ドル） 

(d) 開幕式用花籠 計２１２５元（２台×１２５米ドル×８．５元／米ドル） 

（合計） ２９万９７０１．５元 

(イ) 原告とＤとは、２０００年（平成１２年）１０月１９日付けで、「Ｃ展覧会」につい

て、原告がＤに対して車両通行証１枚を追加提供し、Ｄが原告に対して３０米ドル（２５

５元＝３０米ドル×８．５元／米ドル）を支払う旨の追加の協議書（乙１の３枚目）を作

成した。 

(ウ) 原告は、２０００年（平成１２年）１１月１７日付けで、Ｄ宛てに、前記(ア)ｃ及び

(イ)の費用の合計２９万９９５６．５元をＥ公司の銀行口座（Ｎ銀行北京支店麗都出張

所・口座番号          ）に払い込むよう請求する旨の支払通知書（請求書）

（乙１の４枚目）を作成した。 

(エ) 原告は、２０００年（平成１２年）１１月１７日付けで、Ｅ公司宛てに、Ｄが「Ｃ展

覧会」の参加費用に関し元での支払を希望しているが、原告が元の口座を有していないこ

とを理由に、Ｄから２９万９９５６．５元を原告を代理して受領することを委託する旨の

通知書（乙１の５枚目）を作成した。 

(オ) Ｄは、２０００年（平成１２年）１２月１４日、２９万９９５６．５元をＥ公司の前

記(エ)の銀行口座に払い込んだ（乙１の８枚目）。 

(カ) 原告は、Ｄ宛てに、「Ｃ展覧会」について、以下の合計６万元を請求する旨の２００

０年（平成１２年）１１月１７日付けの支払通知書（請求書）（乙２）を作成し、原告の

事務所において、これを保管していた。 

ａ 展覧会出展場所費用 ５万６９８２．５元 

ｂ 車両通行証費用 ２５５元（１枚×３０米ドル×８．５元／米ドル） 

ｃ 市内電話設置費用 １７００元（１台×２００米ドル×８．５元／米ドル） 

ｄ 開幕式用花籠 １０６２．５元（１台×１２５米ドル×８．５元／米ドル） 

(キ) Ｆ公司は、２０００年（平成１２年）１１月８日、原告に対し、「Ｃ展覧会」に関し

て、我が国からの参展者に関する会計関係は以下のとおりである旨の文書（乙７１）をフ

ァクシミリにより送信した。 

ａ Ｆ公司敷地割分 １７万３６１０米ドル（総参展面積１２８６㎡×１３５米ドル） 

ｂ 広告費用 ３万３５００元（Ｆ公司が立て替えたもの） 

ｃ 原告がＤから代理受領した参加費 

１４万０４００元（１０８㎡×１３００元） 

(ク) 原告は、平成１３年３月９日付けで、Ｄに対する現金による売上金額として８７万２
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４００円を計上した（乙３）。 

(ケ) Ｆ公司は、２００１年（平成１３年）３月１５日付けで、原告に対し、原告から「通

信展費」として３万３０００米ドルを受領した旨の領収書（乙７２）を発行した。 

(コ) 原告は、平成１３年３月１５日付けで、摘要欄に「Ｇ展出展費ＵＳＤ３３，０００ 

Ｆ公司」と記載し、外注費として３９８万９７００円を計上した（乙３３）。 

(サ) Ｆ公司は、２００１年（平成１３年）３月２３日付けで、原告に対し、「Ｃ展覧会」

に関する開幕レセプションに要した共通費用で立替払をした６万５２００元のうち原告

の負担分３２６０元の支払を求める旨の文書（乙７３）をファクシミリにより送信した。 

(シ) Ｆ公司は、２００１年（平成１３年）４月１３日付けで、原告に対し、「●●年通信

展会場費」として１３４万４２２３元を受領した旨の領収書（乙７４）を発行したところ、

同領収書中には手書きで以下のとおり記載されている。 

（手書きによる記載） 

 １４０６１０×８．３０＝１，１６７，０６３ 

 ＵＳＤ１４０６１０ 

                 １，３４４，２２３ 

 ＲＭＢ１７７１６０ 

(ス) 原告は、平成１３年４月１３日付けで、摘要欄に「Ｃ会場代 Ｒ１，３４４，２２３」

と記載し、賃借料として２０２３万０５５６円を計上した（乙３３）。 

イ 前記アの認定事実によれば、「Ｃ展覧会」について、原告は、Ｄに対し、前記ア(ア)及び(イ)

の各協議書に基づき、合計２９万９９５６．５元を支払うよう請求し（前記ア(ウ)）、Ｄは、

原告が受領を委託したＥ公司の銀行口座に上記の金員を振り込んだものと認められ（前記ア

(ウ)～(オ)）、原告は、これを受領したということができる。一方、Ｆ公司（以下、(1)にお

いて「Ｆ」という。）は、原告に対し、上記の展示会に関し、①１７万３６１０米ドル（前

記ア(キ)ａ）、②原告がＤからＦを代理して受領した金員（１４万０４００元）を含む１７

万３９００元（前記ア(キ)ｂ及びｃ）及び③３２６０元（前記ア(サ)）の支払を請求し、原

告は、Ｆに対し、２００１年（平成１３年。以下、(1)において年については元号で表記す

る。）３月１５日付けで３万３０００米ドル（３９８万９７００円）（前記ア(ケ)）及び同年

４月１３日付けで１３４万４２２３元（２０２３万０５５６円）（前記ア(シ)）を支払い、

これらの金額を各支払の日付で外注費（前記ア(コ)）又は賃借料（前記ア(ス)）として計上

しているところ、上記の１３４万４２２３元については、当該支払に係る領収書（乙７４）

の手書きの部分の記載のとおり、上記①の１７万３６１０米ドルから原告が支払った３万３

０００米ドルを控除した残額１４万０６１０米ドルを元に換算した１１６万７０６３元（１

４万０６１０米ドル×８．３元／米ドル）に上記②の１７万３９００元及び上記③の３２６

０元を加えた金額と一致するのであるから（前記ア(シ)）、原告は、上記の展示会に関し、

ＤからＦを代理して受領した金員（１４万０４００元。前記ア(キ)ｃ）について、同日付け

で、これを原価として計上し、損金の額に算入したものと認めることができる（前記ア(ス)）。 

 このように、原告は、上記の展示会に関し、Ｄから合計２９万９９５６．５元を受領し、

これに対応する原価を計上しているにもかかわらず、上記の請求に係る支払通知書（請求書）

（前記ア(ウ)）とは別に、Ｄ宛てに合計６万元を請求する旨の支払通知書（請求書）（前記

ア(カ)）を作成して原告の事務所に保管し、同金額（８７万２４００円＝６万元）を現金で
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受領したものとして売上金額に計上したものであり（前記ア(ク)）、上記の２９万９９５６．

５元と６万元との差額である２３万９９５６．５元（３３５万３９８７円）が売上金額とし

て計上されたことを裏付ける証拠は見当たらず、原告においては上記の金額を売上金額から

除外したものと認めるのが相当である。 

ウ これに対し、原告は、「Ｃ展覧会」に関しては、前記ア(カ)の支払通知書（請求書）（乙２）

に係る６万元が益金の額に算入すべきものであり、被告が売上金額の除外であると主張する

上記の６万元との差額（２３万９９５６．５元）を含む２９万９９５６．５元については、

本来Ｄは出展料を展示会主催者（Ｆ）及び会場（Ｂ）に直接米ドルで支払うべきであるとこ

ろ、Ｄが元で支払うことを希望したため、原告が、Ｄの便宜のため、総額２９万９９５６．

５元の請求書を発行し、Ｅ公司の銀行口座で代理受領し、上記の差額は展示会主催者及び会

場に支払われているのであって、原告は、本来の取引の趣旨により純額で経理処理をしたに

すぎず、売上金額の除外をしていないなどと主張する。 

 しかしながら、前記イに述べたとおり、原告は、上記の展示会に関して、Ｄ分の売上げに

係る原価として、前記ア(カ)の支払通知書（請求書）（乙２）の請求金額（６万元）を超え

る金額（１４万０４００元）を損金の額に算入しているのである（前記ア(ス)）。原告が主

張するとおり、上記の展示会に関してＤから受領すべき金員が６万元であり、その他の金額

を展示会主催者等に支払ったというのであれば、上記の展示会における他の取引において原

告が経理処理したとして主張するのと同様に、Ｄから受領した金員（２９万９９５６．５元）

を売上金額として、Ｆ等に対して支払った金員を原価として、それぞれ計上すれば足りると

考えられるところ、上記とは異なる経理処理をして６万元の支払通知書（請求書）（乙２）

をあえて作成する必要があったことをうかがわせる証拠は見当たらない。原告がＤに対して

発行した２９万９９５６．５元の支払通知書（請求書）（乙１の４枚目）においては、従前

の交渉の経緯を受けて（前記ア(ア)及び(イ)）、内訳として、上記の原告が主張する展示会

主催者等に対して支払う費用とは別の車両通行証３通分（７６５元）、開幕式花籠２台分（２

１２５元）等が挙げられており、Ｄは上記の支払通知書（請求書）に基づき２９万９９５６．

５元を支払っている一方で（前記ア(オ)）、６万元の支払通知書（請求書）（乙２）において

は、内訳として、車両通行証１通分（２５５元）及び開幕式花籠１台分（１０６２元）が挙

げられており、これらの各費用が従前の交渉に係るところから減少するに至った理由をうか

がわせる証拠は見当たらず、かつ、上記の支払通知書（請求書）に記載されている内容は、

これに係る６万元が原価を考慮した後の純額であるとする原告の主張の内容とも矛盾する

ものである。加えて、原告が上記の６万元を純額として計上するのに当たって考慮したとす

る残業代４時間分の費用の発生を裏付ける的確な証拠も見当たらない。 

 そして、原告が上記の２９万９９５６．５元と６万元との差額（２３万９９５６．５元）

についてＥ公司から展示会主催者等に支払ったことを裏付ける証拠として提出するＦ作成

の「Ｅ」宛ての平成１２年１２月６日付け領収書（甲２８）の金額は、１２万１０１４元で

あり、これは、原告の主張によるＤ分に係るＦに対する分配金（１３５米ドル／㎡×１０８

㎡＝１万４５８０米ドル）にほぼ相当するとはいえるものの、少なくとも残額の処理につい

てこれを裏付ける証拠は見当たらない。また、この点に関し、原告は、上記の展示会に関し

ては、出展企業の出展料から展示会主催者であるＦに対して１㎡当たり１３５米ドル、会場

であるＢに対して１㎡当たり１１０米ドルを支払うこととなっていたのであるから、仮に、
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被告の主張するとおりに原告の売上金額を計上するのであれば、上記の各単価にＤの出展面

積（１０８㎡）を乗じた計２万６４６０米ドル（（１３５米ドル／㎡＋１１０米ドル／㎡）

×１０８㎡）が原価として計上されるはずであるが、原告がこれを原価として計上していな

いのであるから、Ｄ分に係る売上金額の除外はあり得ないなどと主張する。しかしながら、

原告が上記のＦ等に対する支払の単価等に関するものであるとする協議書（甲２７）につい

ては、原告の主張するところ（その平成２２年５月２７日付け準備書面(4)２９頁）によっ

ても、当時は原本の交付を受けておらず後日送付を求めてこれを受けたものであるとされ、

当事者双方の署名がない上、Ｆの名称が平成１４年５月１６日に「Ⓚ公司」に改められた（乙

８６）後のものとされており、その本文の記載にあるＨの名称も同月１７日に「Ⓛ協会」に

改められた（乙８７）後のものとされているのであって、直ちにその内容を信用することに

は問題が残り、このことに照らすと、同協議書の内容が合弁企業として出展料についても特

例があったとされるＤに当然にそのとおり適用されたとみることにも、疑問を差し挟む余地

が残るといわざるを得ない。 

エ 以上によれば、原告は、平成１３年１０月期において、「Ｃ展覧会」に関するＤ分に係る

売上金額として２３万９９５６．５元（３３５万３９８７円）を除外したものと認められる。 

(2) 争点２－２（架空の当期製品製造原価の損金の額への算入の有無）について 

ア 本件査察調査により収集された資料等について 

(ア) 未払費用等確認メモについて 

 本件査察調査の際に原告の事務所内において発見された未払費用等確認メモ（乙４）は、

原告の経理担当者である乙取締役が、会計ソフトに金額を入力した後の総勘定元帳の一部

を印刷したものに、手書きで書き込みをしたもので、その１枚目の上部の記載から明らか

なように、原告代表者宛てに作成したものであって、「平成１２年度」及び処理日付とし

て「平成１３年１２月２３日」と記載されていることから、平成１３年１２月２３日以降

平成１３年１０月期（平成１２年１１月１日から平成１３年１０月３１日まで）の確定申

告の法定申告期限である平成１４年１月４日までの期間内に作成されたものと認められ

る（甲８８、証人乙、弁論の全趣旨）。未払費用等確認メモについては、その１枚目の「未

払費用」には、平成１３年１０月期の決算期日である平成１３年１０月３１日付けで「製」

の記載の後に賃借料、外注費及び運賃が記載されており、その２～５枚目の「仮払金」に

は、平成１３年３月１５日から同年１０月３１日までの間の仮払金について外注費、賃借

料、通信費及び運賃として当期製品製造原価に振替処理する旨の記載がされていることが

認められる。そして、その１枚目の下部には、手書きで、「①上記○の４つの未払費用の

金額は問題ないですか？」、「②次のページの仮払金の○でかこんだ金額もチェックして

下さい。」、「今のところ 終利益は４６０万円ぐらいです。」と書き加えられていることが

認められ、これらの記載からすれば、未払費用等確認メモは、乙取締役が、原告代表者に

対し、○を付した項目につき確認を求めるとともに、上記の処理日付ころの時点において

○を付したものを原価として計上した場合の原告の平成１３年１０月期の利益が約４６

０万円になることを報告したものであると解することができ、原告の平成１３年１０月期

の決算報告書における税引前当期利益の金額が３６２万７３１１円とされていたこと（甲

１）にも照らし、乙取締役と原告代表者との間で原告の平成１３年１０月期の利益の調整

をめぐる原価の計上に関してやり取りがされていたことがうかがわれる。 
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 原告は、未払費用等確認メモについては、乙取締役が原告代表者に対して総勘定元帳の

記載内容の正確性の確認を求めたものにすぎないと主張し、これに沿う証拠（甲８８、証

人乙、原告代表者）もある。しかしながら、未払費用等確認メモの「今のところ 終利益

は４６０万円ぐらいです。」との文言は、単に記載内容の正確性の確認を求める場合の表

現としては不自然であり、その時点での利益の金額の見込みを述べる趣旨のものであると

解するのが相当である。なお、乙取締役は、証言中で、未払費用等確認メモの上記の記載

について、「何度かやり取りして 終版がこれになったんだと思います。」、「これは先の

ころに書いたのではないかと思います、やり取りをする初めのころに」と述べているとこ

ろ、上記のとおり、未払費用等確認メモについては、金額が入力された後の総勘定元帳の

一部を印刷したものに手書きで「今のところ 終利益は４６０万円ぐらいです。」と記載

されたものであることはその体裁上明らかであり、その後に修正等がされたような記載は

見当たらないことからすれば、「今のところ 終利益は４６０万円ぐらいです。」と記載し

た後に原告代表者と乙取締役との間で更にやり取りがされて修正されたかのような上記

の乙取締役の証言は、上記のような体裁等と矛盾するといわざるを得ず、採用し難い。 

(イ) 平成１４年１０月期損益メモについて 

 本件査察調査の際に原告の事務所内において発見された平成１４年１０月期損益メモ

（乙５）は、乙取締役が、会計ソフトにおける月次残高試算表の一部を印刷したものに、

手書きで書き込みをしたもので、その上部に「ｍ 社長」とあるとおり、原告代表者宛て

に作成したものであって、「平成１３年度 決算仕訳」及び処理日付として「平成１４年

１２月２４日」と記載されていることから、平成１４年１２月２４日以降平成１３年１０

月期（平成１３年１１月１日から平成１４年１０月３１日まで）の確定申告の法定申告期

限である平成１５年１月６日までの期間内に作成されたものと認められる（甲８８、証人

乙、弁論の全趣旨）。そして、平成１４年１０月期損益メモの表には、「税引前当期損益」

として「８０，９９０，４１８」と記載され、この金額を○で囲んだ上で、下部には、手

書きで、「この金額を４００万円ぐらいに」と記載されるとともに、「（仮定）下記の様な

未払費用」として、８件の合計７３７３万０２７２円の費用が書き加えられていることが

認められ、このことからすれば、平成１４年１０月期損益メモは、乙取締役が、原告代表

者に対し、上記の処理日付ころの時点における原告の平成１４年１０月期の税引前当期利

益の金額を書き加えた費用の金額を控除すること等により約４００万円に調整する旨の

案を示したものであると解することができ、原告の平成１４年１０月期の決算報告書にお

ける税引前当期利益の金額が３４０万０６８８円とされていたこと（甲２）にも照らし、

乙取締役と原告代表者との間で原告の平成１４年１０月期の利益の調整をめぐる原価の

計上に関してやり取りがされていたことがうかがわれる。 

 原告は、決算時に売上げに対応する原価を計上する経理処理をすることとしていたとこ

ろ（証人乙）、平成１４年１０月期損益メモについては、その表中の「税引前当期損益」

に係る「当月借方」及び「当月貸方」につきいずれも記載がなく、決算処理前のものであ

ることから、平成１４年１０月期損益メモをもって利益調整を図ったものとみることはで

きないなどと主張し、これに沿う証拠（甲８８、証人乙、原告代表者）もある。しかしな

がら、上記の平成１４年１０月期損益メモの「（仮定）下記の様な未払費用」との記載か

らすれば、未確定な費用を原価として計上しようとしていたことがうかがわれる上、平成
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１４年１０月期損益メモに記載された費用の一部については、その記載の内容に照らし、

請求書等要求メモ（乙７）に記載のある費用等が含まれるものと認められ、後に述べると

おり、少なくともそれについては費用の記載がされた時点で請求書等が存在していなかっ

たものと認められるのであり、乙取締役が平成１４年１０月期損益メモに記載された全て

の費用を請求書等の資料に基づいて計上しようとしたものとは認め難い。また、乙取締役

は、証言中で、「この金額を４００万円ぐらいに」との文言の意味について、「この金額を

４００万円ぐらいになる。」という意味である旨述べているが、通常の言葉の用法として

不自然であって、むしろ、その文言からすれば、利益の調整を図る趣旨のものであると解

するのが相当である。 

(ウ) 平成１５年３月期損益メモについて 

 本件査察調査の際に原告の事務所内において発見された平成１５年３月期損益メモ（乙

６）は、乙取締役が、会計ソフトにおける月次残高試算表の一部を印刷したものに、手書

きで書き込みをしたもので、原告代表者宛てに作成したものであって、「平成１４年度 

決算仕訳」及び処理日付として「平成１５年５月１５日」と記載されていることから、平

成１５年５月１５日以降平成１５年３月期（平成１４年１１月１日から平成１５年３月３

１日まで）の確定申告の法定申告期限である平成１５年６月２日までの期間内に作成され

たものであると認められる（甲８８、証人乙、弁論の全趣旨）。そして、平成１５年３月

期損益メモの表には、「税引前当期損益」として「１１８，５５５，９８７」と記載され、

その下部に、「△１１３，０００，０００」と記載されるとともに、「未払費用」として、

９件の合計１億１１５２万８２４０円の費用が書き加えられていることが認められ、この

ことからすれば、平成１５年３月期損益メモは、平成１４年１０月期損益メモと同様に、

乙取締役が、原告代表者に対し、上記の処理日付ころの時点における原告の平成１５年３

月期の税引前当期利益の金額を書き加えられた費用の金額を控除すること等により約４

００万円に調整する旨の案を示したものであると解することができ、原告の平成１５年３

月期の決算報告書における税引前当期利益の金額が６２９万１２７４円とされていたこ

と（甲３）にも照らし、乙取締役と原告代表者との間で原告の平成１５年３月期の利益の

調整をめぐる原価の計上に関してやり取りがされていたことがうかがわれる。 

 原告は、平成１５年３月期損益メモの表中の「税引前当期損益」に係る「当月借方」及

び「当月貸方」につきいずれも記載がなく、決算処理前のものであることから、平成１４

年１０月期損益メモをもって利益調整を図ったものとみることはできないなどと主張し、

これに沿う証拠（甲８８、証人乙、原告代表者）もある。しかしながら、原告においては

かねて前記(ア)及び(イ)に述べたような利益の調整に係る内部での検討がされていたこ

とのほか、平成１５年３月期損益メモに記載された費用の一部については、平成１４年１

０月期損益メモにおけるのと同様に、その記載の内容に照らし、請求書等要求メモ（乙７）

に記載のある費用等が含まれるものと認められ、後に述べるとおり、少なくともそれにつ

いては費用の記載がされた時点で請求書等が存在していなかったものと認められるので

あり、乙取締役が平成１５年３月期損益メモに記載された全ての費用を請求書等の資料に

基づいて計上しようとしたものとは認め難く、書き加えられた記載の内容からすれば、利

益の調整を図る趣旨のものであると解するのが相当である。 

(エ) 請求書等要求メモについて 
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 本件査察調査の際に原告の事務所内において発見された請求書等要求メモ（乙７）は、

その１枚目の上部の記載から明らかなように、乙取締役が原告代表者宛てに作成したもの

であり、「付款通知書日期」及び「発票日期」欄に記載された 終の日付が「２００３．

８．８」であることから、平成１５年８月８日以後に作成されたものと認められる（甲８

８、証人乙、弁論の全趣旨。なお、原告は、３枚から成る乙７の１枚目と２枚目及び３枚

目とは一体のものではないと主張するが、作成者である乙取締役はこれらを一体のものと

した前提で証言をしていることに照らし、採用することができない。なお、１枚目の「付

款通知書日期」及び「発票日期」欄に記載された 終の日付は同年３月３０日であるから、

少なくとも１枚目については同日以後に作成されたものと認められる。）。請求書等要求メ

モに記載された費用については、その「付款通知書日期」及び「発票日期」欄記載の各日

付ころに、原告の帳簿上原価として計上されているのであり（証人乙）、その１枚目に、

手書きで、「上記それぞれ請求書と領収書をもらって下さい。」、「件名の所も何の費用か

記入が必要です。」と書き加えられていることからすれば、請求書等要求メモは、乙取締

役が、原告代表者に対し、上記のとおり既に原価として計上している費用について、その

計上に係る日付と合致する請求書及び領収書を入手するよう求めるとともに、その請求書

等に具体的な件名の記載を求めたものと認めるのが相当であり、請求書等要求メモに記載

された取引については、少なくとも同年８月８日の時点で、原告の帳簿上原価として計上

されていたが、請求書及び領収書が存在しなかったもの（少なくとも、その１枚目に記載

された取引については、同年３月３０日の時点で、請求書及び領収書が存在しなかったも

の）と認められ、このことからすると、乙取締役において、上記の時点において、当該費

用に係る取引の具体的な内容等を確定的には把握していなかったと推認するのが相当で

ある。 

 原告は、請求書等要求メモについて、中国では、請求書を発行しないことや、詳細な摘

要を記載しない領収書が発行されることも多いことから、乙取締役が原告代表者に対して

注意を促し、日本に帰国する際に請求書等を持ち帰ってくることを要請した社内連絡文書

にすぎないと主張する。しかしながら、上記のとおり、請求書等要求メモは、乙取締役が

原告代表者に対して原価として計上されていた費用の請求書等を入手するよう求めたも

のであることは、乙取締役も、これに沿う証言をしているところであって、上記の原告の

主張をもって上記に認定したところが左右されるものとはいい難い。 

(オ) 乙６８のメモについて 

 乙６８のメモは、本件査察調査の際に原告の事務所内において発見されたものであると

ころ（弁論の全趣旨）、このメモには、末尾に「２００３．８．２０」と記載された上で、

中国語で、Ｎ銀行の普通預金口座に３万７２８９．６６元の残高がある旨等が記載されて

おり、２００３年（平成１５年）８月２０日時点のＮ銀行の原告代表者名義の普通預金口

座の残高は、上記のメモに記載された金額と一致していること（乙７０の２）のほか、原

告代表者は尋問中で上記の普通預金口座の出入金についてはその父に任せていた旨を供

述していること、上記のメモには原告からＥ公司に対する送金についての記載があるとこ

ろ（この限りにおいては当事者間に争いがない。）、同社の代表者である丙は、その陳述書

（甲８７、８９）において、同社に対する原告からの送金は丙の個人名義の銀行口座で受

けていたことや、上記のメモはその筆跡からすれば当時の経理スタッフが記帳用のメモと
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して作成したものと思われること等を記載していること等からすると、当該メモについて

は、原告の父か、原告代表者ないし丙に近い立場にある者が作成したものと認められ、そ

の記載の内容は、客観的な裏付けのある相応に信用するに足りるものであるということが

できる。 

 そして、①原告は、平成１４年９月２４日、丙の名義の銀行口座に２０万米ドルを送金

する手続を執っているところ（乙６９の１及び２）、その直後の同月２８日、Ｎ銀行の原

告代表者名義の上記の普通預金口座に１６５万２９４０元が入金されており（乙７０の

１）、原告代表者が個人の資金から上記の入金をしたことをうかがわせる証拠は見当たら

ない。一方、②乙取締役は、平成１５年４月３０日、原告の顧問税理士であるⒹに対し、

平成１４年９月２４日のＥ公司宛ての２０万米ドルの送金（「［製］外注費／普通預金」と

仕訳がされたもの）について、同年１０月２日から同年１１月５日までの間の原告代表者

の出張の際の清算に充てることを意図し、その経理の処理の方法を質問しているところ

（甲８１添付の「資料２７」。なお、乙取締役は、証言中で、 終的には上記のように振

り替えなくてもよくなった旨を述べているが、一旦は上記のように振り替えることを考え

たこと自体を否定しているわけではない。）、上記①の送金に係る原告の控えと認められる

乙６９の１の文書には、手書きで、「Ⓙへ １１／２７甲出張精算で」とした上で、精算

済みである旨の記載がされていることのほか、乙取締役の証言の内容からすれば、原告が

Ｅ公司の代表者である丙宛てに送金した上記①の金員について、少なくとも平成１５年４

月３０日の時点で原告代表者に既に交付されていることを乙取締役において認識してい

たことが認められ、これらのことからすると、原告代表者名義の普通預金口座に対してさ

れた上記①の入金は、丙の名義の銀行口座に送金された資金をもってされたものと推認さ

れる。 

 その上で、上記の乙６８のメモには、中国語で、「従Ｅ提取ｂ東京匯款」との記載があ

り、これについて、被告は、「Ｅから、ｂ東京為替送金（預け金）を返してもらう」と記

載したものであるとし、原告は、「Ｅ社の口座から引き出したｂ東京からの送金」と記載

したものである（甲７２）とするところ、証拠（甲７３の１及び２、８０、８７、８９、

乙８４、原告代表者）及び以上に述べたところに照らすと、上記のメモの記載は、原告が

Ｅ公司ないし丙宛てに送金した資金の返還に関するものであると認めるのが相当であり、

既に述べた実際の資金のやり取り等の経過も踏まえると、Ｅ公司ないし丙においては、原

告の依頼に応じ、その経理処理の外形を整えることに協力していたことが推認されるとい

うべきである。 

(カ) 乙取締役の本件査察調査における質問てん末書について 

ａ 乙取締役の平成１５年９月２４日付けの質問てん末書（乙６４）には、原告の経理担

当者である乙取締役は、原告のＥ公司に対する決算期末の製造原価の科目につき計上し

た未払費用の残高を減らす目的で、実際に精算をしていないにもかかわらず、帳簿上精

算をしたような仕訳をしていた旨、原告代表者及び乙取締役名義の預金口座に入金した

原告の資金については、未払費用の精算払い時のために保管している旨、原告の未払費

用の未精算分として原告代表者名義の預金口座に８０００万円及び乙取締役名義の預

金口座に８０００万円の合計１億６０００万円が存在するところ、上記各預金口座等の

残高を集計した総額から上記の１億６０００万円を差し引いた残額については、原告が
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実際の未払費用の額以上に計上したことにより余ったものである旨等の記載がある。 

ｂ 乙取締役の平成１５年９月２５日付けの質問てん末書（乙８２）には、前記ａの供述

について、未払費用の精算払いの仕訳をする際には、実際の領収証に基づいて経理処理

をしたので、上記の供述において乙取締役が未払を精算したように仕訳したという表現

は事実と異なっているので訂正を求める旨、原告代表者が持ち帰った領収証を基に精算

払いの仕訳をした後に、原告代表者が事前に個人の預金口座等から持ち出した仮払金を

精算する意味で、原告代表者及び乙取締役名義の預金口座に入金した旨、未払費用の残

高を減らす目的でこれを精算したように仕訳を起こしたわけではない旨、前記ａの供述

については、乙取締役が故意に残高を減らしたような表現だったので違和感はあったも

ののそのままサインしてしまったものであるが、強制的に、また、一方的に質問調査が

行われたわけではなく、自分が疲れていたこともあり、また、緊張していたこともあっ

て、その場の雰囲気で流してしまった旨等の記載がある。 

ｃ 乙取締役の平成１５年１０月１７日付けの質問てん末書（乙８３）には、原告代表者

及び乙取締役名義の預金口座に入金されている金員は、原告代表者が中国の知人から中

国で預かった金員を日本の銀行の預金口座に入金しておいてくれと乙取締役に指示し、

乙取締役が原告代表者名義の預金口座に入金したものであり、原告代表者が中国で預か

った金員については、中国の外注先の支払に充てられていた旨等の記載がある。 

ｄ 以上のとおり、前記ａの質問てん末書では、原告においては、決算期末の未払費用の

残高を減らす目的で、実際の未払費用の金額以上に計上していた旨の供述がされている

のに対し、前記ｂの質問てん末書では、実際の領収証に基づいて未払費用の精算払いの

仕訳をした旨が供述されているが、後者の供述については、前記(エ)に述べた請求書等

要求メモ（乙７）の記載内容及び同メモの作成された事情に関する乙取締役の証言の内

容と整合しないものであって、直ちには採用することができない。また、前記ｃの質問

てん末書では、原告代表者及び乙取締役名義の預金口座に入金した金員について、原告

代表者が中国において預かった金員である旨を供述するが、そのような供述は、前記ａ

の質問てん末書における供述の内容と異なるほか、前記ｂの質問てん末書における供述

の内容とも異なるものであり、本件において、そのように異なる供述をするに至ったこ

とについて首肯するに足りる事情の存在をうかがわせる証拠は見当たらず、前記ｃの質

問てん末書の供述については、直ちには採用し難いといわざるを得ない。 

イ 原価の計上の方法等について 

(ア) 証拠（甲８８、乙３３～６２（枝番があるものは枝番を含む。）、証人乙、原告代表者）

及び弁論の全趣旨によれば、別紙３の別表２－１～２－３記載の当期製品製造原価の計上

については、①仮払金又は前払費用として経理処理をし、その処理日（別紙４の別表１の

「Ａ原告の仕訳」欄の日付）とおおむね同時期に本件各個人口座に入金した後、当該仮払

金等を原価と相殺したものとして振替処理をして計上する方法（別紙３の別表２－１の番

号１、３～５、７～９及び青取１）、②原価を未払費用として計上した後、当該未払費用

の決済処理をし、その処理日（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の日付）とおおむね

同時期に本件各個人口座に入金する方法（別紙３の別表２－１の番号６、１０及び青取２、

別表２－２の番号１３～１７並びに別表２－３の番号１８、１９及び２２）、③原価を未

払費用として計上した後、当該未払費用を仮払金と相殺したものとして決済処理をし、そ
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の処理日（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の日付）とおおむね同時期に本件各個人

口座に入金する方法（別紙３の別表２－３の番号２０及び２１）、④現金等の支払と原価

の計上を同時に行い、その処理日（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の日付）とおお

むね同時期に本件各個人口座に入金する方法（別紙３の別表２－１の番号２並びに別表２

－２の番号１１及び１２）が用いられていたことが認められ、原告が本件各個人口座に入

金した資金について、上記のようにして原価に充てられたとされる日の前後においてそれ

に見合う出金がされた形跡は見当たらないこと、原告が上記のように本件各個人口座に入

金した金額については、端数のないまとまったものであり、 終的に端数を精算した形跡

がないことを併せ考慮すれば、原告は、上記の各原価について、実態と異なる経理処理等

をしていたことがうかがわれる。 

(イ) 原告は、前記(ア)のような経理処理や原告の資金の本件各個人口座への入金がされて

いたことについて、取引先の中国企業が存する中国が計画経済の社会主義であることや中

国において三角債という特有の制度及び外貨預金規制が存在することが原因であり、原告

代表者が中国において知人から預かった多額の現金をもって中国での支払をし、これに相

当する金額を原告の預金口座から引き出して本件各個人口座に入金していたなどと主張

し、これに沿う証拠（甲１６の１～１０、８８、乙８２、８３、証人乙、原告代表者）も

ある。 

 しかしながら、原告は、前記(ア)の経理処理等の理由について、中国特有の制度等に起

因する旨を抽象的に主張するにすぎず、原告のした経理処理や本件各個人口座への入金が

取引の実態に沿ったものであることや、中国における預り金と本件各個人口座への入金と

の対応関係等については、具体的に明らかにしておらず、原告代表者が中国における預り

金を日本の預金等において個別に管理していたこともうかがわれないこと、本件各個人口

座からクレジットカードの利用代金が引き落とされていること（乙４２、４７、５１、５

２、８８、８９、９１、９３～９６）を併せ考慮すれば、上記の原告の主張をもって、(ア)

に述べたところが直ちに左右されるものとはいい難い。 

ウ 会場代について 

(ア) 別紙３の別表２－１の番号青取１の取引について 

ａ 証拠（個別に掲記するもののほか、甲８０、８８、９２、証人乙、原告代表者）及び

弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

(a) 原告とＦ公司とは、２００１年（平成１３年）３月５日付けで、Ｇ展に関し、①

主催者がＦ公司及びⒺであること、②日本側の代表者がＨ、実施者が原告であること、

③一般販売価格について、ロースペースが３９８米ドル／㎡、パッケージブースが４

６０米ドル／㎡であり、Ｆ公司は、日本側の出展企業が実際に使用したブース面積に

より１㎡当たり１３０米ドルを受領することなどを内容とする協議書（甲１４）を作

成した。 

(b) 原告は、平成１３年７月３１日付けで、摘要欄に「Ｇ展出展費、Ｒ５００，００

０ Ｉ公司」と記載し、以下のとおり、経理処理（仕訳１）をした（乙９）。 
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借方 金額 貸方 金額 

外注費 

（Ｇ展出展費R500,000) 

7,520,000 普通預金 

（外貨預金） 

50,040,000

外注費 

（※12件合計） 

48,519,017 仮払金 

 

5,999,017

(c) Ｆ公司は、２００１年（平成１３年）８月２１日、原告に対し、Ｇ展に関して、

双方で調印した財務決算協議によると、Ｆ公司に対して９万３３３１米ドルの収入分

配が未払となっているとして、当該金額の支払を請求する旨の文書（乙８の１。なお、

その上部には、Ｆ公司及びＩ有限公司の名称が併記されている。）をファクシミリに

より送信し、同文書には、下部に手書きで以下の記載がされていたほか、これに添付

されていた「ｂとの財務決算清算」（乙８の２）には、以下の記載がされていた。 

（下部の手書き部分） 

 Ｇ展について、原告は、Ｆ公司に対し、合計１５万３５７２米ドルを支払うところ、

２００１年（平成１３年）６月２５日、Ｅ公司を通じて５０万元を支払っているので、

為替レート（８．３米ドル／元）で換算すると、残額９万３３３１米ドルが未払とな

っている。 

（「ｂとの財務決算清算」） 

① 「場地租金」 ３万５９２５米ドル 

 （１００８㎡×２．２×１．８ＵＳＤ／日×９日） 

② 分配 １３万１０４０米ドル 

 （１００８㎡×１３０米ドル） 

③ 残業代 ５５２５米ドル 

④ 原告が立て替えた費用 ８９１８米ドル 

⑤ 原告が前払した費用 ６９１５米ドル 

⑥ 原告がＦ公司に対して支払った額 ３８０５米ドル 

⑦ 原告がＦ公司に支払うべき金額 １５万３５７２米ドル（上記①～③から④～⑥

を控除した額） 

(d) 原告は、本店事務所において、以下のＩ有限公司の印のある原告宛ての各領収書

を保管していた。 

① ２００１年（平成１３年）８月２８日付け「収据」（乙１３）金額 

 １１万５７２０米ドル 

（手書き部分） 

 「$115,720×120.80=\13,978,976」 

② ２００１年（平成１３年）９月１日付け「発票」（乙１４） 

 番号  

 項目 Ｊ展展費 

 金額 １１万５７２０米ドル 

③ ２００１年（平成１３年）９月１日付け「発票」（乙７５） 

 番号  

 項目 ｎ展 
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 金額 ８万１９０３米ドル 

(e) 原告は、平成１３年８月３１日付けで、摘要欄に「Ｇ展会場代（８／２８） Ｉ」

と記載し、以下のとおり経理処理（仕訳３）をした（乙１２）。 

借方 金額 貸方 金額 

賃借料 13,978,976 前払費用 8,000,000

 仮払金 5,978,976

(f) 原告は、平成１３年２月１５日付けで、摘要欄に「Ｇ関係費」と記載して仮払金

として４００万円を経理処理し（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号８８）、

同日、原告代表者名義の預金口座に１００万円ずつ５回にわたり合計５００万円を入

金し（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号８８～９２）、同月１６日付けで、摘要

欄に「Ｇ関係費」と記載して前払費用として４００万円を経理処理し（同表の「Ａ原

告の仕訳」欄の番号９３）、同日、原告代表者名義の預金口座に１００万円ずつ４回

にわたり合計４００万円を入金し（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号９３～９６）、

同月１９日付けで、摘要欄に「Ｇ関係費」と記載して前払費用として２００万円を経

理処理し（同表の「Ａ原告の仕訳」欄の番号９７）、いずれも同月２０日付けで、仮

払金として４００万円を経理処理するとともに、摘要欄に「Ｇ関係費」と記載して前

払費用として１００万円ずつ２件を経理処理し（同表の「Ａ原告の仕訳」欄の番号９

８～１００）、同日、原告代表者名義の預金口座に１００万円ずつ６回にわたり及び

２００万円ずつ２回にわたり合計１０００万円を入金した（同表の「Ｂ本件各個人口

座」欄の番号９８～１０５）（乙３３、３７、４７）。 

(g) Ｆ公司は、２００２年（平成１４年）１月１０日、原告に対し、Ｇ展に係る分配

として９万３３３１米ドル等の合計９万８７３１米ドルを支払うよう請求する旨の

文書（乙１０。なお、その上部には、Ｆ公司及びＩ有限公司の名称が併記されている。）

をファクシミリにより送信した。 

(h) 原告は、平成１４年１月２３日付けで、摘要欄に「Ｇ展＄９８，７３１会場、電

力、電波、花篭等」と記載し、以下のとおり経理処理（仕訳２）をした（乙１１）。 

借方 金額 貸方 金額 

外注費 

 

13,210,208 普通預金 

（外貨預金） 

13,210,208

(i) なお、原告は、平成１１年９月１７日付けで、摘要欄に「Ｊ展 ＵＳＤ１２０，

０００×１０５．０５」と記載して前渡金として１２６０万６０００円を経理処理し

（乙１５）、同年１１月３０日付けで、相手勘定を前渡金とし、摘要欄に「Ｊ展 会

場代 Ｒ８９０，７９７．５０Ｂ」と記載して、１２６０万４７８５円を振替処理し、

賃借料として計上している（乙１６）。そして、原告は、Ｂが作成した同年８月２０

日付けの８９万０７９７．５０元の領収書（甲９０）を保管している。 

ｂ 前記ａの認定事実によれば、原告は、Ｇ展の費用に関し、①平成１３年７月３１日付

けで、Ｆ公司（以下、(ア)において「Ｆ」という。）に支払った５０万元（７５２万円）

を外注費として計上し（仕訳１。前記ａ(b)）、②平成１４年１月２３日付けで、Ｆから

２００２年（平成１４年）１月１０日（以下、年については元号で表記する。）付けで

請求された９万８７３１米ドル（前記ａ(g)）に相当する１３２１万０２８０円を外注
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費として計上している上（仕訳２。前記ａ(h)）、③平成１３年８月３１日付けで、１３

９７万８９７６円を賃借料として計上しているところ（仕訳３。前記ａ(e)）、原告が上

記③の計上の根拠とする前記ａ(d)①のＩ有限公司名義の領収書（乙１３）については、

仮の領収書であり、これと同一の金額の同②の領収書（乙１４）が正式な領収書である

ことは、原告の自認するところであり、両者の発行された日付が近接していること等に

も照らし、これらは同一の事項に係るものであると認めるのが相当である。ところで、

後者の領収書の摘要欄には「Ｊ展展費」と記載されているところ、原告は、上記の記載

は誤記である旨を主張するものの、その主張するところによれば正式の領収書であるは

ずのものに上記のような重要な欠陥があるにもかかわらずこれを放置していたことに

つき首肯するに足りる事情があったことをうかがわせる証拠は見当たらず、上記の領収

書の直前の番号の同じくＩ有限公司の名義による領収書（乙７５）の摘要欄には「ｎ展」

と記載されていたこと（前記ａ(d)③）にも照らすと、むしろ、前記ａ(d)②の領収書（乙

１４）はその摘要欄に記載された事項に係るものであったと認めるのが自然であって、

そうであるならば、前記ａ(d)①の領収書（乙１３）についても、前記ａ(d)②の領収書

（乙１４）と同一の事項に係るものであるというべきこととなる。そして、Ｊ展の費用

については、前記ａ(i)のとおり経理処理がされて、既に損金に算入されていたもので

ある。 

 一方、上記③の賃借料（１３９７万８９７６円。仕訳３）については、当該賃借料に

係る請求書が存在せず、仮に、前記ａ(d)①のＩ有限公司名義の領収書（乙１３）のと

おり原告が平成１３年８月２８日にＦに対して支払をしたのであれば、それに先立って

Ｆから原告に対して同月２１日にファクシミリにより送信された文書（乙８の１及び２。

前記ａ(c)）に上記③の賃借料の請求に係る記載があるのが自然であるにもかかわらず、

上記の文書にはそのような記載がされていないこと、上記③の賃借料の経理処理の内容

は、「Ｇ関係費」との摘要欄の記載の下に仮払金及び前払費用として同年２月に経理処

理され、同時期に本件各個人口座に入金されたものが、後に当該仮払金等を原価と相殺

したものとして振替処理されるという不自然なものであり（前記ａ(e)及び(f)）、当該

仮払金又は前払費用の相手方は明らかではなく、それらが経理処理された時期にそれら

に相当する支払がされたことを裏付ける証拠は見当たらないこと、前記ア(ア)に述べた

ような性格の未払費用等確認メモ（乙４）には、上記③の賃借料に対応すると認められ

る記載があり、当該記載の摘要欄の部分が○で囲まれていることなどを併せ考慮すれば、

原告は、何らかの理由で入手した前記ａ(d)①のＩ有限公司名義の領収書（乙１３）を

利用して（なお、原告はＪ展の賃借料として計上されたところに相当する領収書（甲９

０）を別に保管している。前記ａ(i)）、上記③の賃借料の支払がされていないにもかか

わらず、その支払があったかのように計上したものということができ、架空の原価を計

上したものと認めるのが相当である。 

ｃ 原告は、Ｇ展における出展料の売上げに対応する原価としては、主催者（Ｆ）に対す

る分配金とは別に、ｈセンターに対する会場代（単価は１㎡当たり９０米ドル）が存在

し、被告が架空の原価と主張する賃借料は上記の会場代であるのであって、平成１３年

８月３１日付けの賃借料（１３９７万８９７６円。仕訳３）が計上されないとすれば、

上記の展示会に関する主催者、会場及び募集者の間の分配や原告の売上げと原価との対
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応関係が不合理な結果となるなどと主張し、これに沿う証拠（甲８０、８８、９０、９

２、証人乙、原告代表者）もある。 

 しかしながら、上記の展示会に関し、分配金については、前記ａ(a)の協議書（甲１

４）において１㎡当たり１３０米ドルと明示され、前記ａ(c)のファクシミリにより送

信された文書（乙８の１及び２）においても上記の分配金が請求されるなどしているの

に対し、上記の会場代については、その金額等に関する合意がされたこと及びそれに基

づく請求がされたこと等を裏付ける客観的な証拠は見当たらない。原告代表者は、尋問

中で、上記の展示会に関し、１㎡当たり９０米ドルで算定される会場代が存在し、Ｈに

おいて、会場代の存在を知っている旨供述し、その陳述書である甲８０にもこれに沿う

記載があるが、Ｈに在籍していた丁の陳述書（甲８６）には、ＨとＦとの間で協議書を

作成した際に、Ｆに対して支払う金額が定められていたところ、当該金額については、

会場代と分配金の合計額であったため、その内訳は明確ではなく、その内訳を明確に意

識することもなかったとの記載があり、これによれば、前記ａ(a)の上記の展示会に係

る協議書におけるＦが受領する金額には会場代が含まれていることがうかがわれる上、

原告が主張するようにＦに対する分配金とは別に支払うべき会場代が存在するとすれ

ば、これを定めた協議書等が存在し、原告においてこれを容易に入手することができる

はずであるにもかかわらず、これが見当たらないことは上記に述べたとおりである。原

告は、平成１３年８月２１日にＦから原告に対してファクシミリにより送信された文書

（乙８の１及び２）に中国語で「さらに」ないしは「まだ」支払う必要がある旨を示す

文言があるとも指摘するが、上記の文言については、その時点で既に５０万元の支払が

されていたこと（前記ａ(c)）を踏まえたものと解することが可能であり、むしろ、原

告の主張によればＦが立替払をして負担したとする１１万米ドルを超える少なからぬ

金額の精算を要する費用について、Ｆが、上記の文書をもって請求をするに当たり、自

明のこと等として、上記のような抽象的な文言を用いることのみをもって足りるとし、

明示的に金額を挙げて支払を求めることをしなかったとみることは、不自然というべき

である。また、上記の文書中の「ｂとの財務決算清算」（乙８の２）に記載されている

「場地租金」については、仮に原告の主張するように会場代の付加費用であるとしても、

Ｆにおける分配金等の取扱いに関する丁の既に述べたような説明の内容に照らすと、そ

のことをもって、上記の認定判断が直ちに左右されるともいい難い。これらのことのほ

か、上記の展示会の現地費用として原告が主張する通信費（甲７４の１～３）に関して

は、原告の平成１２年度の仕訳帳（乙３３）には、平成１３年６月２２日付けで摘要欄

に「現場費用、電気・電話回線等Ｒ２２０，１４２．６３」と記載して３３８万５７９

４円が別に計上されている。 

 これらのことからすれば、上記の原告の主張は、採用することができない。 

(イ) 別紙３の別表２－１の番号青取２の取引について 

ａ 原告は、平成１３年８月２８日から同年９月１日まで北京のｊセンターで開催された

Ｋ展（甲２０）に関するものとして、同年１０月３１日付けで、摘要欄に「会場代Ｂ公

司ＵＳＤ２４，０００」と記載した上、賃借料（相手勘定は未払費用）として２９５万

４４００円を計上し、これを損金の額に算入している（乙１７）。 

 しかしながら、上記の賃借料については、後に述べるような採用し難いもののほかは、
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当該賃借料の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらない。原告は、上記の

賃借料として計上した未払費用については、平成１４年５月２日に他の費用と併せて普

通預金により決済しているところ（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号３７８

～３８０。乙３４）、同日、前記ア(オ)に述べたような立場にある丙の名義の銀行口座

に２０万米ドルを送金する手続を執っているが（甲９４、乙２４の１及び２）、後に述

べるように同人ないしはＥ公司において上記の支払をしたとの事実は認め難い。そして、

前記ア(ア)に述べたような性格の未払費用等確認メモ（乙４）には、当該賃借料に対応

すると認められる記載があり、当該記載の摘要欄の部分が○で囲まれている。また、前

記ア(エ)に述べたような性格の請求書等要求メモ（乙７）の１枚目にも、当該賃借料に

対応すると認められる記載があり、原告は、平成１３年１０月３１日付けで上記の賃借

料を計上したにもかかわらず、その約１年１０か月後の平成１５年８月８日（又は少な

くともその約１年５か月後の同年３月３０日）の時点でも請求書及び領収書を有してい

なかったということができる。以上のことを考慮すれば、原告は、当該賃借料の支払が

されていないにもかかわらず、その支払があったかのように計上し、事後的に請求書等

を入手しようとしたものということができ、架空の原価を計上したものと認めるのが相

当である。 

ｂ 原告は、Ｋ展においては、中国側主催者に対する分配金とは別に、Ｂに対する会場代

（単価は１㎡当たり１２０米ドル）が存在し、平成１３年１０月３１日付けで計上した

賃借料（２９５万４４００円）については、上記の展示会に関する会場代１万６２００

米ドルと現地費用７８００米ドルの合計額であり、その支払を委託したＥ公司がＢに対

して支払っており、その支払の事実についてはＢ作成の同年９月１４日付けのＥ公司宛

ての２万４０００米ドルの領収書（甲１７）により明らかである等と主張し、これに沿

う証拠（甲８０、８８、９０、９２、証人乙、原告代表者）もある。 

 しかしながら、原告がＥ公司に対してＫ展の賃借料等の支払を委託したことを裏付け

る客観的な証拠はないほか、上記の領収書（甲１７）については、「Ｅ」を宛て先とし、

「ｉ展日本展区費用」と記載されているだけであり、領収金額の内訳や算定根拠の記載

はなく、上記の領収書に対応する請求書も見当たらないところ、上記の記載によって、

直ちに、原告がＥ公司に対してＫ展の会場代等の支払を委託し、Ｅ公司が原告の代理と

してこれを支払ったことが明らかであるとはいえない。また、仮に平成１３年１０月３

１日に上記の賃借料を計上した際に原告がこれに先立つ日付の上記の領収書により支

払の事実を確認していたならば、Ｂに対する未払費用として経理処理をする必要はなか

ったものであって、このことのほか、既に述べたように請求書等要求メモ（乙７）に上

記の賃借料に対応する記載があることにも照らすと、原告においては、上記の賃借料を

計上した際に上記の領収書（甲１７）を含めて請求書及び領収書を確認していなかった

ものと認めるのが相当であり、前記ア(オ)に述べたように、Ｅ公司ないし丙においては

原告の経理処理の外形を整えることに協力していたと推認されることからすれば、上記

の領収書については、原告が後日入手したものと推認される。 

 また、上記の展示会の協議書（甲２０）には、中国側実施者が分配金として１㎡当た

り１００米ドルを受領する旨が記載されているのに対し、原告が主張する会場代につい

ては記載がないのであって、これに係る合意がされたことを裏付ける客観的な証拠は見



50 

当たらない。原告代表者は、尋問中で、上記の展示会に関し、１㎡当たり１２０米ドル

で算定される会場代が存在する旨供述し、その陳述書である甲８０にもこれに沿う記載

があるが、仮にそのような会場代が存在するとすれば、これを定めた協議書等が存在し、

原告においてこれを容易に入手することができるはずであるにもかかわらず、これが見

当たらない上、Ｈに在籍していた丁の陳述書（甲８６）中の会場代と分配金についての

既に述べたような記載からすれば、上記の原告代表者の供述等は採用することができな

い。 

 そして、原告がＥ公司においてＢに現地費用を支払ったとする主張については、原告

は、平成１３年８月３１日付けで、「Ｋ展ｐブース関係費」及び「Ｋ展ｑブース関係費」

として、Ｅ公司に対する外注費として合計１８万８７９２円を計上していること（乙３

３）にも照らし、なお疑義が残るというべきである。 

 以上に述べたところによれば、上記の領収書（甲１７）については、原告が平成１３

年１０月３１日付けで計上した賃借料（２９５万４４００円）の根拠となるものとはい

えず、上記の原告の主張は、採用することができない。 

(ウ) 別紙３の別表２－１の番号１３の取引について 

ａ 原告は、平成１３年１０月２３日から同月２７日まで北京のｊセンターで開催された

Ｌ展（弁論の全趣旨）に関するものとして、平成１４年１０月３１日付けで、摘要欄に

「会場代 Ｂ公司 ＵＳＤ５５，０００」と記載した上、賃借料（相手勘定は未払費用）

として６７７万６０００円を計上し、これを損金の額に算入している（乙２９）。 

 しかしながら、上記の賃借料については、後に述べるような採用し難いもののほかは、

当該賃借料の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらない。原告は、上記の

賃借料として計上した未払費用については、平成１５年１月３１日に現金により決済し

（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号５２８及び５２９。乙３５）、同日、本

件各個人口座に１００万円を４件及び６０万円の合計４６０万円が入金されているが

（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号５２７～５３１。乙４２）、その時期に上記の

費用の支払に相当する送金等がされた形跡はない。そして、前記ア(イ)に述べたような

性格の平成１４年１０月期損益メモ（乙５）には、当該賃借料に対応すると認められる

記載があり、また、前記ア(エ)に述べたような性格の請求書等要求メモ（乙７）の１枚

目にも、当該賃借料に対応すると認められる記載があり、原告は、平成１４年１０月３

１日付けで上記の賃借料を計上したにもかかわらず、その約１０か月後の平成１５年８

月８日（又は少なくともその約５か月後の同年３月３０日）の時点でも請求書及び領収

書を有していなかったということができる。以上のことを考慮すれば、原告は、当該賃

借料の支払がされていないにもかかわらず、その支払があったかのように計上し、事後

的に請求書等を入手しようとしたものということができ、架空の原価を計上したものと

認めるのが相当である。 

ｂ 原告は、前記ａの賃借料（６７７万６６００円）については、Ｂから追加請求された

Ｌ展の会場代を負担したものである上、同展示会の取引においては、支払金額が二転三

転した経緯があると主張し、平成１３年１１月８日付けのＢ名義の原告宛て文書（甲４

２）には、上記展示会の会場代が変更され、元の会場代に加えて５万５０００米ドルを

追加請求する旨の記載がある。 
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 しかしながら、原告が上記の追加の会場代と主張するものについては、原告がＢに対

して支払ったことを裏付ける領収書等の客観的証拠はなく、Ｂに対して送金等がされた

形跡もない。原告は、上記展示会に関する日本側の募集当事者はＨであって、その代行

者である原告についてはＨから受領する業務支援費が売上げとなるにすぎないと主張

するのであるから、上記の展示会において原告の主張する追加の会場代を支払う義務が

発生したとすれば、Ｈがその義務を負うというのが自然であるにもかかわらず、Ｈに在

籍していた丁の陳述書（甲８６）には、上記の追加の会場代の支払を拒絶し、その追加

費用に関する書類を見たことがない旨の記載がある上（なお、その記載の内容からみて、

同人は、原告が追加費用の負担として主張するところにつき事後に原告が本件に証拠と

して提出した文書をもって認識したものと認めるのが相当である。）、上記の展示会に関

する同年１０月１９日付けのＦ公司と原告との間の協議書（甲４３）及び同月２６日付

けのＢとＨの授権代理者としての原告との間の協議書（甲４４）にも、追加の会場代の

発生やこれを原告が負担すべきことをうかがわせる記載は見当たらないのであって、本

件において原告が主張するところを参照しても原告が上記の追加の会場代を支払うべ

き合理的理由も直ちには見いだし難い。その上で、原告が上記の同年１１月８日付けの

文書（甲４２）と類似するＢ名義の印のある白紙の用紙（乙８１）を保管していたこと

も併せ考慮すると、上記の文書（甲４２）の内容には疑問が残るといわざるを得ない。

上記の原告の主張は、採用することができない。 

(エ) 別紙３の別表２－３の番号２２の取引について 

ａ 原告は、Ｍ展に関するものとして、平成１５年３月３１日付けで、摘要欄に「会場代

 Ｂ公司 ＵＳＤ９５，０００」と記載した上、外注費（相手勘定は未払費用）として

１１５１万４０００円を計上し、これを損金の額に算入している（乙３２）。 

 しかしながら、上記の外注費については、後に述べるような採用し難いもののほかは、

当該外注費の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらない。原告は、上記の

外注費として計上した未払費用については、同年１２月２６日に他の費用と併せて普通

預金により決済し（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号６５２及び６５４。乙

３６の３）、同日、Ｎ銀行の原告代表者名義の預金口座に２３万５８８０米ドルを送金

する手続を執っているが（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号６５２。乙５６の１及

び２）、上記の費用の支払に相当する送金等がされた形跡はない。そして、前記ア(ウ)

に述べたような性格の平成１５年３月期損益メモ（乙６）には、「会場代 Ｂ公司 Ｕ

ＳＤ９５，０００→￥１１，５１４，０００」と記載され、上記の外注費に対応する記

載があるということができ、また、前記ア(エ)に述べたような性格の請求書等要求メモ

（乙７）の１枚目にも、当該外注費に対応すると認められる記載があり、原告は、同年

３月３１日付けで上記の外注費を計上したにもかかわらず、その約４か月後の同年８月

８日（又は少なくとも計上の日）の時点でも請求書及び領収書を有していなかったとい

うことができる。以上のことを考慮すれば、原告は、当該外注費の支払がされていない

にもかかわらず、その支払があったかのように計上し、事後的に請求書等を入手しよう

としたものということができ、架空の原価を計上したものと認めるのが相当である。 

ｂ 原告は、前記ａの外注費（１１５１万４０００円）については、Ｍ展の会場代として

Ｂに支払ったものであると主張し、Ｂとの間のＭ展に係る平成１４年１０月３１日付け
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の契約書（甲６３）及び当該支払に係るものとされる平成１５年１２月２６日付けの領

収証明（甲６４）を提出する。 

 しかしながら、前記ａの外注費の計上と上記の原告の主張に係る会場代とは費目が整

合せず、不自然であるといわざるを得ない。また、上記の契約書（甲６３）には、原告

がＭ展の会場として使用する目的で当該公司から平成１５年１０月１日から同月７日

まで展示場をレンタルし、第１回目の支払として同年６月３０日に９万５０００米ドル

を支払う旨の記載があるところ、前記ａの外注費の計上の時点では第１回目の支払日が

到来していないことなどからすれば、上記の契約書については、前記ａの外注費と金額

が同一であるにとどまり、それが計上された同年３月３１に費用を前払することに関係

するものとは直ちには認め難い。さらに、上記の領収証明（甲６４）には、Ｂが原告か

ら展覧会会場使用料として９万５０００米ドルを受領した旨の記載があるものの、具体

的な展示会の名称や領収日が記載されていないこと、原告が上記の領収証明と同一の様

式のＢ名義の印のある白紙の用紙（乙８１）を保管していたこと、前記ａのとおり請求

書等要求メモに前記ａの外注費に対応する記載があることなどからすれば、上記の原告

の主張は、採用することができない。 

エ Ｏ有限公司の市場調査費（別紙３の別表２－１の番号２、３及び６、別表２－２の番号１

５並びに別表２－３の番号１９の取引）について 

(ア)ａ 原告は、①平成１３年８月２日付けで、摘要欄に「市場調査費 Ｏ公司 Ｒ１８０，

０００」と記載した上、外注費（相手勘定は普通預金）として２７１万６２００円（乙

１９。別紙３の別表２－１の番号２）を、②同年１０月３１日付けで、摘要欄に「市

場調査資料代 Ｒ１００，０００ Ｏ公司」と記載した上、外注費（相手勘定は仮払

金）として１４７万２０００円（乙２０。同表の番号３）を、③同日付けで、摘要欄

に「市場調査費 Ｏ公司 ＵＳＤ３０，０００」と記載した上、外注費（相手勘定は

未払費用）として３６９万３０００円（乙２１。同表の番号６）を、④平成１４年１

０月３１日付けで、摘要欄に「市場調査費 Ｏ公司 ＵＤＳ６５，０００」と記載し

た上、外注費（相手勘定は未払費用）として８００万８０００円（乙２９。別紙３の

別表２－２の番号１５）を及び⑤平成１５年３月３１日付けで、摘要欄に「市場調査

費 Ｏ公司 ＵＳＤ９２，０００」とした上、外注費（相手勘定は未払費用）として

１１１５万０４００円（乙３２。別紙３の別表２－３の番号１９）を、それぞれ計上

し、これらを損金に算入している。 

ｂ しかしながら、上記の各外注費については、後に述べるような採用し難いもののほ

かは、仮払金を精算したとされているもの（上記ａの②）以外のものについては、当

該各外注費の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらず、仮払金を精算し

たとされているものについても、当該仮払金の支出日や相手方が明らかではない上、

当該仮払金の精算をもって当該原価の支払等に充てられたことを的確に裏付ける請

求書、領収書等は見当たらない。原告は、①上記ａの①の外注費については、同じ平

成１３年８月２日付けで仮払金（１２８万３８００円）と併せた合計４００万円を普

通預金により決済しているところ（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号１７

８及び１７９。乙１９）、同日、同金額が本件各個人口座に入金されているが（同表

の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号１７８～１８１。乙４０）、上記の費用の支払に相
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当する送金等がされた形跡はなく、②上記ａの②の外注費については、仮払金と相殺

したものとして振替処理をして計上されているところ（同表の「Ａ原告の仕訳」欄の

番号２３２。乙２０）、当該仮払金の支出日や相手方が明らかではなく、当該処理日

とおおむね同時期に多額の金員が本件各個人口座に入金されているが（同表の「Ｂ本

件各個人口座」欄の番号２２３～２４０等。乙３９、４０）、上記の費用の支払に相

当する送金等がされた形跡はなく、③上記ａの③の外注費として計上した未払費用に

ついては、平成１４年５月２１日に他の費用と併せて普通預金により決済されている

ところ（同表の「Ａ原告の仕訳」欄の番号３７８～３８０。乙３４）、同日、前記ア(オ)

に述べたような立場にある丙の名義の銀行口座に２０万米ドルを送金する手続を執

っているが（甲９４、乙２４の１及び２）、同人ないしはＥ公司において上記の支払

をしたとの事実を裏付ける証拠はなく、④上記ａの④の外注費として計上した未払費

用については、平成１５年３月２７日に現金により決済されているところ（同表の「Ａ

原告の仕訳」欄の番号５５８及び５５９。乙３５）、その処理日とおおむね同時期に

多額の金員が本件各個人口座に入金されているが（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の

番号５５４～５６１。乙４０、５１、５２）、上記の費用の支払に相当する送金等が

された形跡はなく、⑤上記ａの⑤の外注費として計上した未払費用については、同年

１２月２６日に他の費用と併せて普通預金により決済されているところ（同表の「Ａ

原告の仕訳」欄の番号６５２～６５４。乙３６の３）、同日、Ｎ銀行の原告代表者名

義の預金口座に２３万５８８０米ドルを送金する手続を執っているが（同表の「Ｂ本

件各個人口座」欄の番号６５２。乙５６の１及び２）、上記の費用の支払に相当する

送金等がされた形跡はない。そして、前記ア(ア)に述べたような性格の未払費用等確

認メモ（乙４）には、上記ａの②及び③の各外注費に対応すると認められる記載があ

り、当該記載の摘要欄の部分が○で囲まれているほか、前記ア(イ)に述べたような性

格の平成１４年１０月期損益メモ（乙５）には、上記ａの④の外注費に対応すると認

められる記載があり、前記ア(ウ)に述べたような性格の平成１５年３月期損益メモ

（乙６）には、上記ａの⑤の外注費に対応すると認められる記載がある。以上のこと

を考慮すれば、原告は、当該各外注費の支払がされていないにもかかわらず、その支

払があったかのように計上したものということができ、架空の原価を計上したものと

認めるのが相当である。 

(イ) 原告は、前記(ア)ａの①～⑤の各外注費については、いずれも、原告が他社との間で

締結したコンサルティング契約に基づく業務をＯ有限公司に対して委託したことによる

業務委託料であって、原告の売上げに対応する原価を構成すると主張し、上記のコンサル

ティング契約に関して原告が受託先に対して請求した請求書（甲２９、５０、５６（いず

れも枝番を含む。））、同公司が発行した平成１７年１０月１８日付けの「証明」と題する

文書（甲３２）及び平成１５年１２月２６日付けの領収書（甲５９）を提出する。 

 しかしながら、原告とＯ有限公司との間における業務委託契約の存在を裏付ける契約書

等は見当たらず、同公司の原告に対する請求の内容等も明らかではない。そして、前記(ア)

ａの①～④の外注費に係る上記の「証明」と題する文書（甲３２）については、上記①の

外注費の支出から約４年、上記④の外注費の支出からも約２年半経過した後の日付で過去

の領収の事実を証明するものにすぎず、当該文書上も、当該各外注費の具体的内容が明ら
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かであるとはいえないこと、前記(ア)ａの⑤の外注費に係る上記の領収書（甲５９）につ

いては、既に述べたようにその支払に対応する送金等がされた形跡がないことに加え、平

成１１年から平成１４年までの間に作成された同公司を当事者とする請負契約書（乙７９

の１～３）に原告代表者が同公司の代表者として署名しているという同公司と原告ないし

原告代表者との間の関係の特殊性をも併せ考慮すれば、原告が証拠として提出した上記の

各文書をもって、前記(ア)の認定を左右するものとはいえない。上記の原告の主張は、採

用することができない。 

オ Ｐ有限公司に対する運賃（別紙３の別表２－１の番号７～１０、別表２－２の番号１４及

び別表２－３の番号１８の取引）について 

(ア)ａ 原告は、①平成１３年１０月３１日付けで、摘要欄に「Ｇ展ｄ輸送費 Ｐ公司」と

記載した上、運賃（相手勘定は仮払金）として１６５万円（乙２０。別紙３の別表２

－１の番号７）を、②同日付けで、摘要欄に「ｅ展ｄ輸送費 Ｐ公司」と記載した上、

運賃（相手勘定は仮払金）として１１９万０５６２円（乙２０。同表の番号８）を、

③同日付けで、摘要欄に「ｆ展ｄ輸送費 Ｐ公司」と記載した上、運賃（相手勘定は

仮払金）として５０万円（乙２０。同表の番号９）を、④同日付けで、摘要欄に「貨

物輸送費 Ｐ公司 ＵＳＤ６，４００」と記載した上、運賃（相手勘定は未払費用）

として７８万７８４０円（乙２１。同表の番号１０）を、⑤平成１４年１０月３１日

付けで、摘要欄に「貨物輸送費 Ｐ公司 ＵＤＳ１，７００ ＵＳＤ１７，０００」

と記載した上、運賃（相手勘定は未払費用）として２０９万４４００円（乙２９。別

紙３の別表２－２の番号１４）を及び⑥平成１５年３月３１日付けで、摘要欄に「貨

物輸送代 Ｐ公司 ＵＳＤ４８，８８０」と記載した上、運賃（相手勘定は未払費用）

として５９２万４２５６円（乙３０。別紙３の別表２－３の番号１８）を、それぞれ

計上し、これらを損金の額に算入している。 

ｂ しかしながら、上記の各運賃については、後に述べるような採用し難いもののほか

は、当該各運賃の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらない。①上記ａ

の①～③の各運賃については、仮払金と相殺したものとして振替処理をして計上され

ているところ（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号２２９～２３１）、当該

仮払金の支出日や相手方が明らかではなく、当該処理日とおおむね同時期に多額の金

員が本件各個人口座に入金されているが（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号２３

８～２４０等。乙３９）、上記の費用の支払に相当する送金等がされた形跡はなく、

当該仮払金の精算をもって当該原価の支払等に充てられたことを的確に裏付ける請

求書、領収書等も見当たらない（なお、上記ａの③の運賃については、これに対応す

る記載のある請求書（乙２２）が存在するものの、当該請求書には展示会名の記載が

なく、宛て先として原告ではなく「ｒ」と記載されている。）。②上記ａの④の運賃と

して計上した未払費用については、原告は、平成１４年５月２１日に他の費用と併せ

て普通預金により決済しているところ（同表の「Ａ原告の仕訳」欄の番号３７８～３

８０。乙３４）、同日、前記ア(オ)に述べたような立場にある丙の名義の銀行口座に

２０万米ドルを送金する手続を執っているが（甲９４、乙２４の１及び２）、同人な

いしはＥ公司において上記の支払をしたとの事実を裏付ける証拠はなく、前記ア(ア)

に述べたような性格の未払費用等確認メモ（乙４）には、当該運賃に対応すると認め
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られる記載があり、当該記載の摘要欄の部分が○で囲まれており、また、前記ア(エ)

に述べたような性格の請求書等要求メモ（乙７）の１枚目にも、当該運賃に対応する

と認められる記載があり、原告は、平成１３年１０月３１日付けで上記の運賃を計上

したにもかかわらず、その約１年１０か月後の平成１５年８月８日（又は少なくとも

その約１年５か月後の同年３月３０日）の時点でも請求書及び領収書を有していなか

ったということができる。③上記ａの⑤の運賃として計上した未払費用については、

原告は、同年３月２６日に現金により決済しているところ（同表の「Ａ原告の仕訳」

欄の番号５５３及び５５４。乙３５）、同日、上記の決済金額を超える金額が本件各

個人口座に入金されているが（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号５５３及び５５

４。乙４０）、上記の費用の支払に相当する送金等がされた形跡はなく、前記ア(イ)

に述べたような性格の平成１４年１０月期損益メモ（乙５）には、当該運賃に対応す

ると認められる記載があり、前記ア(エ)に述べたような性格の請求書等要求メモ（乙

７）の１枚目にも、当該賃借料に対応すると認められる記載があり、原告は、平成１

４年１０月３１日付けで上記の賃借料を計上したにもかかわらず、その約１０か月後

の平成１５年８月８日（又は少なくともその約５か月後の同年３月３０日）の時点で

も請求書及び領収書を有していなかったということができる。④上記ａの⑥の運賃と

して計上した未払費用については、原告は、同年１２月２６日に他の費用と併せて普

通預金により決済しているところ（同表の「Ａ原告の仕訳」欄の番号６５２～６５４。

乙３５）、同日、Ｎ銀行の原告代表者名義の預金口座に２３万５８８０米ドルを送金

する手続を執っているが（同表の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号６５２。乙５６の１

及び２）、上記の費用の支払に相当する送金等がされた形跡はなく、前記ア(ウ)に述

べたような性格の平成１５年３月期損益メモ（乙６。「貨物輸送費 Ｐ ＵＳＤ１３，

０００」とするもの）には、当該運賃に対応すると認められる記載があり、また、前

記ア(エ)に述べたような性格の請求書等要求メモ（乙７）の１枚目にも、当該運賃に

対応すると認められる記載があり、原告は、同年３月３１日付けで上記の賃借料を計

上したにもかかわらず、その約５か月後の同年８月８日（又は少なくとも計上の日）

の時点でも請求書及び領収書を有していなかったということができるほか、同年５月

１５日を処理日付とする平成１５年３月期損益メモ（乙６）に基づいて処理されたと

推認される同月１６日を処理日付とする同年３月３１日付けの振替伝票（乙３１。以

下「平成１５年３月期末振替伝票」という。）においては、当該運賃に係る摘要欄の

金額の部分が、当初の印刷による「ＵＳＤ１３，０００」（平成１５年３月期損益メ

モ記載の金額と同額）から、手書きで、「４３，１２０」、「５３，１２０」、「３８，

８８０」と順に書き加えられており、不自然であるといわざるを得ない。以上のこと

を考慮すれば、原告は、上記ａの①～⑥の各運賃の支払がされていないにもかかわら

ず、その支払があったかのように計上したものということができ、架空の原価を計上

したものと認めるのが相当である。 

(イ) 原告は、①前記(ア)ａの①～④の各運賃については、Ｑ株式会社等に対する売上げに

係る原価を構成するものであると主張し、原告が同社等宛てに発行した請求書（甲３７の

１～５、３９の１、４０の１、４１の１～３）、Ｒ株式会社等が原告宛てに発行した請求

書等（甲３９の２～４、４０の２～５、４１の４～７）を提出し、②前記(ア)ａの⑤の運
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賃については、「Ｌ展」に係るｄ株式会社等に対する売上げに係る原価を構成するもので

あると主張し、原告が同社等宛てに発行した請求書（甲４７の１及び２、４８の１）、Ｒ

株式会社が原告宛てに発行した請求書（甲４８の２）、Ｓ株式会社が原告宛てに発行した

請求書（甲４８の３～６）を提出し、③前記(ア)ａの⑥の運賃については、原告のｄ株式

会社等に対する売上げに係る原価を構成するものであると主張し、原告が同社等宛てに発

行した請求書（甲５３の１～９、５４の１）、Ｔ株式会社が原告宛てに発行した請求書（甲

５４の２及び３）を提出する。 

 しかしながら、前記(ア)ａの①～④の各運賃について、これらに係る請求書等（甲３７、

３９～４１（いずれも枝番を含む。））によっても、原告とＰ有限公司との間で輸送に係る

取引が存在したことはうかがわれず、同公司が原告に対して前記(ア)ａの④の運賃と同額

を請求する内容の平成１４年５月２１日付け請求書（乙６３）については、その明細は明

らかではなく、原告の従業員でありｄ関係の取引の担当者であったⓂが本件査察調査の際

に初めて見たというものであり、同人が事前に確認したことのある請求書とは記載の在り

方も異なるものであること（乙６５）のほか、当該運賃につき既に述べたように請求書等

要求メモ（乙７）に対応する記載があることにも照らし、当該計上との関連性には疑問が

残り、他に原告と同公司との間における運送委託契約等の存在を裏付ける契約書等も見当

たらない。このように、当該各取引の存在を裏付ける客観的証拠はなく、原告が同公司に

対して当該各運賃を支払った形跡も見当たらないのであって、原告が証拠として提出した

上記の各文書をもって、前記(ア)の認定を左右するものとはいえない。 

 また、前記(ア)ａの⑤の運賃について、これに係る請求書等（甲４７、４８（いずれも

枝番を含む。））によっても、原告とＰ有限公司との間で輸送に係る取引が存在したことは

うかがわれず、上記の請求書は、平成１３年１１月１５日から平成１４年５月２７日まで

の間の日付で作成されたものであり、前記(ア)ａの⑤の運賃の計上された日とは少なくと

も５か月以上離れているのであって、当該計上と上記の請求書との関連性にも疑問が残る。

同公司が原告に対して輸送費用を請求する内容の平成１５年３月２６日付け請求書（乙６

６）については、その金額は１７００米ドルであって、その明細も明らかではなく、原告

の従業員でありｄ関係の取引の担当者であったⓂが本件査察調査の際に初めて見たとい

うものであり、同人が事前に確認したことのある請求書とは記載の在り方も異なるもので

あること（乙６５）のほか、当該運賃につき既に述べたように請求書等要求メモ（乙７）

に対応する記載があることにも照らし、当該計上との関連性には疑問が残り、他に原告と

同公司との間における運送委託契約等の存在を裏付ける契約書等も見当たらない。このよ

うに、当該取引の存在を裏付ける客観的証拠はなく、原告が同公司に対して当該運賃を支

払った形跡も見当たらないのであって、原告が証拠として提出した上記の各文書をもって、

前記(ア)の認定を左右するものとはいえない。 

 さらに、前記(ア)ａの⑥の運賃について、これに係る請求書（甲５３、５４（いずれも

枝番を含む。））によっても、原告とＰ有限公司との間で輸送に係る取引が存在したことを

うかがわれず（このことは、原告の指摘する甲５４の２及び３並びに甲７９の記載によっ

ても、直ちには左右されない。）、同公司が原告に対して前記(ア)ａの⑥の運賃と同額を請

求する内容の平成１５年６月１１日付け請求書（乙６３）については、当該運賃を計上し

た約３か月後の日付のものであって、その明細も明らかではなく、原告の従業員でありｄ
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関係の取引の担当者であったⓂが本件査察調査の際に初めて見たというものであり、同人

が事前に確認したことのある請求書とは記載の在り方も異なるものであること（乙６５）

のほか、当該運賃につき既に述べたように請求書等要求メモ（乙７）に対応する記載があ

ることにも照らし、当該計上との関連性には疑問が残り、他に原告と同公司との間におけ

る運送委託契約等の存在を裏付ける契約書等も見当たらない。このように、当該取引の存

在を裏付ける客観的証拠はなく、原告が同公司に対して当該運賃を支払った形跡も見当た

らないのであって、原告が証拠として提出した上記の各文書をもって、前記(ア)の認定を

左右するものとはいえない。 

 上記の原告の主張は、採用することができない。 

カ 通訳代及び翻訳代について 

(ア) 別紙３の別表２－１の番号１、４及び５の取引について 

ａ 原告は、①平成１３年７月２４日付けで、摘要欄に「Ｕ通訳代 Ｒ６５，０００」と

記載した上、外注費（相手勘定は仮払金）として６９万８５００円（乙１８。別紙３の

別表２－１の番号１）を、②同年１０月３１日付けで、摘要欄に「翻訳代 Ｒ１３０，

０００」と記載した上、外注費（相手勘定は仮払金）として１９１万３６００円（乙２

１。同表の番号４）を及び③同日付けで、摘要欄に「Ｕ通訳代 Ｒ４０５，０００」と

記載した上、外注費（相手勘定は仮払金）として、５９６万１６００円（乙２１。同表

の番号５）を、それぞれ計上し、これらを損金の額に算入している。 

 上記①～③の各外注費（通訳代及び翻訳代）については、仮払金を精算したものとさ

れているところ、当該仮払金の支出日や相手方が明らかではない上、後に述べるような

採用し難いもののほかは、当該仮払金の精算をもって当該原価の支払等に充てられたこ

とを的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらないこと、他に上記の費用の支払に相

当する送金等がされた形跡はないこと、前記ア(ア)に述べたような性格の未払費用等確

認メモ（乙４）には、当該各外注費に対応すると認められる記載があり、当該記載の摘

要欄の部分がいずれも○で囲まれていることを併せ考慮すれば、原告は、当該各外注費

の支払がされていないにもかかわらず、その支払があったかのように計上したものとい

うことができ、架空の原価を計上したものと認めるのが相当である。 

ｂ 原告は、前記ａの①～③の各外注費については、Ｕに関するＶに対する売上げに対応

する原価であると主張し、当該各外注費の領収書として中国のｔセンターが原告宛てに

作成した平成１３年１１月１２日付け文書（甲３６）、原告がＶ等宛てに発行した請求

書（甲３４の１～１７）のほか、平成１４年１０月８日付けの経済産業省作成の「「Ｕ」

展示会の開催について」と題する書面（甲３３）、Ｕの事業内容の報告書（甲３５）を

提出する。 

 しかしながら、上記の請求書（甲３４の１～１７）の記載によっても、原告が上記の

センター等に通訳や翻訳等の業務を委託したことをうかがわせる記載は見当たらない

ばかりか、上記の請求書の内訳には、中国から国際線で出発する場合の空港諸税（乙７

６）、東京と北京等との間の航空運賃、原告代表者等による通訳費等の記載があり、こ

れらの記載からすれば、原告代表者等が中国を訪問し、通訳等をしていたことがうかが

われる。そして、上記の請求書の請求先の一つであるＨの戊に係る質問てん末書（乙７

７）には、中国政府の要人と会う等の際のアテンド代については、通訳代及び宿泊代込
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みで１日当たり７万５０００円を支払っている旨の記載があるところ、このような供述

は、Ｈ宛ての上記の請求書（甲３４の４、６、１１、１６）の記載と合致していること、

同じく上記の請求書の請求先の一つであるＶのＷに係る質問てん末書（乙７８）には、

Ｖ関係者の中国出張の際には原告代表者に同行してもらい、通訳を依頼している旨の記

載があること、原告の従業員であるⓂに係る質問てん末書（乙６５）にも、原告が翻訳

の業務を外部に委託することはほとんどなかった旨の記載がある。 

 そして、上記の平成１３年１１月１２日付け文書（甲３６）については、上記のセン

ターが原告からＵに係る翻訳代等として当該各外注費に相当する金員を受領した旨の

記載があるものの、同文書には受領日の記載はなく、その作成日が前記ａの当該各外注

費の計上日から約半月から３か月経過した後の日付であることに加え、当該各外注費に

係る翻訳等の業務の委託契約の存在を裏付ける契約書、請求書等は見当たらないことな

どからすれば、上記の原告の主張は、採用することができない。 

(イ) 別紙３の別表２－２の番号１６及び１７の取引について 

ａ 原告は、①平成１４年１０月３１日付けで、摘要欄に「通訳費 Ｙ ＵＤＳ３３，６

００」と記載した上、外注費（相手勘定は未払費用）として４１３万９５２０円（乙２

９。別紙３の別表２－２の番号１６）を及び②同日付けで、摘要欄に「翻訳費 Ｚ Ｕ

ＤＳ２４，０００」と記載した上、外注費（相手勘定は未払費用）として２９５万６８

００円（乙２９。別紙３の別表２－２の番号１７）を、それぞれ計上し、これらを損金

の額に算入している。 

 しかしながら、上記の各外注費については、後に述べるような採用し難いもののほか

は、当該各外注費の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらない。原告は、

上記①の外注費（通訳費）として計上した未払費用については、平成１４年１１月２７

日及び平成１５年１月１４日に現金により決済しているところ（別紙４の別表１の「Ａ

原告の仕訳」欄の番号４７３、５０９及び５１０。乙３５）、その処理日とおおむね同

時期に上記の決済金額を超える金額が本件各個人口座に入金されているが（同表の「Ｂ

本件各個人口座」欄の番号４７４及び４７５。乙３８）、上記の費用の支払に相当する

送金等がされた形跡はない。上記②の外注費（翻訳費）として計上した未払費用につい

ては、平成１５年１月１０日に現金により決済しているところ（同表の「Ａ原告の仕訳」

欄の番号４９６及び４９７。乙３５）、同日、上記の決済金額を超える金額が本件各個

人口座に入金されている一方で、これらから入金額を超える出金がされているが（同表

の「Ｂ本件各個人口座」欄の番号４９４～５０７。乙３７～３９、４２）、上記の費用

の支払に相当する送金等がされた形跡はない。そして、前記ア(イ)に述べたような性格

の平成１４年１０月期損益メモ（乙５）に当該各外注費に対応すると認められる記載が

あることを併せ考慮すれば、原告は、当該各外注費の支払がされていないにもかかわら

ず、その支払があったかのように計上したものということができ、架空の原価を計上し

たものと認めるのが相当である。 

ｂ 原告は、前記ａの各外注費については、Ｕに関するＶ等に対する売上げに対応する原

価であると主張し、原告がＶ等宛てに発行した請求書（甲５２の１～４４）を提出する。 

 しかしながら、上記の請求書には、原告が請求先に通訳費、翻訳費等を請求する旨の

記載があるものの、上記の各外注費との関連性をうかがわせる記載はなく、Ｙ及びＺに
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対する通訳等の業務の委託に係る契約書やこれに係る請求書等も見当たらないことに

加え、前記(ア)ｂに述べたＶのＷに係る質問てん末書（乙７８）や原告の従業員である

Ⓜに係る質問てん末書（乙６５）の記載内容に照らすと、上記の原告の主張は、採用す

ることができない。 

(ウ) 別紙３の別表２－３の番号２１の取引について 

ａ 原告は、平成１５年３月３１日付けで、摘要欄に「通訳費 Ｙ他ＵＳＤ１０，１２０」

と記載した上、外注費（相手勘定は未払費用）として１２２万６５４４円を計上し（乙

３２。別紙３の別表２－３の番号２１）、これを損金の額に算入している。 

 しかしながら、上記の外注費については、後に述べるような採用し難いもののほかは、

当該外注費の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらない。原告は、上記の

外注費（通訳費）として計上した未払費用については、平成１５年１０月６日に仮払金

と相殺処理をして決済しているが（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号６３７。

乙３６の３）、当該仮払金の支出日や相手方が明らかではない上、当該仮払金の精算を

もって当該原価の支払等に充てられたことを的確に裏付ける請求書、領収書等も見当た

らず、他に上記の費用の支払に相当する送金等がされた形跡もない。平成１５年３月期

末振替伝票（乙３１）においては、当該外注費に係る摘要欄の記載が当初の「通訳費 

ｙ」に「他○名」と追加され、その金額も「ＵＳＤ３６，０００」から「ＵＳＤ１０，

１２０」へと修正されており、不自然であるといわざるを得ないこと、前記ア(ウ)に述

べたような性格の平成１５年３月期損益メモ（乙６）に上記の修正後の当該外注費に対

応すると認められる記載があることを併せ考慮すれば、原告は、当該外注費の支払がさ

れていないにもかかわらず、その支払があったかのように計上したものということがで

き、架空の原価を計上したものと認めるのが相当である。 

ｂ 原告は、前記ａの外注費については、Ｕに関する売上げに対応する原価であると主張

し、これに係る請求書（甲６０の１～２２）及びＹが平成１５年１０月６日付けで発行

した領収証明と題する文書（甲６１）を提出する。 

 しかしながら、上記の請求書（甲６０の１～２２）には、原告が請求先に通訳費を請

求する旨の記載があるものの、上記の外注費との関連性をうかがわせる記載はなく、Ｙ

等に対する通訳等の業務の委託に係る契約書やこれに係る請求書等も見当たらないこ

とに加え、上記の領収証明と題する文書（甲６１）には、Ｙが原告から１万０１２０米

ドルを翻訳費として受領したことを証明する旨の記載があるものの、前記ａのとおり、

当該外注費に係る摘要欄の「通訳費 Ｙ他」との記載とは整合しない上、Ｙ以外の者を

特定する証拠又は原告が主張するようにＹが他の者を代表する立場でまとめて支払を

受けたことを裏付ける証拠は見当たらず、上記の文書の日付（平成１５年１０月６日）

は、当該外注費の計上日から約６か月経過した後のものであり、不自然であるといわざ

るを得ないことからすれば、上記の原告の主張は、採用することができない。 

(エ) 別紙３の別表２－３の番号２０の取引について 

ａ 原告は、平成１５年３月３１日付けで、摘要欄に「翻訳代 ａ公司 ＵＳＤ２１，０

００」と記載した上、外注費（相手勘定は未払費用）として２５４万５２００円を計上

し（乙３２。別紙３の別表２－３の番号２０）、これを損金の額に算入している。 

 しかしながら、上記の外注費については、後に述べるような採用し難いもののほかは、
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当該外注費の支払を的確に裏付ける請求書、領収書等は見当たらない。原告は、上記の

外注費（通訳費）として計上した未払費用については、平成１５年１０月６日に仮払金

と相殺処理をして決済しているが（別紙４の別表１の「Ａ原告の仕訳」欄の番号６３６。

乙３６の３）、当該仮払金の支出日や相手方が明らかではない上、当該仮払金の精算を

もって当該原価の支払等に充てられたことを的確に裏付ける請求書、領収書等も見当た

らず、他に上記の費用の支払に相当する送金等がされた形跡もない。平成１５年３月期

末振替伝票（乙３１）においては、金額を３７５万７２００円とする外注費について、

当初の摘要欄の記載は「翻訳費 Ⓐ ＵＳＤ３１，０００」であったものが、主体につ

き「ａ公司」に修正され、その金額も３回修正されて 終的に「ＵＳＤ２１，０００」

とされており、不自然であるといわざるを得ないこと、前記ア(ウ)に述べたような性格

の平成１５年３月期損益メモ（乙６）には「翻訳費 Ⓐ ＵＳＤ３１，０００→３，７

５７，２００」との記載があり、上記の修正の経緯に照らし、これは当該外注費に対応

すると認められることを併せ考慮すれば、原告は、当該外注費の支払がされていないに

もかかわらず、その支払があったかのように計上したものということができ、架空の原

価を計上したものと認めるのが相当である。 

ｂ 原告は、前記ａの外注費については、取引先との間のコンサルティング契約に係る売

上げの原価であると主張し、これに係る請求書（甲５６の１～２６）及びａ公司が原告

宛てに発行した平成１５年１０月６日付けの領収証明と題する文書（甲５８）を提出す

る。 

 しかしながら、上記の請求書（甲５６の１～２６）には、原告が同公司に対して翻訳

の業務を委託したことをうかがわせる記載は見当たらず、同公司への業務の委託に係る

契約書やこれに係る請求書等も見当たらないことに加え、上記の領収証明と題する文書

（甲５８）には、同公司が原告から調査費として２万１０００米ドルを受領した旨の記

載があるものの、前記ａのとおり、当該外注費に係る摘要欄の「翻訳代」との記載とは

整合しない上、上記の文書の日付（平成１５年１０月６日）は、当該外注費の計上日か

ら約６か月経過した後のものであり、原告が同公司名義の印のある白紙の領収書の用紙

（乙８０）を所持していたことも併せ考慮すると、上記の領収証明と題する文書の内容

にも疑問が残るといわざるを得ないことからすれば、上記の原告の主張は、採用するこ

とができない。 

キ Ｅ公司のｄブース関係費（別紙３の別表２－２の番号１１及び１２の取引）について 

(ア) 原告は、①平成１３年７月３１日付けで、摘要欄に「ｅ展電機ブース関係費 Ｅ」と

記載した上、外注費（相手勘定は普通預金）として７４３万０９４０円（乙９、３３）を

及び②同年１０月３１日付けで、摘要欄に「ｆ展ｄブース施工費 Ｅ公司」と記載した上、

外注費（相手勘定は仮払金）として７９３万２０７２円（乙２０）を、それぞれ計上して

いる。ところが、その後、③平成１４年５月２１日、丙の名義の銀行口座に２０万米ドル

（２５３８万円）を送金する手続を執り（甲９４、乙２４の１及び２）、同日付けで、そ

のうち１５４３万１０４０円について、摘要欄に「Ｌ 電気代等 Ｅ公司」と記載した上、

平成１４年１０月期の外注費（相手勘定は普通預金）として計上したほか、残額の９９４

万８９６０円についても、未払費用（相手勘定は普通預金）及び雑損失（為替差損）とし

て計上し（乙２５）、④同月２２日、丙の名義の銀行口座に１０万米ドル（１２４９万円）
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を送金する手続を執り（乙２６の１及び２）、同日付けで、当該金額について、摘要欄に

「Ｅ公司」と記載した上、平成１４年１０月期の外注費（相手勘定は普通預金）として計

上し（乙２５）、⑤同年９月２４日、丙の名義の銀行口座に２０万米ドル（２４７４万円）

を送金する手続を執り（乙２７の１及び２）、同日付けで、当該金額について、摘要欄に

「ＵＳＤ２００，０００ Ｅ公司」と記載した上、平成１４年１０月期の外注費（相手勘

定は普通預金）として計上し（乙２８）、⑥同年１０月３１日付けで、摘要欄に「装飾関

係費 Ｅ公司ＵＤＳ３６９，８６０」と記載した上、外注費（相手勘定は未払費用）とし

て４５５６万６７５２円を計上している（乙２９）。 

 そして、Ⓙ支払メモ（乙２３）は、本件査察調査の際に原告の事務所において発見され

たものであるところ（弁論の全趣旨）、これには、２１件の合計７９万１４６０米ドルの

案件が記載され、これらには上記①及び②の各外注費に対応すると認められるもの（同メ

モの冒頭に記載された２件）も含まれる上、「＄７９１，４６０－４２１，６００＝３６

９，８６０」、「４５，５６６，７」と手書きで記入されている。この記入については、原

告がＥ公司に対して合計７９万１４６０米ドルを支払うべきであるところ、そのうち４２

万１６００米ドル（上記③のうち摘要欄に「Ｌ 電気代等 Ｅ公司」と記載されている１

５４３万１０４０円に相当する１２万１６００米ドル、④の１０万米ドル及び⑤の２０万

米ドルの合計額がこれに当たると認められる。）については支払済みであり、その差額の

３６万９８６０米ドルに相当する約４５５６万７０００円が支払うべき残額であるとす

るものと解することができる。そして、上記の４２万１６００米ドルについては、上記の

③～⑤のとおり、平成１４年１０月期の損金の額に算入されており、残額３６万９８６０

米ドルについても、上記⑥のとおり、これに対応する４５５６万６７５２円が平成１４年

１０月期の損金の額に算入されている。このように、原告は、上記①及び②の各外注費を

含むⒿ支払メモに記載のある案件について、いずれも平成１４年１０月期の損金の額に算

入しているのである。 

 そうすると、上記①及び②の各外注費については、原告は、平成１３年１０月期の損金

の額に算入しながら、再度平成１４年１０月期の損金の額に算入したものであり、これら

について平成１４年１０月期に架空の原価を計上したものと認めるのが相当である。 

(イ) 原告は、ｅ展の外注費及びｆ展の外注費については、Ｅ公司から原告に対して２回に

分けて請求され、平成１３年１０月期と平成１４年１０月期とに分けて計上したと主張す

る。 

 しかしながら、上記の原告の主張を裏付ける証拠等は見当たらず、Ｅ公司ないし丙につ

いては、前記ア(オ)に述べたような立場にあったことからすれば、上記の原告の主張は、

採用することができない。 

３ 争点３（本件青色取消処分の適法性）について 

(1) 法人税法１２７条１項３号の取消事由の有無について 

 法人税法１２７条１項３号は、青色申告の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に係

る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載

又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があることに該当

する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該事業年度までさかのぼって、その承

認を取り消すことができる旨を定めているところ、前記２(2)に述べたところによれば、原告
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は、平成１３年１０月期において、その備付けの総勘定元帳の当期製品製造原価中の賃借料の

科目中に、平成１３年８月３１日にＩ有限公司に対して１３９７万８９７６円（別紙３の別表

２－１の番号青取１）及び同年１０月３１日にＢに対して２９５万４４００円（同表の番号青

取２）の総額１６９３万３３７６円について取引を仮装して計上したということができるから、

同号所定の事由に該当する事実があるものと認められる。 

 そして、前記１に述べたところに照らし、本件青色取消処分に係る調査の違法をいう原告の

主張は、採用し難い。 

(2) 理由付記の不備の違法の有無について 

 法人税法１２７条３項は、同条１項の規定による青色申告の承認の取消しの処分をする場合

には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知し、この場合において、その書面には、

その取消しの処分の基因となった事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければな

らない旨を定めているところ、この場合に要求される付記の内容及び程度は、特段の理由のな

い限り、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを処分の相手

方においてその記載自体から了知し得るものであることを要すると解される（ 高裁昭和●●

年（○○）第●●号同４９年６月１１日第三小法廷判決・裁判集民事１１２号１０１号参照）。 

 前記前提事実（第２の２(3)）によれば、本件青色取消処分通知書には、本件青色取消処分

の基因となった事実として、別紙３の別表２－１の青取１及び青取２について取引の事実のな

い賃借料（会場費）を計上したことが記載され、また、法人税法１２７条１項３号を適用して

本件青色取消処分をすることが記載されているのであるから、同条３項の規定する理由付記を

欠くものといえない。 

 原告は、本件青色取消処分は更正処分をすることが可能であるのに理由付記の困難を避ける

ために更正処分に先行してされたものであるとし、このような場合には理由付記の程度として

は青色申告書に係る課税標準等を更正する場合の通知書における理由付記と同様に信ぴょう

力のある資料を摘示することを要する旨を主張するが、青色申告の承認を受けた内国法人につ

き税務署長が上記の承認を取り消す処分と更正処分をすることが相当であると判断した場合

に、いずれの処分をどのようにすべきかについては法令に規定はないのであって、京橋税務署

長において本件青色取消処分を先にしたことについて、原告の主張するような理由に基づくも

のであることを直接裏付ける証拠はなく、本件青色取消処分において取消事由とされた事実と

本件各更正処分において更正の原因とされた事実の内容等に照らし、前者が先行してされたこ

とに不合理等というべき点も格別見当たらない。上記の原告の主張は、採用することができな

い。 

(3) 以上によれば、本件青色取消処分は、適法である。 

４ 本件各更正処分等の適法性について 

(1) 以上に述べたところ及び弁論の全趣旨によれば、原告の本件各事業年度の法人税に係る納

付すべき税額は、別紙２「本件各更正処分等の根拠及び適法性」の１記載のとおりであり、こ

れらの金額は、本件各更正処分の各納付すべき税額と同額であると認められるから、本件各更

正処分は、いずれも適法である。 

(2) 本件各更正処分により原告が新たに納付すべき税額を基礎として、本件各事業年度につい

て、重加算税及び過少申告加算税の額を算定すると、別紙２「本件各処分の根拠及び適法性」

の２記載のとおりであり、これらの金額は、本件各賦課決定の金額と同額であると認められる
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から、本件各税賦課決定は、いずれも適法である。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につい

て行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 八木 一洋 

   裁判官 田中 一彦 

 裁判官髙橋信慶は、転補のため、署名押印をすることができない。 

裁判長裁判官 八木 一洋 
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（別紙１） 

法人税の更正処分等の経緯 

平成１３年１０月期 別表２－１ 

（単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
納付すべき 

法人税額 
重加算税  

確 定 申 告 平成14年1月4日 5,050,506 1,092,500 －  

更正処分等 平成17年3月28日 42,929,880 13,290,300 4,266,500  

異議申立て 平成17年5月27日 5,050,506 1,092,500 －  

異 議 決 定 平成17年12月16日 棄却  

審 査 請 求 平成18年1月18日 5,050,506 1,092,500 －  

裁 決 平成20年2月7日 30,776,094 8,871,800 2,719,500  

 

平成１４年１０月期 別表２－２ 

（単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
納付すべき 

法人税額 
重加算税 過少申告加算税

確 定 申 告 平成15年1月6日 5,475,362 1,198,900 － －

更正処分等 平成17年3月28日 55,778,422 17,511,800 5,708,500 －

異議申立て 平成17年5月27日 5,475,362 1,198,900 － －

異 議 決 定 平成17年12月16日 棄却 

審 査 請 求 平成18年1月18日 5,475,362 1,198,900 － －

裁 決 平成20年2月7日 79,349,504 25,367,400 4,690,000 376,000

 

平成１５年３月期 別表２－３ 

（単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
納付すべき 

法人税額 
重加算税  

確 定 申 告 平成15年5月30日 7,400,849 1,623,900 － 

修 正 申 告 平成15年6月18日 7,400,849 1,949,200 － 

更正処分等 平成17年3月28日 34,096,191 10,737,000 3,073,000 

異議申立て 平成17年5月27日 7,400,849 1,949,200 －  

異 議 決 定 平成17年12月16日 棄却 

審 査 請 求 平成18年1月18日 7,400,849 1,949,200 － 

裁 決 平成20年2月7日 10,259,962 2,806,900 297,500 
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法人税の更正処分等の経緯 

 

平成１６年３月期 別表２－４ 

（単位：円） 

区分 年月日 所得金額 
納付すべき 

法人税額 
過少申告加算税  

確 定 申 告 平成16年5月31日 39,453,381 11,190,400 － 

更正処分等 平成17年6月29日 39,453,381 11,956,500 76,000 

異議申立て 平成17年8月26日 39,453,381 11,190,400 － 

異 議 決 定 平成17年12月16日 棄却 

審 査 請 求 平成18年1月18日 39,453,381 11,190,400 － 

裁 決 平成20年2月7日 39,046,491 11,808,500 61,000 
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（別紙２） 

本件各更正処分等の根拠及び適法性 

１ 本件各更正処分の根拠及び適法性 

 原告の本件各事業年度の法人税に係る所得の金額及び納付すべき税額は、以下のとおりであるとこ

ろ、本件各更正処分における所得の金額及び納付すべき税額と同額であるか、又はそれらを上回るか

ら、本件各更正処分は、適法である。 

(1) 平成１３年１０月期（別紙３の別表１－１） 

ア 所得の金額（順号⑧） ３０７７万６０９４円 

 次の(ア)の金額に(イ)の金額を加えた金額から、(ウ)の金額を控除した金額である。 

(ア) 申告した所得の金額（順号①） ５０５万０５０６円 

 平成１３年１０月期の法人税の確定申告書（以下「平成１３年１０月期確定申告書」という。）

に記載された所得の金額である。 

(イ) 所得の金額に加えるべき金額（順号⑥） ４０９０万２０３０円 

 次のａ～ｄの各金額を合計した金額である。 

ａ 益金の額に算入すべき売上金額（順号②） ３３５万３９８７円 

 原告が除外したＤ（以下「Ｄ」という。）に対する売上金額である。 

ｂ 損金の額に算入されない当期製品製造原価（順号③） ３７５１万６６７８円 

 別紙３の別表２－１のとおり、原告が架空に計上した損金の額に算入されない当期製品製

造原価の金額である。 

ｃ 益金の額に算入すべき受取利息（順号④） ２万９５４９円 

 原告が当期製品製造原価（外注費）を架空に計上するなどの方法により得た資金を留保し

た原告代表者及び原告の取締役である乙（以下「乙取締役」という。）の各名義の預金に係

る受取利息の金額であるところ、これらの預金は原告に帰属することから、これらの受取利

息は益金の額に算入される。 

ｄ 損金の額に算入されない道府県民税利子割（順号⑤） １８１６円 

 前記ｃの受取利息に対する道府県民税利子割の金額であり、法人税法３８条２項３号（平

成１８年法律１０号による改正前のもの。以下同じ。）の規定により損金の額に算入されな

い金額である。 

(ウ) 損金の額に算入すべき当期製品製造原価（順号⑦） １５１７万６４４２円 

 次のａ～ｃの各金額を合計した金額である。 

ａ Ｉ有限公司に対する外注費 １１４８万９０４６円 

 原告の平成１３年１０月期の損金の額に算入されるＩ有限公司に対する当期製品製造原

価（外注費）につき、原告が平成１４年１０月期の当期製品製造原価（外注費）として損金

の額に算入した金額である。 

ｂ Ｆ公司に対する外注費 ６６万４７４０円 

 原告の平成１３年１０月期の損金の額に算入されるＦ公司に対する当期製品製造原価（外

注費）につき、原告が平成１４年１０月期の当期製品製造原価（外注費）として損金の額に

算入した金額である。 

ｃ Ⓑ展覧会組委会に対する賃借料 ３０２万２６５６円 

 原告の平成１３年１０月期の当期製品製造原価（賃借料）として損金の額に算入されるⒷ
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展覧会組委会に対する賃借料の金額である。 

イ 所得の金額に対する法人税額（順号⑨） ８５９万２８００円 

 前記アの所得の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を

切り捨てた後のもの。以下同じ。）に法人税法６６条（ただし、平成１８年法律第１０号による

廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関す

る法律１６条１項の規定を適用した後のもの。以下同じ。）に規定する税率を乗じて計算した金

額である。 

ウ 課税留保金額（順号⑩） ２９７万５０００円 

 次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定によ

り１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

(ア) 留保金額 １７９７万５４６４円 

 平成１３年１０月期確定申告書における留保所得金額２６０万２９４８円に、前記ア(イ)の

金額を加え、前記ア(ウ)の金額を控除した２８３２万８５３６円から、次のａ及びｂの各金額

の合計額を控除した金額である。 

ａ 前記イの金額から後記オの金額を控除した金額 ８５７万４３６３円 

ｂ 前記イの金額に２０．７％を乗じた金額 １７７万８７０９円 

(イ) 留保控除額 １５００万円 

 法人税法６７条３項（ただし、平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）

に規定する留保控除額である。 

エ 課税留保金額に対する税額（順号⑪） ２９万７５００円 

 前記ウの課税留保金額に、法人税法６７条１項（ただし、平成１８年法律第１０号による改正

前のもの。以下同じ。）に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

オ 法人税額から控除される所得税額等（順号⑫） １万８４３７円 

 原告が平成１３年１０月期確定申告書に記載した法人税額から控除される所得税額等の金額

である。 

カ 納付すべき法人税額（順号⑬） ８８７万１８００円 

 前記イ及びエの各金額の合計額から前記オの金額を控除することにより算出した納付すべき

法人税額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの。以下同じ。）である。 

キ 既に納付の確定した法人税額（順号⑭） １０９万２５００円 

 原告が平成１３年１０月期確定申告書に記載した納付すべき法人税額である。 

ク 差引納付すべき法人税額（順号⑮） ７７７万９３００円 

 前記カの金額から前記キの金額を控除した金額である。 

(2) 平成１４年１０月期（別紙３の別表１－２） 

ア 所得の金額（順号⑧） ７９３４万９５０４円 

 次の(ア)の金額に(イ)の金額を加えた金額から、(ウ)の金額を控除した金額である。 

(ア) 申告した所得の金額（順号①） ５４７万５３６２円 

 平成１４年１０月期の法人税の確定申告書（以下「平成１４年１０月期確定申告書」という。）

に記載された所得の金額である。 

(イ) 所得の金額に加えるべき金額（順号⑥） ７６２７万５９４２円 
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 次のａ～ｄの各金額を合計した金額である。 

ａ 損金の額に算入されない当期製品製造原価（順号②） ７６０３万３５６７円 

 次の(a)～(d)の各金額を合計した金額であり、いずれも、平成１４年１０月期の損金の額

に算入されない金額である。 

(a) 架空に計上された当期製品製造原価 ３９６８万４２８７円 

 別紙３の別表２－２のとおり、原告が架空に計上した損金の額に算入されない当期製品

製造原価の金額である。 

(b) Ｉ有限公司に対する外注費 １１４８万９０４６円 

 Ｉ有限公司に対する当期製品製造原価（外注費）として平成１３年１０月期の損金の額

に算入される金額である。 

(c) Ｆ公司に対する外注費 ６６万４７４０円 

 Ｆ公司に対する当期製品製造原価（外注費）として平成１３年１０月期の損金の額に算

入される金額である。 

(d) Ｅ公司（以下「Ｅ公司」という。）に対する外注費 

 ２４１９万５４９４円 

 原告の平成１５年３月期の損金の額に算入されるＥ公司に対する当期製品製造原価（外

注費）につき、原告が平成１４年１０月期の当期製品製造原価（外注費）として損金に算

入した金額である。 

ｂ 益金の額に算入すべき受取利息（順号③） １万２１３３円 

 原告が当期製品製造原価（外注費）を架空に計上するなどの方法により得た資金を留保し

た原告代表者及び乙取締役の各名義の預金に係る受取利息の金額であるところ、これらの預

金は原告に帰属することから、これらの受取利息は益金の額に算入される。 

ｃ 雑損失の過大計上額（順号④） ２２万９５２０円 

 原告が平成１３年１０月期において架空に計上した当期製品製造原価に係る未払費用と

して経理した金額（別紙３の別表２－１の番号６、１０及び青取２）につき、平成１４年１

０月期の決済時に為替差損が生じたとして当該事業年度の損金の額に算入したことにより、

過大に計上された雑損失の金額である。 

ｄ 損金の額に算入されない道府県民税利子割（順号⑤） ７２２円 

 前記ｂの受取利息に対する道府県民税利子割の金額であり、法人税法３８条２項３号の規

定により損金の額に算入されない金額である。 

(ウ) 損金の額に算入すべき事業税（順号⑦） ２４０万１８００円 

 平成１３年１０月期更正処分により増加した所得の金額に対応する事業税相当額の損金へ

の算入額である。 

イ 所得の金額に対する法人税額（順号⑨） ２３１６万４７００円 

 前記アの所得の金額に法人税法６６条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

ウ 課税留保金額（順号⑩） ２２０８万３０００円 

 次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。 

(ア) 留保金額 ４９８５万５８８３円 

 平成１４年１０月期確定申告書における留保所得金額２８７万９５４２円に、前記ア(イ)の

金額並びに前記ア(イ)ａ(b)及び(c)に係る為替差損の金額１０５万６４２２円を加え、前記ア
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(ウ)の金額を控除した７７８１万０１０６円から、次のａ及びｂの各金額の合計額を控除した

金額である。 

ａ 前記イの金額から後記オの金額を控除した金額 ２３１５万９１３１円 

ｂ 前記イの金額に２０．７％を乗じた金額 ４７９万５０９２円 

(イ) 留保控除額 ２７７７万２３２６円 

 法人税法６７条３項に規定する留保控除額である。 

エ 課税留保金額に対する税額（順号⑪） ２２０万８３００円 

 前記ウの課税留保金額に、法人税法６７条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

オ 法人税額から控除される所得税額等（順号⑫） ５５６９円 

 原告が平成１４年１０月期確定申告書に記載した法人税額から控除される所得税額等の金額

である。 

カ 納付すべき法人税額（順号⑬） ２５３６万７４００円 

 前記イ及びエの各金額の合計額から前記オの金額を控除することにより算出した納付すべき

法人税額である。 

キ 既に納付の確定した法人税額（順号⑭） １１９万８９００円 

 原告が平成１４年１０月期確定申告書に記載した納付すべき法人税額である。 

ク 差引納付すべき法人税額（順号⑮） ２４１６万８５００円 

 前記カの金額から前記キの金額を控除した金額である。 

(3) 平成１５年１０月期（別紙３の別表１－３） 

ア 所得の金額（順号⑪） １０２５万９９６２円 

 次の(ア)の金額に(イ)の金額を加えた金額から、(ウ)の金額を控除した金額である。 

(ア) 申告した所得の金額（順号①） ７４０万０８４９円 

 平成１５年３月期の法人税の修正申告書（以下「平成１５年３月期修正申告書」という。）

に記載された所得の金額である。 

(イ) 所得の金額に加えるべき金額（順号⑤） ３２３６万２６２８円 

 次のａ～ｃの各金額を合計した金額である。 

ａ 損金の額に算入されない当期製品製造原価（順号②） ３２３６万０４００円 

 別紙３の別表２－３のとおり、原告が架空に計上した損金の額に算入されない当期製品製

造原価の金額である。 

ｂ 益金の額に算入すべき受取利息（順号③） ２１１０円 

 原告が当期製品製造原価（外注費）を架空に計上するなどの方法により得た資金を留保し

た原告代表者及び乙取締役の各名義の預金に係る受取利息の金額であるところ、これらの預

金は原告に帰属することから、これらの受取利息は益金の額に算入される。 

ｃ 損金の額に算入されない道府県民税利子割（順号④） １１８円 

 前記ｂの受取利息に対する道府県民税利子割の金額であり、法人税法３８条２項３号の規

定により損金の額に算入されない金額である。 

(ウ) 所得の金額から減ずべき金額（順号⑩） ２９５０万３５１５円 

 次のａ～ｄの各金額を合計した金額である。 

ａ 雑収入の過大計上額（順号⑥） ５３万７０２１円 

 原告が平成１４年１０月期において架空に計上した当期製品製造原価に係る未払費用と
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して経理した金額（別紙３の別表２－２及び別表２－３の番号１３～１８（ただし、番号１

６を除く。）につき、平成１５年３月期の決済時に為替差損が生じたとして平成１５年３月

期の益金の額に算入したことにより、過大に計上された雑収入の金額である。 

ｂ 損金の額に算入すべき事業税（順号⑦） ４７７万１０００円 

 平成１４年１０月期更正処分により増加した所得の金額に対応する事業税相当額の損金

への算入額である。 

ｃ 損金の額に算入すべき当期製品製造原価の金額（順号⑧） ２３６０万８２８２円 

 Ｅ公司に対する当期製品製造原価（外注費）として平成１５年３月期の損金の額に算入す

べき金額２４１９万５４９４円（前記(2)ア(イ)ａ(d)の金額）から、当該金額を平成１５年

３月期に決済した際に生じた為替差益５８万７２１２円を控除した金額であり、平成１５年

３月期の当期製品製造原価（外注費）として損金の額に算入される。 

ｄ 為替差益の過大計上額（順号⑨） ５８万７２１２円 

 前記(2)ア(イ)ａ(d)のＥ公司に対する当期製品製造原価（外注費）として平成１５年３月

期の損金の額に算入すべき金額２４１９万５４９４円につき、原告が平成１５年３月期修正

申告書においてその決済時に生じた為替差益として益金の額に算入した金額であるが、前記

ｃの金額は、原告の決済金額であり、為替差益が考慮されているから、当該為替差益相当額

の益金の額は過大である。 

イ 所得の金額に対する法人税額（順号⑫） ２８１万１０６０円 

 前記アの所得の金額に法人税法６６条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（順号⑬） ４０６７円 

 原告が平成１５年３月期修正申告書に記載した法人税額から控除される所得税額等の金額で

ある。 

エ 納付すべき法人税額（順号⑭） ２８０万６９００円 

 前記イの金額から前記ウの金額を控除することにより算出した納付すべき法人税額である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（順号⑮） １９４万９２００円 

 原告が平成１５年３月期修正申告書に記載した納付すべき法人税額である。 

ク 差引納付すべき法人税額（順号⑯） ８５万７７００円 

 前記エの金額から前記オの金額を控除した金額である。 

(4) 平成１６年３月期（別紙３の別表１－４） 

ア 所得の金額（順号③） ３９０４万６４９１円 

 次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。 

(ア) 申告した所得の金額（順号①） ３９４５万３３８１円 

 平成１６年３月期の法人税の確定申告書（以下「平成１６年３月期確定申告書」という。）

に記載された所得の金額である。 

(イ) 損金の額に算入すべき事業税 ４０万６８９０円 

 平成１５年３月期更正処分により増加した所得の金額に対応する事業税相当額の損金への

算入額である。 

イ 所得の金額に対する法人税額（順号④） １１０７万３８００円 

 前記アの所得の金額に法人税法６６条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

ウ 課税留保金額（順号⑤） ７４０万２０００円 
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 次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。 

 なお、原告は、平成１６年３月期確定申告書の提出に当たり、青色申告書を提出する法人とし

て、租税特別措置法６８条の２第１項１号（平成１７年法律第２１号による改正前のもの）に掲

げるものに該当し、法人税法６７条１項の規定の適用はないとして、課税留保金額に対する税額

を計算していなかったところ、本件青色取消処分により、平成１３年１０月期以後の事業年度に

おいては、原告が提出した青色申告書は青色申告書以外の申告書とみなされ（法人税法１２７条

１項）、租税特別措置法６８条の２第１項所定の青色申告書を提出する同族会社に該当しないこ

ととなるため、法人税法６７条に規定する税額を計算しなければならない。 

(ア) 留保金額 ２２４０万２０００円 

 平成１６年３月期確定申告書における留保所得金額３６１６万９９９７円に、前記ア(イ)の

金額並びに次のａ及びｂの各金額の合計額を控除した金額である。 

ａ 前記イの金額から後記オの金額を控除した金額 １１０６万８３８９円 

ｂ 前記イの金額に２０．７％を乗じた金額 ２２９万２２７６円 

(イ) 留保控除額 １５００万円 

 法人税法６７条３項に規定する留保控除額である。 

エ 課税留保金額に対する税額（順号⑥） ７４万０２００円 

 前記ウの課税留保金額に、法人税法６７条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

オ 法人税額から控除される所得税額等（順号⑦） ５４１１円 

 原告が平成１６年３月期確定申告書に記載した法人税額から控除される所得税額等の金額で

ある。 

カ 納付すべき法人税額（順号⑧） １１８０万８５００円 

 前記イ及びエの各金額の合計額から前記オの金額を控除することにより算出した納付すべき

法人税額である。 

キ 既に納付の確定した法人税額（順号⑨） １１１９万０４００円 

 原告が平成１６年３月期確定申告書に記載した納付すべき法人税額である。 

ク 差引納付すべき法人税額（順号⑩） ６１万８１００円 

 前記カの金額から前記キの金額を控除した金額である。 

２ 本件各賦課決定の根拠及び適法性 

 本件各更正処分に伴って賦課されるべき重加算税の金額及び過少申告加算税の金額は、以下のとお

りであるところ、本件各賦課決定の金額と同額であるから、本件各賦課決定は、いずれも適法である。 

(1) 平成１３年１０月期重加算税賦課決定 ２７１万９５００円 

 原告が事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき平成１３年１０月期確定申告

書を提出したことから、国税通則法６８条１項の規定に基づき、上記の仮装に係る法人税額（ただ

し、国税通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同

じ。）７７７万円に１００分の３５を乗じて計算した金額である。 

(2) 平成１４年１０月期重加算税賦課決定 ４６９万円 

 原告が事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき平成１４年１０月期確定申告

書を提出したことから、国税通則法６８条１項の規定に基づき、上記の仮装に係る法人税額１３４

０万円に１００分の３５を乗じて計算した金額である。 

(3) 平成１５年３月期重加算税賦課決定 ２９万７５００円 
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 原告が事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき平成１５年３月期確定申告書

を提出したことから、国税通則法６８条１項の規定に基づき、上記の仮装に係る法人税額８５万円

に１００分の３５を乗じて計算した金額である。 

(4) 平成１６年３月期過少申告加算税賦課決定 ６万１０００円 

 国税通則法６５条１項の規定に基づき、平成１６年３月期における新たに納付すべき法人税額の

うち過少申告加算税の対象税額（ただし、同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り

捨てた後のもの）６１万円に１００分の１０を乗じて計算した金額である。 

以上 
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別紙３・４ 省略 


